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刊行にあたって

都市環境の改善は都市の緑化から,地震火災に強いまちづくりは防災緑地の

整備から,と いう考え方に立って,こ のことを諸官庁の行政に委せるだけでな

く,造園緑化の仕事にたずさわる専門業者の立場から,積極的に協力し推進し

ていこうということで,当協会が結成されてから七年を経過しました。

幸に,東京の都市環境は徐々に改善 されてきているように思われます。これ

は,その当時われわれが,都市環境のこれ以上の悪化は都民生活の破滅につな

がるのではないか,と 訴えた危惧感が一般にひろがって,公私いろいろの立場

からの注意や努力の結果の現れと考えるのでありまして,ま ずはご同慶にたえ

ません。

しかし,そ れでは一体東京の緑化の現状はどうなのか, 都では鈴木知事が

「マイタウン東京」建設のための柱の一つに,“ グリーン東京大作戦"の展開を

あげており,都内23区や市,町でも,そ れぞれに緑化計画をつくって多彩な事

業を進めておられるが,それがどういうものであるのかということは,一般に

はあまりよく知られていないと思います。

わたくしどもは,協会結成の趣旨をこれからも積極的に達成していくために

昭和56年度の現状をふまえて, 関係官庁の緑化に関する諸1資料を基に。各
方面のご協力を得て,都内の緑化についての実態を調査し,民間の立場から緑

化の現状を捉えてまとめてみました。そして緑化推進のために今後の課題と考

えられる主要なものを取りあげてそれの対応策を検討することにいたしました。

もとより初めての試みであり,自書というのもおこがましいと思いますが,

東京の緑化について関心を持たれる方々に幾分でもお役に立つことがあり,ま

たこれにもとづいてお気付きの点をご示唆,ご教示ねがえればと考えて刊行し

た次第であります。

おわりに本書を作成するにあたって,資料の提供をはじめ懇切なご指導ご鞭

撻をたまわった関係行政機関の方々,実態調査の際に,熱心にご協力ご支援を
いただいた各方面の方々に厚く御礼を申しあげます。

社団法人 東京都造園緑化業協会

会 長 太 田 和 男

昭和 57年 10月
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64頁に挿入

手法

緑化関係資料
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I 総  論

1 経済情勢と緑化予算

東京の緑化は年々増加の傾向にあって,生活環境も徐々にではあるが,改善

されつつある。また,都民の緑化意識も,経済的なゆとりとあいまって,高ま

りつつあることも事実である。

しかし,日本経済は高度成長から低成長へと移行 し,世界経済の不振は,日

本経済にも重大な影響を及ぼし,昭和56年版経済白書によると,第二次石油危

機の影響はかなりの規模であり,石油価格の上昇等によって,昭和55年から昭

和56年にわたり,わが国の実質GNPの一部が,産油国などに転移し, その結

果,国民の実質所得の伸びは,大きく低下した。こうした影響にもかかわらず,

日本経済は物価,国際収支,景気の悪化等は,先進主要国と比べると総 じて軽

微で,良好なパフォーマンス (成績)を維持することが出来たとしながらも,

自書は,昭和55年度に「景気のかげり」現象が生じたことを指摘している。

このような日本経済の動向は,国をはじめとして,都 0区 0市 0町・村の財

政にも影響を及ぼし,公共役資としての緑化予算の伸びも鈍化して,都民の緑

化に対する要望に,十分応えられないという情勢をもたらした。それはまた,

現在の東京が最も緊急としている,震災対策としての防災緑地の急速な整備に

も支障をきたしている。そして,こ のような緑化予算の伸びの純化は,都市の

緑化を実際に施行する造園業界の,企業経営を悪化させる要因ともなっている。

緑化予算について,東京都の例でみると,昭和57年度の一般会計予算の総額

は, 3兆 3千億円であるが,こ のうち緑化予算即ち公園霊園費は 258億 円で,

予算総額に対して,僅かに 0.78%に すぎないが,各区の緑化予算は,一般会計

予算総額との割合が ■0%以上の区が多い。東京の都市公園のシエヤーの中で

は,都立公園の占める割合は大きいので,都市公園法で規定されている住民 1
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人当り6.0平方メートルに達するためには,東京都の緑化予算が,少なくとも

1.0%台を確保しなければ困難であろう。それは21世紀へむけての,緑豊かな

東京のまちづくりには,欠かすことのできない条件である。

2.東京の都市構造の変化

東京都の人口の推移をみると,昭和30年代から急激に増加し,昭和37年には,

1,000万人を突破 したが,その後昭和50年をピークとして,転入者が減少 しは

じめた。一方環境の悪化から転出者が増加し,自然増の減少とともに,昭和55

年の国勢調査によると,東京都は全国唯ひとつの減少県となっている。昭和43

年の23区の人口は892万人であったのが,昭和55年には835万人と57万人の減

少をみせ,こ のような現象は,当然のことながら,東京都の都市構造に変化が

起こりつつある。

すなわち,人口及び住宅数は次第に周辺区及び三多摩地区に重心が移り,特

に最近では,東京都をとり巻く3県 (神奈川,埼玉,千葉)に移動しつつある。

これは都心部における夜間人口の減少を招き,施設の遊体化等いわゆる中心部

の人口空洞化を進行させている反面,都の周辺部は急速な市街化が進み,無秩

序な開発に拍車をかける結果となっている。困みに,都心 3区 (千代田,中央 ,

港)の人口の推移をみると,人口 0産業の流入が顕著であった昭和30年には約

55万人であったのが,昭和55年では34万人弱に減少 し,そ の人口密度は,東京

都区部の平均の60%弱に低下している。

人口・住宅数については,以上のような趨勢にあるが,機能的には,東京は

一点集中型都市構造で,それが日本の復興と経済成長に大いに貢献したのであ

るが,機能の過度の集中は,交通機関をはじめとする都市施設整備に,巨大な

投資を必要とし,それは,コ ンクリートジャングル,東京砂漠などといわれる

無味乾燥な東京の出現となり,今 日のような数多 くの都市問題を発生させてい
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る。

これらの問題を解決する方策として,東京都の「マイタウン東京構想」は,

諸機能の適正配置によってバランスのとれた都市構造の形成,すなわち,一点

集中型を是正 して,多核・多心型都市構造への転換を提唱している。この多核

・ 多心型の都市構造は,ま た,防災の観点からも有効で,今後このような構造

に移行するであろうが,その際は,良好な環境づくりに主眼をおき,計画的な

都市づくりを進めるとともに,脱「コンクリートジャングル」のためにも,緑

を十分とり入れることが必要である。すでに東京の外周部の新興住宅地では ,

無計画な市街化が進行し,居住環境上も都市構造上も,問題の多い地区がかな

りある。良好な環境というものは,人間が生活するあらゆる場所に必要であっ

て,住環境のみならず,仕事をする場所の環境も当然快適でなくてはならない。

今後東京の都市構造は変化していくであろうが,それを一つのチャンスとして,

東京の都市環境も「東京砂漠」を解消し,ア メェニティな緑あふるる街づくり

を行なうべきである。

3.緑化の現状と行政の動向

東京都の人口は,高度成長期に産業の集中等により大幅に増加した。こうし

た人口の増加は,都民の生活環境の悪化をもたらし,住宅の不足,下水道,公

園,道路等の生活基盤施設の立遅れなど,多 くの都市問題を抱えるに至った。

そして昭和50年代に入ると,経済の低成長をむかえ,人口の流入も鈍化 してき

たが, しかし,東京は依然として過密都市であり,生活環境が悪く, また,災

害に弱い都市でもある。こうした環境悪化を改善して,安全で快適な都市環境

を確保するために,都市の緑化が叫ばれ,その推進が強く要望されるに至った

のである。

このため,都民の日常生活圏や広域の生活圏に対応 して,大小規模の公園,

緑地を体系的に配置するとともに,その整備が積極的に進められた。また,緑
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道や中小河川に清流を復活させるなど,生活環境の整備も行なわれた。東京に

おける都市公園等の整備状況は,こ こlo年余で,100年間の実績に相当するも

のを整備,確保し,都民に提供してきたが, しかし内外諸都市と比較すると,

依然として立遅れており,地域的にも偏っている。因みに,昭和56年の区部の

1人当り公園面積は 2.48平方メートル, 都全域では 2.73平方メートルで, 都市

公園法に示された 1人当り6.0平方メートルには程遠いものがある。わが国主

要都市では,神戸市,札幌市,名古屋市,広島市,福岡市等が多い方であるが ,

それですら,都市公園法の水準には達していない。外国各都市の 1人当り公園

面積は殆んど 2桁で,こ れをみても,わが国の都市が,如何に緑の少ない過密

都市であるかがわかる。

表-1 1人 当り公園面積 (各年 4月 1日現在 )
(単位  ピ)

地  域 52  1年 53  年 54 年 55  1年 56  年

区

市

郡

島

部

部

部

部

2. 11

2. 36

ヽ

)́2.28

2. 17

2.46

\zzs

2.35

2.54

2.94

40.27

2.40

2.66

3.03

40.48

2.48

3.00

2.92

40.09

都  総  計 2. 28 2. 35 2. 51 2. 58 2.73

四 東京都建設局公園調書

また,街路樹等の道路緑化は,有効な施策として,昭和47年度以降,道路に

可能な限り緑を導入する方針で,歩道植樹帯 ,中央分離帯,交通島等の緑化が

積極的に推進されてきた。しかしながら,わが国主要都市の現状と比較すると,

人口比では十分でなく,道路緑化についても,今後さらに新 しい工夫と努力が

必要である。

さらに,学校等の公共施設の緑化についても,「東京都における自然の保護と

回復に関する条例」により緑化が義務づけられており,行政側の緑化に対する
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公園面積 蔀
~~市
 1公園面積公園面積都   市

4.8

3.2

1.9

4.1

2.4

2.4

5.4

4.1

3.9

4.1

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

屋

　

　

　

　

州

幌

崎

浜

古

都

阪

声

島

九

岡

札

川

横

名

京

大

神

広

北

福

ヮ ル シ ャ ワ

ワ シ ン ト ン

○ニ ューヨー ク

ロスアンゼルス

*キ ャ ンベ ラ

ブ ラ ジ リア

*オ  ス  ロ

ロ ン ド ン

モ ントリオール

ス トックホルム

22. 7

45.7

19. 2

19. 7

70. 5

72. 6

14. 5

30. 4

13.0

80. 3

表-2 都市の 1人当り公園面積
(単 位  ご )

*アムステルダム

*ジ ュネープ

*ロ  ー  マ

■パ       リ

都    市

5

29.4

15.1

11. 4

8.4

囲 1 外国都市は 1976年度調査,ただし○印は 1967年度調査, *印は 1973年
度調査

2 国内都市は55年 3月 31日 現在 (建設省調)

積極的な姿勢を示すとともに,住民の緑化思想の高揚を図るために,「都市緑化

月間」,「環境週間」等に,樹木,草花,土等の無料配布を行なっている。

(1)マ イタウン東京構想

このような情勢の中で,東京都は,昭和55年 12月 「マイタウン東京構想」を

発表し,昭和56年 2月 には,こ れの実現のための「マイタウン東京構想総合実

施計画」を作成して,「マイタウン東京構想」が目指す「安心して住めるまち」,

「いきいきと暮らせるまち」,「ふるさとと呼べるまち」の都市づくりの第一歩を

踏み出した。この総合実施計画は,「マイタウン東京構想」実現のための 9つの

政策課題をあげている。

① 市民の連帯と交流

② 伝統を大切にし,文化と個性をはぐぐむまちづくり

③ 生きがいとゆとりのある都民生活の創造

④ 仕事と生活の安定



⑤ 福祉の充実と健康の確保

C 災害に強いまちづくり

⑦ 快適なすまいと生活環境の確保

③ 都市環境の保全

③ 活力ある都市の基盤整備

以上の課題の中の「都市環境の保全」の項では,都民が健康で快適な日々の

生活を営む上で,緑は欠くことの出来ない最も重要なものとし,「グリァン東京

大作戦の展開」を提唱している。このなかで,緑は,良好な都市環境の形成 ,

スポーツ・ レクリエーシヨン,都市防災等の多面的な機能を有するにとどまら

ず,都市の骨格形成や都市美観の創出にとっても重要な要素で,こ の緑のネッ

トヮークの整備,確立を図るとしている。具体的には,都市公園の整備,海土

公園の整備,自然公園の整備と緑地の保全,海と山のふるさと村の建設,清流

の復活,緑道の整備と道路の緑化等をあげている。都市環境の改善は,総論と

しては緑化が最も重要であるとしながらも,兎角各論では施策の実現が困難で

あったが,今後は「グリーン東京大作戦」の推進によって,その実現が大いに

期待される。

「マイタウン東京構想」が,都市環境の保全には,緑は,都市の骨格形成に

重要な要素として位置づけられることは,そ こに住む人間を第一義的に考え

ての,従来にない漸新な街づくりの構想で,こ れは高く評価されるべきであろ

つ。

(2)東京都緑のマスタープラン

「マイタウン構想懇談会報告」においても,緑地政策は重要な事項とされ ,

緑を都市構造の基盤の一つに位置つけた「都市基本計画」の策定の必要を提

唱している。東京都はこのような課題に積極的に対応するために,昭和56年 12

月,「東京都緑のマスタープラン」を発表した。このマスタープランは,東京の

街づくりにあたって,緑地を都市の構造の基盤として位置付けし,自然の保護

と回復にに関する多様な施策を,よ り総合的,効果的に展開するために策定さ
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れ,多様な手法によって,都市を構成するさまざまな緑の保全を図り,良好な

生活環境を形成 しようとするもので,今後の緑に関する行政指針となるもので

ある。

4.防災緑地の整備

現在の東京都を中心とする首都圏の人口は 2,500万人を超え,市街地の拡大

密集化は必然的に地価の甚しい高騰を招き,土地の利用はその効率を高めるた

めに平面から立体化へと移行,都心部は高層ビルが林立し,その間隙は木造家

屋が埋めつくし,首都高速道路をはじめ地上の道路は網の目状に張り巡らされ,

その上を数百万台のトラック,バス,乗用車,タ ンクローリー, トレラー,オー

トバイ等の車輌群が昼夜をわかたず走り廻り,国鉄,私鉄は延長され,特に地

下鉄網の発達は著しく,そのターミナル駅を中心とする地下道,地下商店街の

発展は日覚しいものがある。一方近郊は住宅地或いは工場団地として開発され ,

東京湾に面する京浜,京葉地区は臨海工業地帯として発展,石油コンビナート,

化学工場をはじめ多種多様の工場群が蝠集し,日夜生産を続けている。又エネ

ルギーは往時の石炭,薪炭等から電気,石油,ガスが取って替り,電信,電話

等通信機関の発達も又目を見張るものがある。

此の様な複雑多岐に亘る諸施設は都市機能の向上,都市生活の利便に大きく

寄与しているが,反面一旦大震災が襲った場合には,一転 して都市災害として

恐るべき被害を誘発する危険要素になる可能性を有していると考えられる。

大規模な都市災害としては,第 2次大戦時の空襲は例外として,古くは関東

大震災をはじめ,静岡,那珂湊,福井,熱海,鳥取,岩内,新潟,能代,酒田,

仙台等々各都市に発生 して,それぞれ多数の尊い人命を失い,莫大な経済的損

害を与えている。又局部的災害としてはデパート,ホ テル等高層ビルの火災 ,

地下街のガス爆発,民家のプロパンガス爆発,化学工場,石油コンビナート等

の爆発事故, トンネル内事故,列車脱線事故,自動車の衝突炎上等々その事例
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は枚挙にいとまない処である。

首都圏が大地震に襲われた場合は,之等の事故が一時に複合して発生し,更

に民家の倒壊,火災の同時多発,新建材の燃焼により生ずる有毒ガスが加はり,
パニック状態に陥入る事は明らかで,その被害は想像に絶するものになろう。

それは単に人的,物的被害のみに止まらず,政治,経済の中枢である首都の機

能の麻痺状態は国全体に重大な影響を与える事になる。

この様な都市災害に対処するため,国及び地方自治体は災害対策基本法に則

り耐震,耐火建築,防災関連の諸施設,消防力の増強,避難場所の設定,避難

路の指示,防災組織体制の確立等々種々の対策を整備充実しつつある。東京都

は「マイタウン東京構想」において「安心して住めるまち」を重要課題として

取り上げ,災害時における都民の生命の安全確保のため避難地,避難路として
の公園緑地,緑道等のオープンスペースの適正配置の必要性を強調 している。

都市火災時の樹木の防災効果については,関東大震災をはじめ各都市におい

て発生した災害時の実例,或いは関連機関,研究所等の各種の調査,研究,実

験等で立証されて居り,都市防災対策の一環として防災緑地の占める役割は非

常に大きく,これの整備促進は重要旦つ緊急の課題で,総合的防災計画の最重点

項目として,十分な財源措置の裏付けによる強力な推進が望まれている。
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II 東京都の緑化の現状

公園・ 緑地と河川・水路は,ス ポーッ・ レクリエーションなどを通じて,都

民の生活に潤いと快適さを与える場として,さ らに都市に自然の秩序を確保 し,

防災機能をも果たす施設として,都市には欠くことのできないものである。

東京における都市公園等の整備状況は,総論において述べたとおり,内外諸

都市と比較すると,依然として立ち遅れており,地域的にも偏っている。

又都市の中小河川と用水路は,流域の市街化や下水道の普及等に伴って,流

量の減少と水質の悪化を招き,水辺の生態系が劣化して自然性と親水機能は著

しく低下 している。

このため,そ れぞれの生活圏に対応 して大小規模の様々の公園・緑地を体系

的に配置するとともに,中小河川・用水路に清流を復活させ,臨海部では緑地 ,

人工なぎさや親水護岸等を備えた海上公園を整備するなど,都民が親しめる水

辺環境の回復を図っている。

昭和56年 4月 1日 現在の都における都市公園 (国民公園等を含む。)の現況は

表-3,表 -4のとおりで, 5,592ケ 所,総面積 3,154ヘ クタール,都民 1人当

りの公園面積は 2.73平方メー トルである。これを昭和55年 4月 1日現在と比較

すると,個所数では 229ケ 所 (4.3%),面積で 152ヘクタール (5.1%)の増

で,都民 1人当りの公園面積は 0.15平方メートルの増加となっている。

東京都造園緑化業協会の調査によれば,昭和56年度における公園緑地関係予

算の総額は,表 -5で示すように, 618億 6千万円で対前年度比 23.2%の増加

となっているが,こ れは用地費が 38.9%と 大きく伸びているためである。これ

に対 し,構築費は前年度とほぼ同額で,物騰等を考えれば実質的には減少して

いることになり,23区以外は減少 している。

一方,道路緑化については,昭和39年開催された東京オリンピックの前後に,

道路拡張工事等のため街路樹の徹去,一時移植が盛んに行なわれたが,昭和40
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年代後半に入り,過密化,公害の増大など都市環境の急激な悪化をもたらした

ため,都市緑化の推進が強く要望されてきた。これに対し街路樹等の道路緑化

は有効な施策として,積極的に推進が図られてきた。

昭和56年度における道路関係予算額は,表 -6の とおり37億 4千万円で,対
前年度比 32.8%の増加となっているが,こ れは新設費について一部の区市の

伸びが大きいためで,維持費については, 14.0%に 止まっている。

学校その他の公共施設の緑化については,震災対策・環境保全のため,各

自治体とも積極的に取り組んでおり,昭和56年度予算額は,表 -7の とおり8

億 9千万円で,対前年度比 10.2%の 増加となっている。

表 -3 都市公園の現況 昭和56年 4月 1日 現在

地 域 総  数 区  部 市  部 町村部

総   数
数

面積(■0

5,592

31,538,049

3,542

20,540,495

1,965

9,326,157

85

1, 671,397

都

立

公

園

都 直 轄
数

面積

52

9,663,408

36

5,209,659

14

3,126,253

2

1,327,496

区長委任
数

面積

1

38,540

1

38,540

区 市 町 村 立
公     園

数

面積

2,617

14,289,300

1,707

9,400, 197

865

4,576,789

45

312,314

区 市 町 村 立
児 童 遊 園

数

面積

2,671

1,967,902

1,645

1,073,152

989

865,628

37

29,122

海 _L 公 園
数

面積

33

1,060,947

33

1,060,947

国民公園その他
都市公園に準ず
るもの

数

面積

218

4,517,952

120

3,758,000

97

757,487

1

2,465
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表-4 区.市.町 .村別都市公園の現況

(都,区,市,町,村立公園,児童遊園及び国民公園その他都市公

園に準ずるもの)

昭和56年 4月 1日 現在

東京都総計

千 代 田区

中 央 区

港   区

新 宿 区

文 京 区

台 東 区

墨 田 区

江 東 区

品 メ|1 区

日 黒 区

大 田 区

世 田 谷 区

渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区

豊 島 区

北   区

荒 り|1 区

板 橋 区

2,154.33

11.52

10.05

19.48

18.04

11.44

10.00

13.82

34.48

20.54

14.41

47.94

58.81

15.11

15.73

33.54

13.01

20.55

10.34

31.90

31.538

1.694

0.462

0.728

0.973

0.493

0.703

0.471

1.461

0.674

0.239

1.550

1.838

1.577

0.242

0.568

0.119

0.627

0.193

1.548

1.46

14.70

4.60

3_73

5.39

4.31

7.03

3.41

4.24

3.28

1.66

3.23

3.12

10.44

1.54

1.69

0.91

3.05

1.87

4.85

2.36

1.81

0.70

1.08

11,553,738

54,169

82,523

201,256

340,459

199,345

184,694

231,787

363,251

345,010

271,803

657,053

789,830

242,921

342,033

537,581

285,575

381,703

197,549

495,946

13,359,511

934,427

661,465

674,821
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行政機関

面 積

{A)km2

人   日
′民ム凛 目υ`V‐
4月 1日

人

公園面積

(B)lu12

公園率

B/A%

昼間人口

(50年 )

人

昼間人口 1人

当り公園面積
ピ/人



行政機関
面

(却

積

kイ

人

(廃 年

切 1日 )
公園面積

(B) k」

公園率

B/A%

昼間人口

(56年 )

人

昼間人口 1人
当り公園面積
耐/人

練 馬 区

足 立 区

葛 飾 区

江 戸 川区

47.00

53.25

33.90

45.06

561,290

618,590

417,060

494,060

0.542

1.362

0.880

1.597

1.15

2.56

2.60

3.54

区 部 計 589.92 8,295,525 20.540 3.48

八王 子 市

立 月1 市

武 蔵 野市

三 鷹 市

青 梅 市

府 中 市

昭 島 市

調 布 市

町 田 市

小 金 井市

小 平 市

日 野 市

東 村 山市

国 分 寺市

国 立 市

田 無 市

保 谷 市

福 生 市

狛 江 市

187.79

24.21

11.03

16.83

104.01

29.86

17.20

21.79

71.54

11.35

20.85

27.11

16.58

11.40

8.08

6.89

8.77

10.41

6.15

388,585

141,079

135,403

162,950

100,108

191,647

91,041

180,013

295,517

101,401

152,102

144,703

119,153

90,163

63,445

67,020

90,381

48,464

70,288

1.137

0.400

0.274

0.390

0.449

0.966

0.279

0.751

0.661

0.579

0.174

0.878

0.271

0.063

0.101

0.107

0.062

0.213

0.114

0.61

1.65

2.49

2.32

0.43

3.23

1.62

3.45

0.92

5.10

0.83

3.24

1.63

0.56

1.25

1.56

0.71

2.05

1.85
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行政機関
面   積

(A)  k`

人   口
(5額
1日)

公園面積

(B) k`

公園率

B/A%

昼間人口

(50年 )
人

昼間人口 1人

当り公園面積
耐/人

東 大和市

清 瀬 市

東久留米市

武蔵村山市

多 摩 市

稲 城 市

秋 りII 市

羽 村 町

瑞 穂 町

13.52

10.19

12.98

15.23

20.68

17.61

22.14

9.79

16.82

65,536

61,348

105,809

57,529

96,691

47,990

42,799

42,096

23,186

0.351

0.098

0.155

0.120

0.579

0.151

0.004

0.234

0.036

2.59

0.96

1.19

0.79

2.80

0.86

0.02

2.39

0.21

市 町 計 741.02 3,176,447 9.596 1.29

-13-



苗木配布等普及事業については,林野庁をはじめとして各自治体とも緑化の

普及に努力しており,昭和56年度予算額は表 -8の とおり4億 4千万円で,対

前年度比 14.4%の 増加となっている。

1.昭和56年度緑化関係予算

昭和56年度緑化関係予算についての各行政機関の概要は次のとおりである。

(1)公園緑地関係 (表-5)

イ 建設省 。環境庁 。宮内庁

構築費については,予算額21億 7千万円で対前年度比 23.1%の 減少 とな

り,維持費については,予算額25億円で前年度とほぼ同額となっている。

口 都及び公社

構築費については,予算額59億 6千万円で対前年度比 1.7%の 減少,維持

費については,予算額39億 8千万円で 11.9%の増加となっている。

ハ 23区

構築費については,予算額54億 1千万円で対前年度比 29.2%の 増加 とな

っている。 しかし, 9区では減少しており,と くに中央・台東・北区につい

ては40%以 上の減少を示している。維持費については,予算額35億 1千万円

で 12.8%の 増加となっている。

二 三多摩市・ 町

構築費については,予算額17億 8千万円で対前年度比 20.7%の 減少とな

っている。とくに三鷹・多摩市・羽村町については40%以 上の減少を示して

いる。維持費については,予算額 9億 8千万円で 31.5%の増加となってい

る。

このように,各行政機関毎の公園緑地関係予算の内容を見てみると,用地

取得の困難性 。工事規模及び個所数の変動,予算消化能力,財政事情等によ

り年度間の変動が激 しく,予算額の絶対値自体が小さいこともあって土木事

業予算に比べ不安定な状況にある。
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表-5 公園緑地関係(緑道を含む )予算
単位 |千 円

昭 和 55年 度 前年度対比%
整   備   費行 政 機 関

構 築 費 用 地 費 計

維 持 贅 合   計
構 築 費 用 地 費

計
■

56  年  度

持 費 合

費

設

野

境

内

計

建

林

環

宮

2,0,7“

】17,40

ム
`1`,C

117,す0

,,01,0'

2318.102 249.162

2′ 00.756

334,78

31.730

3,067.264

2050,785 2.050,85

2.168.131

32050

ao,,"`

334.963

32050

^241
一

ω

“

∝

南多摩開発本部

都
局
　
局
　
局

京
設

″
湾

″
宅

″

東
建

港
　
住

2913.344

■089,1∞

1242,736

573,70

5818,980

'0'7,%

7,1,1“

10350,738

lЮ 89,130 277076

:劇,7田

14p58,343

1,366.206

1.242.736

649877

17.317.162

1073.000

5,766.762

10,“

““

10価

```|

1,073.000

15330,208

3.551333

","
卸

“

お, 19814.597

′・ 1“

^0,

１０
　
２６

　

一　

８
　
Ｌ

東  京  都
住宅供 給 公 社

新都市建設公社
都 営 住 宅
サ ービス公社

66060

70446

56.060

70,446

,1,10

,0“

`
2,,お ,`

,`650

4口,,

'4爾

0

1∞ 7∞

7`燎0

4口,0

,4患Ю

l∞ ,∞

41660

190,00

^:ヽ
7

0`

央

代千
　
中
　
港

宿

京

東

田

東

出

新

文

台

墨

江

品

谷

黒
　
ロ

目
　
大
　
世

区

区

区

区

区

区

区

区

区

谷

野

並

島

　

川

橋

馬

立

渋

中

杉

豊

北

荒

板

練

足

葛  飾  区

江 戸 りll 区

計

270,971

42.380

345.959

128.128

249`06

113β09

73●55

■,1,32

145Ю64

337β 77

1832.500

1,2210

357.394

384.981

33.266

1067.600

1,800000

363094

655,52

92400

345Ю 59

2,880333

246.142

18.312.346

32046

19278

190076

47β93

68767

145014

56,388

242423

3.115.024

11lβ 78

1336′ 12

103503

414′ 26

2五346

1,42.776

57●57

3()69,882

662.772

1,330,842

694.652

742,894

11,487.370

田″

“

39075

237324

1.082293

418,995

126468

139436

285,579

624.153

337.206

`て

0.`81

31034

動 0%

414.113

2.686000

1.132.662

3.240050

2.484511

16.餃

“692()47

1.533o18

47.985

195.600

746.606

69.429

544.404

1,339,966

3,768293

338206

3.334.260

2.669Ю 28

473436

146β94

1.208.647

1,52.671

24β 16.275

31.387

18.504

239,109

93.065

403459

40620

8p85

123.510

171535

346,31

351.491

135.093

823.223

102.877

278.297

1.402.490

1308.197

378326

205,946

a),451

1377268

1.168273

2.989573

△836

1288

2275

翻
‐６７
枷
田
”̈
郷
榔
醜
］
Ｍ
‐２４
２‐３
‐９７
＆
３０７
ｍ
“
‐８５
６５
２‐‐
‐５９
ｍ
‐４２
い

八 王 子

立  サ|1  市

武 蔵 野 市

三  鷹  市

300β 58

1,,“ ,

“

2Ю

2,“Ю

,3,`0

16`髯 ,6

17.222

9()54

34670

,″ .,2,

17``∞

“`“

``,"

1,1(● 0

1ユ110

1`,お

`田 `

`:,37

硼
】
鮎
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青   梅

60.489

193●36

89.642

242.897

602● 34

283636

124992

312.386

231890

128Ю98

459079

755076



行 政 機 関

昭 和 55年 度

整   備   費
維 持 費 合  11+

構 築 費 用 地 費 計

昭 和 56年 度 前年度対比%

整   備   費
維 持 費 合  計

綺 集 費 用 地 費 計

府  ■  市
昭  島  市
コ  布  市
町  田  市

小 金 丼 市

4ヽ  平  市

日  野  市

東 村 山 市

回 分 寺 市

国  立  市

田  無  市

保  谷

福  生

市

市

市狛

東

清

大 和 市

瀬  市

東 久 留 米 市

武 蔵 村 山市

多  摩  市

稲  城  市

秋  り|1  市

羽  村  町

靖  亀  町

計

338400

1あ′∞

44.5901

~ |

7.3351

239701

61201

129,2771

3Ю00

31.440

551Q鴻

184.733

“

.400

2242.714

895ρ 80

31p37

541458

336631

85332

144Ю00

67.602

“

,"
2く,“

お,F"

539436

12=“0

“

撼【聟

∞lf18

`∞
,田

4“ .“ 1

"0,∞1,0`″

23,70

5420

259222

aooo

31`40

86.754

416,327

25.990

583.836

7.337.444

82626

3493

36477

4`53

17328‐

2,21

7.440

9.200

10,31

13.070

4.630

1,170

88332

454,080

627060

1“ 875

26β91

5847

107.998

5291

99,824

981275

5241

585006

8Ю 35,005

294.880

41059

44419

∞p∞

“

β∞

33β27

18.502

81,41

網
"0

163Ю

12Q890

41800

215,:レ 14

63,780

1,183β 70

72628

139β08

641.059

157821

1879,260

176.402

,1,脇 1

8,“瀾2

1.478.55)

731.149

700()01

157321

33327

1.894.372

163Ю

4133%

46400

Ю325.862

111.363

11,709

45059

51,63

14,70

11,820

16273

・ 846

30,160

223.017

3587

2.0∞

1,589913

229086

754541

33472

1,∞9.“ 1

1.054.892

569,150

∞p“

10,391

104う 06

46.960

636`13

9.877

11.308,22

^12,
△2241

1661

8341

^241

1522

^0,“

““

△152

1962

6,7412

436

瑯
３５２
２７７
如
・
嘲
臨
‐８‐
・
‐６０
師
蜘
師
５９９
¨
〕
“
畑
縣
〕
］
爛
７３５
瑯

２

△

　

４

２

△

１

　

２

△

１

１

合 計 1`船2駁る η″0,磁 0,2,¨ 2 ,`,2.5% ∞11●′
`7

1,■

“

0(2 37323.084 S3131.176
=ヽ
1,42 61,862.718 ∞ 13=

注 :(社 )東京都造園緑化業協会調

(2)道路関係 (表-6)

イ.都及び公社

新設費については,予算額 2億 3千万円で対前年度比 38.5%の 増加とな

っているが,都のみでは 2.9%の 伸びに止っている。維持費については,予

算額 14億 6千万円で対前年度比 7.8%の増加になっている。

口.23区

新設費については,予算額 5億 9千万円で対前年度比 27.4%の 増加とな

っているが,歩道新設改良工事規模の変動があるため,10区で減少 しており,

とくに渋谷・ 中野・ 板橋・練馬区では40%以上の減少を示している。維持

費については,予算額 6億 3千万円で 23.1%の増加となっている。
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ハ 三多摩市 0町

新設費については,予算額 6億 9千万円で,対前年度比 196.5%の 増加と

顕著な伸びをみせているが, これは府中市の伸びが大きいためで,逆に八王

子・三鷹・町田 。多摩市では40%以上の減少を示している。維持費について

は,予算額 1億 5千万円で 53.2%の増加となっている。

(3)学校等その他の公共施設  (表 -7)

イ 23区

新設費については,予算額 3億 9千万円で対前年度比 16.8%の 増加となっ

ているが,新宿・台東・北区では40%以 上の減少を示している。維持費につ

いては,予算額 2億 2千万円で 18.0%の増加であるが,港・北区では40%以

上の減少となっている。

ロ ニ多摩市・町

新設費については,予算額 2億 1千万円で対前年度比 6.3%の減少となっ

ている。維持費については,予算額 7千万円で 12.1%の増加であるが, 小

平市では40%以上の減少を示している。

単位 :千 円

520

5337

6.185

27.243

央

　

宿

京

東

田

東

代千

中

港

新

文

台

墨

江

餌
鵬

・８‐０
躙
〃
脚
仰
鰤

２

４２

２０

２６

２２

∞

３０

“

帥
酬
・
榔
‐７‐
螂
椰

“

２５

６７

４６

“

６２

６３

５４

町

¨

鮮

郷

瑠

仰

岬

帥

潤
２７５
脚
鰤

，６ｏ。
Ｗ
ｍ

・４４４

３９

５４

２４

３０

２１

３７

∞

“

・　
・３５０
岬
調
瑯
ハ
脳
仰

‐０

８

２５

‐５

７

９

２３

膨

硼

，
６４７

田

部

詢

仰

調

２

２

％

２６

４１

３６

３９

６５

５９

２９

‐８

‐４

２

２５

２８

６
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昭 和 55年 度 昭 和

“

年 度 前 年 度 対 比 %

新 設 費 維 持 贅
行 政 機 腱

新 設 費 維 持 費 新 設 贅 維 持 贅

建  設  局

南多摩開発本部

150.000 ,,48 `,

`%,1,S,"8

`,,766
21.1お

1●1,,“

17Qα0

17,α0 1460.013

6559

卸

　

一
　

郎

78

78

58300

58,800

“

β00

58800

黒都市屋設公理
撃―■オ公こ
il

表-6 道路関係 (街路樹等)予算



行 政 機 関
口

"“
年 度 昭 和 56年 度 前 年 度 対 比 %

新 設 費 維 持 費 維 持 費 計 新 設 費 維 持 費

中  野  区

豊  島  区

板  橋  IX

足  こ  IX

葛  飾  区

:1

31,純

た,∞

12,:`

∞口
"
∞,

4,,∞

祇0お

73.564

14p24

27976

33,739

186033

14653

15Ю 74

970,210

| 31.000

88詢

∞薔∞

nt“o

```1

`B“
,`6“

,,`2

`0,122

,22

出,議

21()75

58.240

586.957

8.648

30.580

11′0,

",,01

21,11

52,75

9Ю62

51.130

128.384

72323

,'4コ

^″
ヽ

1671

■0006

188

160.7

2,1

′ヽ 王 子 市

立  ,|1  市

武 蔵 野 市

三  鷹  市

青  梅  市

府  中  市

昭  島  市

調  布  市

町  国  市

小 金 丼 市

小  平  市

口  野  市

東 村 山 市

国 分 寺 市

国  立  市

田  無  市

保  谷  市

福  生  市

狛  江  市

東 大 和 市

清  瀬  市

東 久 留 米 市

武 蔵 村 山 市

多  摩  市

稲  壌  市

秋  ,|1  市

羽  村  町

瑞  穂  町

計

1,■2
16即

1`,関

`‐
``1●
1■ 1,,

3■70

135

4534

35,992

186!

11.539

10,∞

`,,,

|

227,

∞ ″

=000

`9)0
2,,1

`0∞

2“ ,,, 0"18

18.320

174(95

1861

16457

15034

2夕祀

l(00

500

1.080

,∞0

2,`,

3,0

,,,

&,1● 2

411,

■1`●

1明Ю

■●D

a12,

輌 ,∞

161`)0

1認 ,

2,(D

11御0

1無0

1,660

6323

10AЮ

,`∞

,2"

●1,2

4,8´

2,2,

,1,,t

l',73

3,88

駅 Ю

2αЮ

,3鯰

4000

``“

140`7`

10,550

2.005

26.255

2229

26694

3088

1lЮ 00

2.9∞

2Ю00

592

1200

40∞

2121

3548

△676

`′`

^お
0

1%“

86,0る 1,,■,14 2,1,■ 0, 1,∞お, υ S.7" 3.743029 11,

352

．

Ю

．

１２

・

５

ｍ

７

５

な

・

ｏ

２９

．

３５

・
　

・
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５３

３
　
　
　
　
　
　
△
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表-7 学校その他の公共施設関係予算

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

区

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

谷

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

川

央

　

宿

京

東

田

東

川

黒

口

　

谷

野

並

島

　

川

橋

馬

立

飾

代

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

田

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

戸

千

中

港

新

文

台

墨

江

品

目

大

世

渋

中

杉

壺

北

荒

板

練

足

薦

江

単位 :千円

△270

王 子

川

蔵 野

鷹

梅

中

島

布

金 井

平

野

村 山

分 寺

立

無

谷

生

江

12.879

2,996

■067

8.439

9,367

3,600

3.204

4.129

1.194

639

450

4.120

1,500

1,350

21,529

5000

9.159

550

2237

106039

9,367

54.500

970

3.204

8.192

3.829

6`39

853

3.5〔

“946

4.120

1500

3.585

7.751

2.455

1,040

15,467

12.590

4.521

1.882

4p52

1,50

1.716

1,024

500

4,759

1.500

1.350

311

15β43

5,000

6,135

1920

4.575

98467

5,700

20.590

41.671

1.882

23.694

5,200

1,716

1024

3.429

217

4759

1.500

1,350

3.552

△393

△181

△ 25

344

256

633

00

8,650

5,∞ 0

6.163

550

97,600

50000

970

4p63

2635

5,800

3134

946

計

八

立

武

三

青

府

昭

調

町

小

小

日

東

国

国

口

保

福

狛

東

清

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

市

7.592

5,000

3.680

1920

3535

83ω0

5,700

8.000

37.150

∠ゝ122

00

△40.3

249.1

2021

△1,0

19,642

3.250

3834

233

△ 65

^77.1

一　

　

・
９２

　

２‐

　

一

大 和 一　
２
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前 年 度 対 比 %昭  和  66  年B&s5rF&
持 費新 設 費計 新 設 費 維 持 費新 設 費 維 持 費

行 政 機 関

△583

△635

△333

326

1390

△

“

0

1144

△ 56

532

338

163

73

535

1314

247

111

△ 87

36

740

198

△ 38

“
　
８
　
１８

△264

△57β

35

74

903

1395

3.615

12.179

6304

15,056

9.247

27.400

10,784

5.998

12,220

7215

“
　
”
　
加

η

ω

“

5,645

8.055

47.221

15,436

14.412

5.404

219.597

17.598

22.179

14,304

46.498

23,065

56033

71.849

7.8“

17.4∞

59415

7,433

16β 17

47.221

32.595

41.960

30439

57.659

605,2)84

2′ 14

23.071

9.276

41β 92

7,35

14′24

32,704

10.321

51,606

35955

18653

56.538

30,015

14.534

24β 10

14.446

44457

18,193

44035

516.321

3.685

31.233

15038

13980

10,000

8.000

31.442

13.818

28633

61p65

1,900

5.240

52.200

1,788

8,562

17.159

41.960

16,027

52.255

385687

17.000

4655

００

”
¨

００

∞

４５

００

５０

３８

‐２
・
ｏ

２ｏ
，
６

２
・
ｏ

２‐

１

６
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330.183
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7,35

2,724

12.076

8321

30.006

10.410
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10.203
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7.733
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186,138
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14.233

4465
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行 政 機 関
8fu55+E q&56+&

前 年 度 対 比 %
新 設 贅 維 持 費 計 新 設 費 維 持 費 計 新 設 費 維 持 費

東 久 留 米 市

武 蔵 村 山 市

多  摩  市

稲  成  市

秋  '|1  市

羽  村  町

瑞  輸  町

計

2.000

36,000

450

228.266

4.469

,,8

594

62.028

2.588

36.000

594

370

4,O

290.294

984

27.000

700

450

213.990

3012

1.525

3.012

2.509

27,000

660

350

1.790

450

283.495

660

350

1()90

69.505

△255

00

△ 63

△326

1594

△ 54

121

合   計 558449 248,166 806.615 599.677 289.102 888,779

(4)苗木配布等普及事業  (表 -3)

イ 林野庁

予算額 850万円   で,対前年度比 6.3%の増加となっている。
口 23区

予算額 3億 5千万円   で,対前年度比 9.5%の 増加となっている。
ハ 三多摩市町

予算額 8千万円   で,対前年度比 42.1%の増加となっている。

表-8 苗木配布等普及事業 (樹木,草花,土等の配布 )

注 :(社 )東京都造国緑化業協会調

代 口 区

単位 :千円
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京
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台
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江
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23.500

1,750

5〔贅〕

13.165

6.368
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昭 和 55年 度 昭 和 56年 度
行 政 機 関

樹木・草花 そ の 他 計 樹木・ 草花 そ の 他 :|

年

比

前

対

野
　
計

林 2.500

2,500 5.500

8.000
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田



昭 和 56年 度昭 和 55年 度

計

度

％

年

比

前

対
計 樹木樹木・草花 そ 0

行 政 機 関
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注 :(社 )東京都造園緑化業協会調
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2.公園・緑地・緑道 0植樹帯の

面積及び街路樹本数 (表 -9)

調査対象とした行政機関の公園,緑地,緑道の各面積は表 -9の とおりであ
るが,皇居外苑・北の丸公園 。新宿御苑をはじめとして,都区市町立公園等の

面積は 2,931ヘ クタールとなっており,調査外の町村のものを加えた総面積は

表-9 公園.緑地.緑道.植樹帯の面積及び街路樹本数
.( &i05644 E I E4& )
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行 政 機 関 公 園 ″ 緑 適 z' 植樹帯ぽ 街路樹本数 薔 姜

境
　
内
　
計

環
　
宮

1.365,718

緑 地 m2

南多摩開発本部

京
設

″
湾

東
建
　
港 1.060,946

162.000 1,eo∞

1,,意Ю

1も 1,`|,

"∞
0

10ま,`

"4'1,

,2Ю

70(1`

1,0,お

21∞

112豪ヽ

東  京  都
e宅 供給公社

新都市建設公社

'電
●

“●
`,
お,,4,

鬱%
,′郷

“

7,6`

2,a2“



行 政 機 関 公 園 ぱ 緑 地 ■2 緑 道 ″ 植樹帯デ 街路樹本数 要
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計
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注 .(社 )東京都造園緑化業協会調

表 -3の とおり3,154ヘ クタールである。

このうち都心 3区については,表 -4の とおり昼間人口が他県市より流入す

るため増大し,昼間人口でとらえた場合 1人当り公園面積は,千代田区で1.81

平方メートル,中央区で 0.7平方メートル,港区で 1.08平方メートル,東京

都全体では 2.36平方メートルとなり,都民 1人当り 2.73平方メートルに比べ

べると低いものとなっている。

道路緑化については,植樹帯の設置 。街路樹の植栽等を行なっており,植樹

帯の面積は 113ヘ クタール,街路樹本数は23万本となっている。
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3.昭和 55年度′ 56年度に新設された公園並びに緑道

昭和55年度,56年度に新設された公園は表 -10の とおりであるc

表-10 昭和55年度 056年度に新設された公園

東京 都建設局

東京 都港湾局

東京都住宅局
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建 設  ■ 千円
槙栽費 b
b/a年度別 公 園 (緑 道 )名

面 積 (延長 )
総 額 a

行 政 機 関
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草山公固

希重丘公園

仮称次太夫堀公園

東玉川第 2児童遊園

砧 8丁目児童遊園

桜新町児童遊園外 3ケ所

くぬぎ公園

瀬田 3丁 目公園

北烏山 9丁 目公園

仮弥次太夫堀公園

用賀高架下児童遊園

用賀南児童遊園

大蔵 3丁 目公日外 3ケ 所

大蔵 1丁 目児童邁園外 2ケ 所

千駄ケ谷 4丁 目児童遊園地

幡ヶ谷第二公園

玉川上水旧水路緑道

文園西公園

囲町公園

丸山塚公園

菫六公園

沼袋公園

今川 3丁 目公園

馬橋北第二公口

高井戸正用公園

和泉 2丁 目公園

貯水槽含む

拡張 (プール設置 )

6ケ 年計画 55年 度分
(“～58)

19,980

24.700

18.8∞

47.000

26,610

14350

譲与ほか

貯水槽含む

寄 附

3年計画55.56年度分

6ケ年計画 66年 度分
(53～重,〉

議与ほか

渋  谷  区 6.999

71.685

4,860

5,750

14,000

16.400

17.060

19,220

11,262

11.070

25985

44,940

″
　
並杉
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区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区

田
　
″
　

″
　

″
　
″
　

″
　
東
　
″

屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江



豊  島  区

杉  並  区

荒  ′11  区

板  橋  区

1柳
窪公園

,大田黒公園

阿佐谷けやき公園

正保公園

南荻窪中央公園

松庵 3丁目公園

上り屋敷公園

池袋公園

池袋 4丁目児童遊園

千早町 2可
~目
児童公園

南長崎 3T日第 2児童公園

高口 2丁 目児童公園

駒込公園

音無もみじ緑地

堀船緑地

た野川 3丁 目児童遊園

1条仲原 2丁 目児童遊園

東日暮里 6丁 目西児童遊園

東尾久 5丁 目南児童遊園

大谷□上町児童遊園

加賀 2丁目公園

若木中央公園

若木東公園

若木西公園

若木東第一児童遊園

若木東第二児童繁園

若木東第二児童遊園

若本西第一児童遊園

若木西第二児童遊園

若木西第二児童遊園

，

“

６６

５６

“

５６

‐

，

，

５６

“

“

５６

‐

，

‐

“

　

　

　

　

　

“

“

“

　

　

　

　

５５

“

“

18.930

218,300

37.000

39860

12.110

54.790

17.880

12.300

16.200

7,350

67.100

58450

13.550

13,849

6,750

140001

48001

60.5001

17.6001

39.990 1

6,976

1.200

2.800

853

11076

lβ84

205
番3

４３
ｍ
］
瑯
７‐
爛
‐２６・
‐０２
‐‐‐
”
３３
ｍ
“
・
５０３
］
昭
加
“
団
９５
０５
・
６５
・

6.400

卸
９・５５９
瑯
‐・７‐‐剛
鰯
８‐‐７８
２２６０
‐・２５９
‐，８‐２
‐・０４８
２４９
椰
２３・７７９

７９３
８，９７２
翻
６８５
卿
泌
郷
醐
６９‐
９３０
５５５

1.00,

55.56年 度分

既設公園等の樹木移植

昭和55年 度分
(若木東第2(児 )含む

(若木西第二(児 )含む

赤塚植物園

加賀第二公園

天神下公園

若木原公園

大山金井町児童避回

桜川緑道

石神丼川グリーンロード

桜川緑道

蓮根川グリーンロード

出井川グリーンロード

石神井川グリーンロード

和国堀公園外 9ケ 所

田柄梅林公園

石神井台公園

北町なかよし公園

豊玉北児童遊園外 7ケ 所

ふれあい公園

貫井西公園

向下構公園

20,600

331

1.800

5β63

1270

386

130

6.612

2582

995

177

108

350

194

323

8.448

3407

2543

3.053

3,440(430rn)

2∞ (mm)|
3.150(∞ 9m)|

355(86m)|

1.730(270m)|

532(81m)|

49680

28β20

40,400

10000

28β 50

卿
６・２９８
酬
剛
‐，７２３
岬
螂
呻
四
８，２６６
卿

118

112

133

125

179

286

29

118

122

２９

２５

０４

５６

１４

０９

２７

田

７
・
４

４
・
６

２
・
５

１
，
４

２
，
９

“

１
・
２

尊

御
４９１
４４２

難
　
訓
　
　
　
　
　
　
　
馴

総 額 a 植栽費 b

建  設  費 千円
行 政 機 関 年度別 公園 (緑 道 )名 摘 要
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16000 2.940

1.846

″
　

″
　
馬
　
″
　

″
　

″

練

面 積 (延 長 )



練  馬  区

江 戸 チ11 区

足  立  区

葛  飾  区

八 王 子 市

/`●総 額 a 植栽費 b

建 設 贅  千円面 積 (延長 )
要摘行 政 機 関 年度別 公 園 (緑 道 )名

“

“

５５

５５

５５

５５

５６

５６

“

“

“

６６

　

５５

５５

５５

５５

５５

５６

“

“

６６

“

“

“

５６

５６

“

“

５６

５６

５６

すずしろ公園

びくに児童公口

なぎさ和楽公園

春江 3号公園

春江 4号公園

一之江 4丁 目公園

船堀スポーツ公園

鹿骨 4丁 目公園

春この森公園

西一之江 1丁 目公園

西瑞江 5丁 目公園

弥生公園

‐‐７
２２５
榊
７５７
７０７
９０
続
螂
８‐４
５２３
２９３
６２５
帥
４７５
２
ｍ

237

21.5

14`

7332

4β80

∞

００

１９

８６

４８

３６

８５

８３

０２

∞

９６

５５

９９

９１

５６

５０

●

８
，
３

３
，
０

２
，
７

η

２

３
，
５

８

”

１
・
５

１
・
４

郎

１
，
１

６

１
，
８

２
・
５

∞

”

∞

５０

∞

６３

１７

６８

６４

　

∞

６
，
７

５

η

５
，
１

６
，
８

即

¨

８
・
５

８

．

即

鰤

，０００
ｍ
ｍ

・２００
即
調

・６７７
餞

・６‐５

・７０６
９５‐
邸

・０‐８

・‐００

，９６７
調
邸
鰯

・０００

３３
　
５‐
　
３２
　
‐４
　
９
　
３６
　
６
　
３
　
３
　
２
　
５
　
　
　
３
　
３
　
５
　
２
　
１
　
‐
　
２５
　
加

，５２７

・０２３

，０２５

，４６９

，‐４０
９９２

，７４８
帥

・０２２
鰤
鯉

，４７４

鰤

，９６８

・５６５

，７７４
ｍ
調
減
‐‐３０

，‐０５巌

鰤
７５２

・‐６９
鰤

・‐４８
鮨―
‐８２
８３４
¨
硼

２

３

２

１

‐１

２

３

３

３

３

４

　

３

２

８

２

１

　

２９

８

19.200

30,513

19950

11,000

12.595

127.700

15,130

52.000

31.990

21,850

26,650

325Ю40

37.708

2p57

３２

８２

３１

３２

７９

４６

９２

１０

∞

１９

４
，
７

４
・
４

１
，
６

”

∞

呻

８
・
５

３
・
５

”

６
‐
２

‐５

２２

‐４

‐５

６

‐２

‐６

‐０

８

２３

六木北公園

島根公園

小台公園

五色堤公園

やっちゃば緑道

青丼南公園

前谷公園

勝田堀公園

柳田公園

鷲宿東公園

樫ノ木公園

中丼堀公園

野耕地公園

大島公園

押部公園

在家公園

名地公園

堤根公園

やっちゃば緑道

西亀有せせらぎ公園

奥戸中学校際緑道

宝町南緑道

宝町 1丁 目緑道

お花茶屋駅前緑道

小菅処理場西公園

上千葉南公園

東水元公園

上新記念公園

東金町 8丁 目緑道

白鳥 3丁 目緑道

青戸 4丁 目緑道

東堀切 3丁 目緑道外 3ケ 所

叶谷公園

下思方公園

緑町公園

緑町公園

3ケ年計画 55年度分

“

“

3ケ 年計画 56年度分

55.56年 度分

道路工事と同時施工(430m)

(60m)

113(110m)

14000

3.393

lo07

(265m)

‐４３
８３
‐４３
螂
‐８２

,7

135(150m)

8.978

(3978〕

頭
　
・

56 57年 度分

道路 I:事 と同時施I

4ケ年計画 55年度分
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11,000

56年度分



建  設  費 千円
行 政 機 関 年度別 公園 (緑 道 )名 面 積 (延長 )

総 額 a 植栽費 b 1/1

立  サ|1  市 多摩川緑地

多摩川緑地

関前南公園

境 1丁 目 1坪公園

グリーンパーク遊歩道

本宿東公園

千川上水遊歩道

下連雀しらかば公園

深大寺公園

牟礼ひばり野公園

青梅児童交通公園

武蔵台第 3公園

白糸台京都公園

三本木公園

西府緑地

分梅公園

南町公園

栄町北公園外 4ケ 所

西府町第 2公園

新田川分梅公園

南町.公園

栄町中央公回

天神町第 2公園

関の原公園

ニケ村緑地

押立町西公園外 1ケ所

多摩川緑地. くじら運動公園

多摩川緑地, くじら運動公園

国領 7丁目児童公園

砂川用水敷緑道

深大寺自然広場

多摩川市民広場

多摩川旧堤敬緑道

真清水公園外 12ケ 所

成瀬台北公園外 4ケ 所

つばき公園

桜町公園

二楽公園

公園11ケ所

公園 8ケ 所

大沼田公園

矢川遊園

下峰下遊園

富士見台東遊園

亀之院遊園

青柳台遊園

向台公園

4ケ 年計画 55年 度分

55～ 58  
“

年度分

帰属.管理

帰属

寄 附

寄附

武 蔵 野 市

小 金 井 市

小  平  市

日  野  市

東 村 山 市

国 分 寺 市

国  立  市

“

　

″̈

“
　
“

23,340

75,308

3.829

347

854

667

4419

1.608

9,900

1.600

1.000

3,137

4.521

4.555

2.259

6.144

1.592

2.122

3.599

1,096

1,988

2271

06.683〕

(250m)

31.729

4.062

(〔ЮOm)

8,416

44(Ю

2.966

900

2675

8001

2392

90.000

40.000

1,650

1,300

46.2∞

4400

5,250

15.029

55.410

21,350

169.946

10,000

11.200

25,100

20.650

8000

8,100

7.700

14,000

7,300

47.808

15,900

21000

34.315

37.680

5,450

2.400

12.010

6350

10.900

23.700

1.118

1lβ 20

225

8.973

2250

2,400

2.448

3.765

4864

198

160

218

20.5

195

28.7

123

117

“
　
“

市
　
　

　
　

市
　
市

鷹
　
″
　

″
　
梅
　
中

三
　
　

　
　

青

府 “

“

“

５５

５５

５５

５５

５６

“

“

５６

“

５６

“

５６

“

“

５５

“

６６

５６

５６

５５

５６

“

“

“

５５

“

．

５５

．

５５

５５

５６

“

“

５５

・６６４

・
瑯
仰
９０４
鰤
９５３

150

昭  島  市

調  布  市

Er  田  市

14,800

1.700

2.030

5.366

708

勧
　
０

０
　
“
”　
る

00

29■ ,

1.100 8夕

“

７８

５５

１２

９２

８‐

９２

‐
　
　
　
‐
　
”叩
　
　
　
一

田  無  市
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行 政 機 関 年度別 公園 (緑 道 )名
面 積 (延長 ) 建 設 費 千円

摘 要
総 額 a 植栽費 b b/a

田  無  市

保  谷  市

福  生  市

狛  江  市

東 大 和 市

清  瀬  市

東 久 留 米 市

武 蔵 村 山 市

多  摩  市

格  城  市

秋  ,|1  市

羽  村  町

瑞  穏  町

“

“

"

“

柳沢第 2児童建固

柳沢児童広場

芝久保 4丁 目第 1公園

泉町きつつき公園

天神児童遊園

藤の木児童違田

熊牛稲荷児童遊園

多摩川緑地福生かに坂公園

岩戸川緑地公園

岩戸川緑地公固

野川サイクリング道路

緑地公園

上仲原公園

松山自然遊園地

野壇広場

小山台遺跡公園

三本援史跡公園

後ケ谷戸運動広場

入り運動広場

向ノ岡公園

明神構公園

天工森公園

和国公園

新堀緑遺

大丸天神山下公園

清水公園

八雲公園

ひので児童公園

くすのき児童公口

けやき児童公園

きくら児童公園

加美緑地

緑道

緑地 6号

560

4203

122

524

418

13.282

(520m)

(770m)

2959

43.300

559

650

4.399

1089

2099

1.193

1,101

842

2.135

15855

∞3(277m)

175

1.600

1.663

299

1217

1533

7.342

11.041

2433

2.263

2.639

1.504

5.420

9.400

65,500

2ρ70

73.000

29`10

22p00

4600

6.500

5,700

5050

11,650

147910

39400

29.000

22.199

10.0∞

7440

6290

33,750

60,180

15,789

650

3660

5.160

142

4981

1.203

647

1093

2.133

32.902

9920

5.155

3895

1.329

766

2,905

7.“ 1

23β 15

3.526

”

０１

５

102

175

193

116

２２ ６

一

‐８ ５

‐０ ５

‐２ ８

２３ ０

‐８ ３

２２ ２
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177

175

轟

■̈
一
０
ル
¨̈
瀦

帰 属

譲 与

注 :(社)東京都遺園緑化業協会調

3.緑化関係組織  (表 -11)

第 9表でもわかるとおり,国・ 都 。区にはかなりの造園職が配置されている

が,市町においては未だ配置されていないところが多く,土木職が担当してい

る状態で,今後緑化事業推進のためには,是非とも公園課の設置,造園職の配

置及び増員が必要である。
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表-11 緑化関係組織

行 政

機 関

公 園 緑 地 関 係 道路 (街路構等 )関係 学校その他の公共施設関係 そ   の   他

摘  要
部 名 課 名

課内職員数

部 名 課 名
課内職員数

部 名 課  名
課内職員数

部 名 課 名
課内職員数

総 数
造園
職数

総 数
造
職 総数

造園
職数

総数
造 1劇
職数

建設省 局

　

地
設

市
　
　
東
建

都
　
　
関
方
局

螂曜　̈
螂勁

林野庁 指導部 造林課

業務課

陵
　
　
　
“

環境庁 本 庁
調

課

　
外
理
所
　
上
丸
室
　
御
理
所

画

　

　

居
管
務
　
　
の
　
　
宿
管
務

企

整

　
皇
苑
事
　
同
北
分
　
新
苑
事

勿
　
　
　
蛇

43

宮内庁 管理部 庭園課 a 13

東京都

建設局

公園緑

地  部

緑
務
園
事
他

公
地
所

計画課

公園建

設 課

11事課

公園課

1メ6 153

道路管

理 部

公園緑

地 部

建設事

務 所

保全課

計画課

補修課

29 13

港湾局
企画部

開発部

副画第

課

海上公

園 課
“

住宅局
工事部

施設整

備 課

南多摩
開発本
部

建設計

画 部

造
務
地
事
宅
成
所

管理部

建設計

画 課

緑地整

備 課

管
務
設
事
施
理
所

同

住宅供

給公社

新都市
建設公
社

建設部

区 画
整理部

設計課

工務課 53 同 左
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道路 (街路樹等 )関係 学校その他の公共施設関係 そ   の   他

課内職員数 課内職員数 課内職員数 課内職員数

総 数
園
数
造
職

摘  要
政
　
関

行
　
機 部 名 課 名

総数
造園
職数

部 名 課 名
総 数
造園
職数

部  名 課  名
総数
造園
職数

部 名 課 名

環境部 環境課
千代田

土木部
公園河

川 課
69 同 左

中央区 土木部 公日● ●

`

左 同
環 境
衛生部

管理課

左
教 育
委員会

厚生部

総務部 区民課

庶務課

管理課

社会体

育 課

お

田

蛇

“

環境部 経理課

環境課

“
　
　
　
“

建設部 土木課

土 木
事務所

216

新宿区 土本部 公園課 62 同 た
教育委

員 会
庶務課 環境部 環境課

文京区 土本部
公園緑

地 課
36 左 環境部 環境課 16

土木都

環境部

公園課

環境防

災 課

土本部 公園課 42 同 左 環境部
環境防

災 課台東区

墨田区 建設部
公園河

川 課
,6 同 左

教育委

員 会
庶務課

地域振

興 部
自治環

境 課

河川公

園 課
土木都 道路課 43

教育委

員 会
1'務 課 18 環境部

生活環

境 課

品川区 土本部
公園緑

地 課 10,
上本部 道路課 100 建築部

教育委

員 会

営繕課

学務課

”
　
　
　
ｍ

目黒区
公園緑

地 課
62 同 左

建築公

害 部

教育委

員 会

営繕課

学務課

勢
　
　
　
”

土木部
公園緑

地 課 62

大田区 土本部 公園課 土木部
土木第

一 課

上木第

二 課

土木第

二 課

教育委

員 会 学務
課

公害環

境 部
環境課 10

公園課 8, 18 同 左

施設部

教育委

員 会
施設課

施設計

画 課

喪
　
　
　
震

都市環

境 部
みどり
の 課 12

世田谷 都市環

境 部

港 区

江東区

総務部渋谷区 土本部 計画課

同 左
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|
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公 国 緑 地 関 係 道路 (街路樹等 )関係 学校その他の公共施設関係 そ   の   他

課内職員数 課内職員数 課内職員数 課内職員数
政
　
関

行
　
機 部  名 課  名

総 数
造I劇
職数

部 名 課  名
総 数
造園
職数

部  名 課 名
総数
造
職

部 名 課 名
総 数

造

職

摘  要

渋谷区 工事課 区民部

厚生部

建築公

害 部

教育委

員 会

管理課

保育課

公害課

学務課

２０

２

２６

７０

中野区 建設部
公園緑

地 課
25 同 左 建設部

教育委

員 会 施設課

公園緑

地 課
褒
　
　
　
”

建設部
公園緑

地 課 2, 10

杉並区 土本部 公園課 84 l` 土木部 工事課 38 環境部 環境課 25 左

豊島区 土木部 公園課 同 左 同 左 環境部 環境課 1`

」ヒ 区 建設部 河川公
園 課

26 同 左
教育委

員 会 庶務課 区民部 管理課

荒川区 土木部
公園緑

地 課 ,1 土木部 道路課 87
教育委

員 会 庶務
課 2` 土本部

公園緑

地 課

板橋区 土本部
公園緑

地 課 同 た 同 左 同 左

練馬区 土本部
公園緑

地 課
53 同 左 左 同 左

足立区 土木部 公園課 l∞ 12 土木部
工
務
　
　
工
務

部
事
　
　
部
事

東
事
所
　
西
事
所

的
　
　
　
田

施設部
営繕第

一 課

営繕第

二 課

留
　
　
　
釣

都市環

境 部
環境保

全 課

葛飾区 上本部 公園課 国 上本部 工事課 28 環境部 環境課

|

江 戸

"1 
区
環境部

緑化公

園 課
46 左

教育委
庶務課 32

建設部 公園課 34
都市計

画 部
都市計

画 課
学校教

育 部
施設課 16 公 園 課 担 当

立川市 環境部 環境課 建設部 土木課

武

野
建設部

拿肇  化

公園課
同 左 緑化公園課担当

i鷹 市
建設部

市民部
建設部

管理課

L事課

教育委

員 会
各施設
の管理
上管課

環境部

課
　
二墨

錮
一
（
コ

青,|〕 ||

開
部

Ｆ
蔀

市
　
活

郡
発

生
鷹

雷
市
肇
高民翁

市

　

設

都
発

建

計
課
管
浚

市
　
持

都
画
維
ｐ

山
　
説

学校教

育 部 総務課 振興部

公害課

農林課

`0

0 建設部
自然環

境 課
環境部建築課
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行 政

機 関

公 口 緑 地 関 係 道路 (街路樹等 )関係 学校その他の公共施設関係 そ   の   他

摘  要
部  名 課  名

課内職員数

部 名 課  名
課内職員数

部 名 課  名
課内職員数

部 名 課 名
課内職員数

総数
遣園
職数

総数
造園
職数

総数
造
職

総数
造
職

昭島市
都市整

備 部
公 園
緑地課

20
都市整 管理課

建設課

学校教

育 都
庶務課 ,`

調布市
都市整

備 部
公 園
緑地課

19

都市整

備 部

建設部

緑
課
計
課

課

国
　
市

　

木

公
地
都
画

十

教育委

員 会
施設課

営繕課

町田市 開発部
公 園
緑地課

35 左 た 左

金

市

小

丼
建設部 計画課 12 建設部 設計課 ,1

教育委

員 会
庶務課

小平市
都 市
計画部

公 園
緑地課

建設部 道路課
教育委

員 会
施設課

建築課

日野市
部

整
部

設

市

建

都
備

綜
課
計
課

国
　
市

公
政
都
画

建設部 管理課

設

　

員

建

教
委

□
課政

公
緑

庶務課

】
　
”

公園緑 ]定黒担当

村

市

東

山

生活環

境 部
緑 地
公害課
"

都 市
建設部

土木課 12
教育委

員 会
庶務課 1`

国

寺
建設部 管理課 左

教育委

員 会
庶務課 16 市民部

産 業
経済課

国立市 建設部 建設課 1,1 左

育
全
部

教
員
祉

口無市 建設部
課

計
課

設

市

施

都
画

左 施 設 : :担 当

保谷市 建設部
都市計

画 課
建設部

建設省

理 課 16 福祉部
老人福

祉 課 15 市民部
環 境
整備課

12

福生市 建設部 施設課 12 建設部 土木課 16 施 設 i :担 当 市民部 経済課

狛江市
都市計

画 部
計画課 13

建 設
水道部

贅躍濠
教 育
委員会

庶務課

大

市

東

和
建設部 施設課 同 左

教 育
委員会

庶務課

清瀬 市 建設部 管理課 建設部
都 市
計画課

教 育
委員会

庶務課

東久留

米 市
都 市
計画部

計画課
都 市
計画部

都 市
整備課

教 育
委員会

施設課 担課
―
‐

武蔵村

山 市
霧備昂
建設部

群画罪
管理課

|
管 理 課 担 当

|

教 育
委員会

施設課 22

多摩市 建設部
公 園
緑地課

建設部 管理課 10
教 育
委員会

庶務課 公園緑地課担当

稲城市 建設部 管理課 同 た
教 育
委員会

庶務課

秋川 市
建 設
産業部

市
課

課

発

設

都
開

建

，
　
“

同 左
教 育
委員会

庶務課

羽村町
公 園
緑地課 10 建設課 1も

教 育
委員会 67

瑞穂町
|

都 市
計画課

建設課 企画課

′L:休 b東 京都造日緑化業協会調
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III 東京の緑化の動向

1.行政の動向と課題

(1)国の緑化行政

わが国の政治,経済,文化の中心である首都東京は全国人口の一割強の人々

が梅め く巨大都市であり,特に都心部を含む23区は殆んど開発され尽し,成熟

した都市と云うよりもしろ爛熟し切った市街地により形成された超過密都市と

称 しても過言でない。僅かに残された周辺部の自然も都内外からの人口流入に

よる無秩序な開発で貴重な緑は急激に減少 しつつあり,都下における住民の生

活環境は,各種の都市型公害が複合 して悪化の一途を辿っている状況である。

この現状に鑑み東京都では快適で潤いのある東京,ふるさとと呼べる東京の実

現を指向して「マイタウン東京構想」を策定 し,そ の一環として「グリーン東

京大作戦」を展開したことは大いに期待されるところである。

この様な特異な都市構造をもつ東京における国の緑化行政は幾多の難問を抱

えていることも現実として直視 しなければならない。

昭和51年都市計画中央審議会が答申した「緑のマスタープラン」によれば ,

市街地の緑地は市街地面積の40%乃至50%が理想的となっているが,少 くとも

30%以上の緑地は必要と云われており,こ のためには都市公園施設は人口 1人

当り20平方メートルの面積を要することになる。

建設省では環境保全, レクリエーション,防災の見地から系統的な緑地の配

置を計画,こ れが実現のため,第一次,第二次都市公園整備 5ケ年計画を策定

し,整備 して来たが,その成果として,昭和46年度人口 1人当り僅か 2.0平方

メー トルであったものが,10年後の昭和55年度には 4.1平方メートルと倍増 し,

都市公園面積では計画前の45%に 当る 19,100ヘクタールを増設 したことになる。

現在第二次 5ケ年計画が推進されつつあるが, これによれば昭和60年度には 1
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人当り5.0平方メートルを目標にしている。これらの数値は種々の制約された

諸条件のもとで達成され,又達成 しようとするものであり,短い期間で飛躍的

伸長を見たことは,それなりに評価されるところであるが,欧米の 1人当り20

平方メートルと比較すればなお遥かに低い水準と云わなければならない。又こ

れらの数値は全国の平均値であり,過密都市東京では 1人当り2.73平方メート

ルと下回っている。

都市において大規模な公園,緑地の整備を計画する場合,先づ逢着する最大

のネックは用地確保の困難性である。特に東京においては行財政上の問題は勿

論のこと,物理的にも23区内にはこれを求むべくもなく,僅かに国立試験場 ,

研究所等国有施設の移転跡地等の利用に着目されるところであるが,こ れらと

て面積,規模,造成整備後の維持管理等を勘案すれば,都又は区,市,町等の

自治体に移管 して整備するのが本筋であろう。強いて大面積の用地を求めると

すれば,東京湾を埋め立てるか,三多摩地区の国有地に用地確保を期待する以

外に術はない。

前者については既に運輸省の補助事業として東京都が海上公園を整備中であ

り,後者は東京都内に残された唯一の自然,緑の宝庫として,開発造成よりむ

しろ自然を保全する見地から対応すべき地域であろう。

以上の如き東京の現状の中では,国の緑化行政として大規模な公園,緑地の

新規造成は至難と云わなければならず,都市公園の整備は自治体に対する補助

事業として実施し,各省庁としては,それぞれ所管する既存の公園緑地の維持

管理並びに都民の緑化思想の啓蒙普及活動の範囲に止まり,国の直轄事業とし

て実施しているのは,建設省が立川基地跡に造成中の国営昭和記念公園のみで

ある。

この公園は国が設置する全国10ケ所の国営公園の一つで,都市公園法第 2条

第 1項第 2号口の「国営公園」に該当し,東京都内で国が直轄する唯一の公園建設

事業である。

この公園は天皇陛下御在位五十年記念事業の一環として設置されるもので ,
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都心から西へ35キ ロメートルの立川市,昭島市の両氏にわたる武蔵野台地の旧

立川基地跡の内 180ヘクタールの地域で,国営公園の周辺部には広域防災基地,

公共機関民間事務所等の業務地,幹線道路等が計画されている。

「緑の回復と人間性の向上」をテーマとして,緑豊かな公共空間と文化的内

容を備えた公園で,規模,内容は国際的にも有数な公園となる。建設は昭和53

年度に着手し,昭和63年度完成を目標に整備中であり,一部は昭和58年度開園

の予定である。

国の緑化行政として東京都並びに区,市, 町等の自治体に対する国庫補助の一

例を挙げれば,建設省の都市公園事業費の補助率は用地費リイ,施設費り,こ′とな

っており,そ の補助額は整備する公園の種類,規模等の補助対象率により異なる

が,用地費を除く施設費では,昭和54年度約13億 ,55年度11億 ,56年度 7億と

逐年減少を示 している。これは都内における新設公園の減少傾向をあらわして

いるとも受取られるが,一方,近年防災対策上から防災緑地の確保のため,用地

取得重点主義に移行 しつつあることにも一因があり,何れにしても注目すべき

現象であろう。

都市公園に対する需要は,都市における生活環境の改善,各種公害の防止 ,

スポーッ, レクリエーション,文 化等逐次多様化 しつつあり,特に過密都市

である東京においては,地震,火災等災害時の都民の生命の安全を確保するた

め,避難地,避難路としての公園,緑地,緑道に求められる役割は誠に重要で

あり, これの整備は焦眉の急務で,国の防災対策についての総合的施策の一環

として,各自治体と緊密な連携のもとに,既成市街地の抜本的な再開発等の強

力な施策を,予算措置を含めて可及的速かに推進することが緊急の課題であろ

つ。
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表-12 東京都内の特殊公園

表-13 都内における省庁緑化予算の一例

名  称 所 管 面 積 開  園 備   考

皇 居東御苑 宮 内 庁 ピ
207,390

日召43-10-1 皇居附属庭園

皇 居 外 苑 環 境 庁 955.908 昭25-2-28 国民公園

北 の 丸公 園 193,297 昭44-4-1

千鳥ケ淵
戦 没者墓苑

16,063 昭35-4-20

新 宿 御 苑 583,061 昭24-5-22 国民公園

自然教育 園 文 部 省 198,644 昭24-11-3
国立科学博物館
附属自然教育園

小石川植物園 161,588 明 6-3 東京大学理学部
附属植物園

国 会 前 庭 衆 議 員 55,154 昭41-11-1 公用財産

明治神宮外苑 明 治 神 宮 273,336 大15-10-22

内苑 702,065 大 9-11-1

青梅鉄道公園 鉄道弘済会 5,100 昭37-10-19

省  庁 種   別 昭55年度 56年度 57年度 備 考

建 設 省 構 築 費 2,700,800 2,050,800 2,215,000 国営昭和記念公園

環 境 庁 維 持 費 217,400 217,600 225,600

宮 内 庁 維 持 費 31,800 32,100 32,100

林 野 庁 普及事業費 8,000 8,000 8,000

- 37 -



(2)都・区・市・町の緑化行政

東京都の緑化行政は,都市問題の一環である都市環境の改善,快適な生活環

境の確保のための施策として推進されてきた。そして,昭和55年 12月 ,過密都

市を解消して快適に暮せる,新 しい東京の街づくりとして「マイタウン東京構

想」を発表した。つづいて昭和56年 2月 には,「マイタウン東京構想の具体的

な実施計画である「マイタウン東京 '81-総合実施計画」が発表された。

この「マイタウン東京構想」のなかで,緑化施策として特筆すべきことは,

都市構造改善の一つとして,緑のネットヮークの確立が必要であり,都市環境
の向上を考えるならば,「みどり」を都市の骨格形成の重要な要素として位置
づけるべきであるとし,一 グリーン東京大作戦の展開 ― を提唱 しているこ

とである。「みどり」を都市の骨格形成の重要な要素とする考え方は,全 く斬

新な発想で,都市環境改善の面から高く評価に値するものである。

また東京都は,昭和56年 12月 ,「マイタウン東京構想」の提唱した課題に積

極的に応えるために,緑を都市構造の基盤として位置付け,自然の保護と回復

に関する多様な施設を,よ り総合的,効果的に展開する行政指針として「東京

都緑のマスタープラン」を策定 し発表 した。これは今後の東京の街づくりにあ

たって,良好な生活環境を形成 しようとするもので,今後の緑に関する都市計

画行政の指針となるものである。

なお,こ の「東京都緑のマスタープラン」は,各都市計画区域ごとに策定さ

れており,区 。市・町はこのマスタープランを緑の指針として,それぞれの実

勢にあった緑化行政を進めている。

イ マイタウン東京構想

東京都は,鈴木東京都知事の選挙公約である「マイタウン東京」を実現さ

せるべく,昭和54年 8月 ,マ イタウン構想懇談会を発足させ,具体的な検討

に入った。そして昭和55年 1月 ,懇談会の中にコミュニティ部会と,都市づ

くり部会の 2部会を設置し,都市づくり部会において,東京都全体の観点か

ら,都市の物的,施設的測面が検討され,昭和55年 10月 ,「都市づくり部会
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報告書」が提出された。そしてマイタウン構想懇談会で検討 した結果をとり

まとめて,昭和55年 12月 に都知事に報告された。

この「マイタウン東京構想」の目指すものは,災害に対 しては「安心して

暮らせるまち」であり,都民 1人ひとりが「いきいきと暮らせるまち」であ

り,そ して心から「ふるさとと呼べるまち」に東京をつくりあげていこうと

するもので,換言すれば安全,健康,快適で,かつ利便性のある街づくりを

目指しているものである。

東京都はこのマイタウン構想懇談会の提言をもとに,「マイタウン81-総

合実施計画」を策定し,昭和56年 1月 に発表 した。その中の,緑化に関係の

ある課題を抜率すると次のものが挙げられる。

<生きがいとゆとりのある都民生活の創造>

● スポーツ・ レクリエーション施設の整備促進

緑豊かな環境の中で,都民が互いに健康を増進 し,明 日への活動を養え

るように,ま た,都民の活発なコミュニティ活動を推進し相互の連帯と交

流を図れるよう,グ リーン東京大作戦と表裏一体をなしながら,東京湾内

の埋立地や都市公園, 自然公園などにスポーッ・ レクリエーション施設を

整備していく。特に,臨海部には,全国的な競技大会や国際的な行事の開

催もできる総合的施設の整備を図る。

一方,校庭,体育施設等,学校開放が一般化 しつつある小 。中学校の一

層の努力を期待するとともに,都立高校についても積極的に開放を進める。

さらに,老朽化の著 しい東京体育館等,都立体育施設の整備を促進するな

ど,施設の全都的な配置を考慮しながら,ス ポーッ。レクリエーションの

場を提供していく。

○ 臨海部の施設整備

海の自然と都民とのふれあいの場をつくり出す海上公園をはじめとし

て,葛西沖から羽田沖に至る埋立地に,なぎさや釣場,野球,テニス,ヨ
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ットなど各種のスポーッ・ レクリエーション施設の整備を進める。

当面,新夢の島 (15号地)に ヨット訓練センターを建設するほか,大

井ふ頭その 1地区には,テニスコートをはじめ各種のスポーッ施設を設

置し,国際競技もできる総合的なスポーツセンターとして整備していく。

o 都市公園における施設整備

都市公園に陸上競技場や野球場など各種の運動場の整備を進める。現

在,木場 (江東区),舎人 (足立区)の両公園を昭和記念公園として整

備しつつあるが,木場には野球場等の球技場,ま た舎人には,陸上競技

場のほか,野球,バスケット,バ レー,テ ニスなど各種の運動施設の設

置を図る。

このほか,光が丘 (練馬区)猿江 (江東区)の各公園にも運動施設を

整備するなど,地域スポーツ活動等の振興に資する。

さらに,武蔵野台地の野川系緑地群を連携した「武蔵野の森」 (「

都市環境の保全」の項参照)についても,公園整備の一環として,総合

運動場など各種の運動施設を配備 し,多摩地域のスポーツ・ レクリエー

ション・センターの一つとして,逐次,整備することを目指す。

○ サイクリング 0ロ ードと自然歩道の整備

都民が,交通事故の心配もなく安心 してサイクリングを楽 しめるよう

に,河川敷や水道用地等を利用 して,保谷狭山自然公園自転車道,江戸

川自転車道などの整備をするほか,荒川自転車道の整備を検討する。

<災害に強いまちづくり>

国,都,区市町村,都民,企業等それぞれの責務と協力の上にたって, 日

常の防災対策を積み上げ,大地震等の災害から東京を守るための災害に強い

まちづくりを目指す。このため,被害を最小限にとどめるための |~防災体制

の強化」と,居住環境を重視した「防災都市づくり」をあわせて着実に推進

する。
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● 防災都市づくり

居住環境の改善とあわせて,地域特性を生かした手法により,防災性向

上のための市街地再開発事業を推進するとともに避難道路,橋梁の確保 ,

オープンスペースの確保を図る。

● 防災市街地再開発

江東区防災拠点のうち,自髪東地区は,早期に避難場所となる公園およ

び主住棟等を完成して,地域の防災性の向上を図る。亀戸,大島,小松川

地区は,公社・公団等が参画できるよう事業計画の見直しを図りながら,

オープンスペースを十分確保 した住棟建設を進めて,地区の活性化を図る。

<都市環境の保全>

緑や水系等を保護 0回復するとともに美しく清潔な都市環境を確保 してい

くことは,都民が健康で快適な日々の生活を営む上で欠くことのできない条

件である。

このため,さ きに成立 した東京都環境影響評価条例に基づく環境アセスメ

ントを推進し,環境汚染や自然破壊等を未然に防止するとともに,「グリー

ン東京大作戦」と「クリーン東京大作戦」を総合的に展開することにより,

健康で快適な都市環境づくりを図る。

● グリーン東京大作戦の展開

緑は,良好な都市環境の形成,ス ポーッ・ レクリエーション,都市防災

等の多面的な機能を有するにとどまらず,都市の骨格形成や都市美観の創

出にとっても重要な要素となっている。この緑のネットヮークを整備・確

立するために,民間・区市町村等の協力を得て「グリーン東京大作戦」を

展開する。

臨海部,区部,市街化された多摩地区,多摩の丘陵地さらには山間部,

島しょ部など,それぞれの地域の特性に応じてきめ細かく緑の保護と回復

を図る。同時に公園等において都民のスポーツ。レクリエーション施設の
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整備を進め,緑豊かな環境のなかで都民が明日への活力を養い相互の交流

が促進されるように努める。

特に,多摩地区の武蔵野台地に広がる野川系緑地群において,武蔵野 ,

野川,浅間山公園や神代植物園,多摩霊園さらには旧関東村等の基地跡地,

東京天文台など一連の緑を結び,そのなかに文化・ スポーツ・ レクリエー

ション施設等を配する「武蔵野の森構想」の具体化を推進する。

○ 海上公園の整備

海の自然環境を回復 し,都民が海とふれあい,ま た,野外スポーツ・

レクリエーションを楽 しむ場として,緑地,人工なぎさや親水護岸等を

備えた海上公園を整備する。

表-14 海上公園の整備

事業内容(目標)
現況(55年度末)

56～58年度計画
年 度 別 計 画

56年 度 57年 度 58年 度

海上公園の整備
794 ha

造成済 108ha 公園造成
陸域  120ha
水域施設の整備

2.4ha

同 左
3.7ha

同 左
5.9ha

同 左

30

海浜

公園

公園造成
2.7

1.2 1.5

25

5

葛西人工な

ぎさ造成,
13号地親水
護岸整備な

ど

同 左 同 左 同 左

33
ふ頭公園の造成

2.6
05 05 1.6

45
緑道公園の造成

6.7
1.9 2.0 2.8

事 業 費 (百万円) 5,079 1,005 1,752 2,322
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○ 昭和記念公園など都市公園の整備

市街地における緑とスポーッ・ レクリエーションの拠点,および防災

機能を果たす施設として,都市公園を整備する。木場公園 (江東区),

舎人公園 (足立区)は ,昭和記念公園として重点的に整備する。さらに,

「武蔵野の森構想」を推進するため,野川,神代植物公園等の造成と用

地取得を行なう。

表-15 都市公園の整備

○ 自然公園の整備と緑地の保全

多摩の丘陵や山間部,島 しょ部においては,かけがえのない自然の緑

を保護 し,景観を保持するため,特に保全のため公有化を必要とする地

域の買収を進めるとともに,都民の野外レクリエーションの場を提供す

るため,自 然公園を整備する。

事業内容(目標)
現況(55年度末)

56～ 58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 57年度 58年度

都市公園の整備

開園面積

996 ha

公園の造成  94:L

木場,舎人,猿江,

水元,光が丘, 野
川,武蔵野,神代
植物公園など22か

所

公園用地の取得

42ha

木場,舎人,水元,

光が丘,善福寺川,

石神井,神代植物
公園など

19ha

13か所

9ha

36ha

16か所

10ha

39ha

20か所

23ha

事 業 費  (百万円) 53,699 16,076 17,767 19,856
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表-16 自然公園の整備

事業内容(目標)
現況(55年度末)

56～58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 57年度 58年度

自然公園の整備

園 地 整 備

歩 道 整 備

自然公園内保

護地の買収

46か所

137 km

30 ha

園地整備 3か所

高尾 ビジター・センター

(自然教室)

6.Okm

9.7ha

完 成

1.5km

5.7ha

3 0km

2.Oha

園地整備
3か所

1.5km

2.Oha

事 業 費  (百万円) 576 285 139 152

○ 保全緑地の公有化

市街化による緑の破壊を防止 し,残された良好な自然地を保護するた

め,特に保全のため公用化を必要とする地域の買収を進める。

表 -17 保全緑地の公有化

事業内容(目標)
現況(55年度末)

56～58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 58年度

保全緑地の公有化 322 ha 24 ha 8 ha 8 ha 8 ha

事 業 費  (百万円) 3,184 1,000 1,060 1,124

(備考) 近郊緑地等保全区域,自然公園および自然の保護と回復に関する条例
等のうち,特に保全のため公有化を必要とする地域を対象とする。

O 海と山のふるさと村の建設

自然に囲まれた都民の憩の場として,海と山の「ふるさと村」の建設

を進める。海の「ふるさと村」としては,伊豆大島に建設することとし,

野営場,探勝歩道などを整備する。なお,奥多摩町に建設の予定がある

山の「ふるさと村」については,水源地の汚染防止のための,汚水処理
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基本調査を実施 し,その結果を待って計画化を進める。

表-18 海の「ふるさと村」の建設

○ 清流の復活

小河川や水路に清流を復活させるとともに,公園内の池の浄化対策を

進めることによって,潤いのある環境づくりに努める。当面,歴史的遺

産である野火止用水に送水するための施設を整備する。

また,都立公園内の池の水をきれいにする対策を進める。

表 -19 清流等の復活

○ 緑道の整備

公園や緑地など緑の拠点を相互に結ぶとともに, レクリエーション利

用の効果を高めるため,緑道の整備を行なう。当面水路敷,上水道建設

事業内容 (目標)
現況 (55年度末)

56～ 58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 57年度 58年度

海の「ふるさと村」
の建設
(伊豆大島)

給排水施設,園
路整備

野営場,探勝歩
道等の整備

園路整備
探勝歩道

整備

野営場
整備

事 業 費  (百万円) 206 23 90 93

事業内容 (目標)
現況 (55年度

56～58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 57年度 58年度

野火止用水への送

水施設の整備
(58年度完成)

ポンプ所完成

導水管布設
12,100m

用地取得

測量・

設計

ポンプ所完成

導水管布設
工事
完 成

公園池の浄化対策
の推進

浜離宮恩賜庭園
ほか  17か所

上野公園等池の

しゅんせつなど
都立公園の池の

しゅんせつ

水の環境調査

同 左

左同

同 左

同 左

同 左

事 業 費  (百万円) 5,100 280 2,700 2,120
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路等を利用して,玉川上水緑道,狭山・境緑道の整備を進めるとともに,

玉川上水沿いの桜並木の回復を,地元市や住民と共同して推進する。

表-20 緑道の整備

O 道路の緑化

公園や緑地を結ぶとともに,買物や通行など都民の日常生活における

自然とのふれあいの場として,道路の緑化を進める。

表-21 道路の緑化

年 度 別 計 画

「グリーン東京大作戦の展開」において,最も困難であると考えられるの

は,すべての都市づくりの面で,共通の課題となっている用地の確保と財源

難であろう。特に区部における地価の高騰は,密集市街地の公園づくりの上

で,大きな障害となっている。

事業の推進を図るためには,財源対策を始めとし,土地の有効利用のため

事業内容 (目標)
現況(55年度末)

56～58年度計画
年 度 別 計 画

56年度 57年度 58年度

玉川上水緑道 18.7km

狭山。境緑道 102輸

7.8 km

8.9

4.5km

l.3

(57年度完成 )

1.O km

O.8

1.5 km

O.5
(完成 )

2.O km

事 業 費  (百万円) 406 164 112 130

事業内容 (目標) 56～58年度計画
56年度 57年度 58年度

道路の緑化

歩道植樹帯新設

緑 地 整 備

街 路 樹 植 栽

新 緑 施 設 整備

166千ご

71千ご

28,000本

1 0km

15千ご

3.9千 r

260本

184 km

4.7千ピ

1.3千ぽ

60本

54kin

5千ぽ

1.3千ポ

1∞本

6(km

5.3千ぽ

1.3千ぽ

100本

70b

事 業 費  (百万円) 581 170 193 218
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の規制と民間の協力を活用するとともに,地域の特性を生かした地域からの

発想を重視する必要があろう。

口 東京都緑のマスタープラン

建設省は昭和52年 4月 ,「緑のマスタープラン策定の推進について」とい

う都市局長通達を出した。これは緑のマスタープラン策定の手法を具体的に

定め,特に都市における緑の回復を図るために,緑とオープンスペースの総

合的な整備と保全を推進するものとしている。

東京都は昭和49年公園,緑地等の都市計画の指針となる「緑のネットワー

ク構想」を策定 して,緑に関する施策を計画的に推進 してきたが,建設省の

通達にしたがって,「緑のマスタープラン」作製に着手し,区・市・町 。村

のそれぞれの意見と特性を加味 した「東京都緑のマスタープラン」を策定 し

て,昭和56年 12月 に発表した。これは昭和57年を目標とし,東京の全都市計

画 (ただし島しょを除く)を対象として策定する緑の整備保全に関する総合

的な計画であり,緑に関する諸施設を誘導する指針となる行政計画で,都市

計画区域ごとに決定するものであるとしている。

各論的な計画は,各都市計画区域 (東京都市計画 -23区 と,多摩地区20都

市計画区域)ごとにまとめられている。このうち,「東京都市計画緑のマス

タープラン (23区 )」 によると,緑地の確保目標水準として約 10,700ヘ クタ

ール (18%),都市公園等の施設として計画すべき緑地の目標水準を,昭和

65年度 9.0こ/人,昭和75年度 11.9ぽ /人としている。現在までの区部の都

市計画公園,緑地の計画量は,住民 1人当り6.6平方メートルであるが, こ

れは実際には,都市公園として整備可能な部分は 4.1平方メートルに過ぎず ,

他は公有水面等の存在緑地で,計画量ですら都市公園法の住民 1人当り6.0

平方メートルの水準にも達 しない状況である。

こうした東京都の緑化事情をみると,「グリーン東京大作戦」の強力な推

進が必要であり,「東京都緑のマスタープラン」が,今後の緑化の指針とし

て,有名無実にならないようにしなければならない。
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(東京都市計画緑のマスタープランの詳細は,巻末資料編に収録 )

ハ 緑化関係条例

東京都においては,昭和48年 4月「東京における自然の保護と回復に関す

る条例」並びに同施行規則を制定 し施行している。この条例は,自然の保護

と回復のための施策を定めるとともに,そ の実施にあたっては,都民の協力

にもとづいて,東京を,都民が快適に生活することが出来る都市にするため,

自然の破壊を防止 し,同時に自然環境を回復することを目的として制定され

たものである。

また これにならって,各区・市 0町・村においても,それぞれの地域の特

性を生かして,地域の環境を保護 し育成するための緑化関係条例が制定され

ている。

市部においては,保護樹木,保護樹林が全区的に考えられ,区内における

既存樹木,既存樹林の保護を重点に,緑化協定,緑化基準,モデル地区の指

定等,積極的な緑化推進の内容の条例が制定されている。条例を制定してい

る区が11区で,その他「都市の美観風致を維持する為の樹木の保存に関する法

律」を適用 している区が 4区 ,要綱等により樹木の保護を行なっている区が

6区である。

また市部においては,区部同様 ,そ の条例の中に,保護樹木,保護樹林が

多く取り入れられている。これも,人口の集中による都市構造の変化から,

市部における居住圏の拡大によって乱開発が行なわれ,その結果として既存

の樹木,樹林の保護に重点がおかれており,さ らに,生活環境の保全,開発

行為の規制等が条例の内容となっている。

町村部においては,ま だまだ自然環境が維持されていることもあって,条

例制定の町村の数は僅かに 1町 4村である。その内容については,自然環境

の保全を重点項目としており,開発行為に伴う植樹義務及び自然環境の保全

等の施策を実施 している。
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表-23 緑化関係条例を補完する要網等 (区・市・町・村関係)

行 政 名 名 称 施行年月日 摘    要

千 代 田 区

中 央 区

港    区
港区生垣造成助成要綱

港区事業所緑化助成要綱

49. 6.28

53. 4. 1

新 宿 区 地域緑化助成事務取扱要綱 51.4.1

文 京 区 文京区生垣造成補助金交付要綱

台 東 区 台東区みどりの保護と育成に関する要綱 51. 8. 1

墨  田 区
墨田区の緑化の推進に関する要綱

緑の救急隊設置要綱

48  4. 1

50. 4. 1

江 東 区

品 ナ11 区
品川区樹林の保存に関する要綱

中高層集合住宅等の建設に関する開発環境指導要綱
54  8  1

目 黒 区
目黒区生垣造成助成要綱

目黒区樹林保存要綱

54. 4.  1

大 田 区

世 田 谷 区

渋 谷 区

中 野 区

杉 並 区 開発行為及び大規模造成に関する緑化指導取扱要綱 51. 4 1

豊 島 区
豊島区緑の銀行実施要綱

誕生記念植樹実施要綱

48  4  1

48  4  1

北    区 北区緑化事業推進要綱 47  9 12

荒  川1 区

板 橋 区

練 馬 区

みどりの保存要綱

板橋区緑化推進プロジエクト運営要綱

53. 4.  1

54. 7. 1

練馬区保護樹木,樹林補助金交付要綱

練馬区生垣造成補助金交付要綱

53  2  1

54  8  1

足  立  区

足立区結婚記念植樹事業実施要綱

足立区誕生記念植樹事業実施要綱

足立区新築植樹奨励用苗木配布実施要綱

49. 4  1

52. 4. 1

53. 5  1

葛 飾 区 葛飾区開発行為
及び大規模造成等による住宅建設に

関する緑化指導取扱要綱
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54. 4  1

52. 6. 1



八 王 子 市 宅地開発に伴う指導要綱 47. 4  1

立 チ|1 市

武 蔵 野 市 武蔵野市宅地開発に伴う指導要綱 46 10. 1

鷹  市

青 梅 市 青梅市宅地開発等指導要綱 50. 4. 1

府  中 市
府中市みどりの保護および育成に関する奨励金交付
要綱

府中市準公共広場緑化推進要綱

府中市みどりの銀行実施要綱

48  4  1

50. 4. 1

53. 4. 1

昭 島 市
宅地開発指導要綱

昭島市保存樹林等の指定に関する要綱

49  4  1

49  4  1

調 布 市

調布市緑の保全に関する補助金交付要綱

調布市緑と花の運動事業補助金交付要綱

調布市工場緑化の推進に関する要綱

48  5.31

50  1.30

49  9.27

町 田 市 市民の森設置要綱 47 11  9

小金 井 市 宅地開発等指導要綱 47  6  1

小 平 市 小平市宅地開発等指導要綱 47  4  1

日 野 市 日野市みどりの保護育成に関する要綱 47. 7. 1

東 村 山 市
東村山市樹林,樹木等管理費補助金交付要綱

東村山市宅地開発指導要網

49  4 15

48 12_

国 分 寺 市 国分寺市緑化推進地区実施要綱

田 無 市

田無市宅地開発に関する指導要綱

田無市生産緑地および山林保全要綱

田無市樹木,樹林補助金交付要綱

田無市事業所緑化推進要綱

47  4.

48  4

49  4.

49. 4

保  谷  市 保谷市宅地開発等に関する指導要綱 48. 5  1

福  生  市

狛 江 市 狛江市宅地開発指導要綱 46 11 15

東 大 和 市

東大和市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱

東大和市緑化基準

東大和市宅地開発指導要綱

50. 9. 1

51  6.  1

51  6.  1

行 政 名 名 称 施行年月日 備    考
江 戸 川 区 緑化推進要綱 48.10.  1
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行 政  名 称 施行年月日 備    考

清 瀬 市
清瀬市みどりの保護と育成に関する要綱

清瀬市宅地開発等に関する指導要綱

53. 7  1

49  4  1

東久留米市
東久留米市宅地開発等に関する指導要綱

東久留米市のみどりに関する補助金交付要綱

48  2 15

48. 1. 1

武蔵村山市 武蔵村山市宅地開発等指導要綱 49  4  1

多 摩 1市 多摩市宅地等開発等指導要綱 50. 4  1

稲 城 市 稲城市
における自然環境の保護と緑の回復に関する

補助金交付要綱
49  4. 1

秋 川1 市

羽 村 町 羽村町宅地開発等指導 要綱 48  8.  1

瑞 穂 町

日 の 出 町

五 日市町

奥 多摩町

桧 原 村

大 島 町 宅地開発等に関する指導要綱 52.  1  1

利 島 村

新 島本 村

神 津 島 村

三 宅 村 三宅村土地開発指導要綱 48  4  1

御 蔵 島 村

八   丈   田I

青 ケ島村

小笠 原 村

注 :東京都環境保全局自然保護部「自然の保護と回復に関連する区市町村事業調
べ」による。

また,これらの自然の保護と回復に関する施策を推進するにあたり,各行

政機関において,表 -24に示すような,緑化に関する実態調査を行なって
い

る。

- 55 -



約

ζ

細

聴

辮
Ｒ
≪
コ
軽ヽ

．辮
緊
緊

．棒
像
邸
ヽ
Ｋ
準

．傘
凶
廻
撻
に
最

絆
緊
軽

．卿
＝

．Ц
奏
鯉
Ｋ
尊

．華
設
お

．‘
尊

．Ｋ
尊

細
駆
騨
Ⅸ
撻
磋
聖
Ｎ
哺
や
「映
　
華

．本
奪

Ｋ^
華

細
朧
口
Ｊ

．ヽ

ボ
コ
軽ヽ
諮
螺
氷
ぐ

燃́
曇
製
Ｋ
尊

．奪
襲
辮
郡
緊

華ヽ
譜
ｔ

．‘
華

．Ｋ
奪

畑
需
奪
撻
Ю
「
υ
一回
貯
劇
爆

、畑
駆
圏
墨
撃
Ｋ
〓

．撫
需
事
譴
Ｓ

．薫
導

．Ｋ
華

絆
Ｒ
く
コ
〉喚
匈
嘲
暉

．堅
麻
ｅ
К
Ｉ
て
К
ヽ
ト
ー
長

＾ヽ

縣
Ｏ
Ｋ
尊

瑯
腱
０
当
ｏ
一賦
貯
剖
爆
―
卜
像
暉
く
憔

．畑
需
準
譴
傷

．畑
需
燃
踏
鯉
Ｋ
墓

．Ｋ
華

揮
駆
騒
駅
Ｏ
緊

踪
撃
ｅ

□
編
ｂ
燃
ヽ
像
Ｏ
）
■
０
〇
一匈
轟
堰
椰
Ｏ
澪
疇
Ｊ

．畑
吐
ｅ
ｓ
短
ぐ

．輩
悧
Ｏ
＝
回

ぐ
蜜
趣
掏
神
朧
Ｏ
や
Ｋ
率
掏
製
緊

．ヽ

麻
〇
一
匈
ぬ

．螺
ボ
ｅ
К
Ｉ
‘
К
ヽ
ヽ
―
長

や
Ｏ
準
駿
趣

．国
製
梱
駅

．□
ぐ
「
凶

．製
嚢
賦
い
創
壕

綱

駆

．製
蝉
悟
鈴

．畑
駆
Ｋ
葬

畑
駆
黙
邸
Ｏ

ｓ
匈
ぬ
凶
０

田
コ

畑
朧
К
Ｉ
て
К
ヽ
ヽ
―
朱

．畑
麗
襲
駅
Ｏ
薫
率

Ｋ́
奪

事
籠
こ

．即
Ｊ

．‘
奪

．Ｋ
華

．К
Ｉ
‘
К
ヽ
ヽ
１
長

・総
翠
Ｏ
ヽ
ボ
Ｏ
ｓ
匈
で

尽
挙
“
軽ヽ
認
製
素
０

．や
ま
郎
ヽ
せ

　

．像
喘
壇
起
に
輸

．興
期

．基
導

．Ｋ
華

樫
慶
翠
Ｋ
準

．導
歯
３

．本
華

．Ｋ
華

楓
慶
輩
Ｋ
導

．岬
Ｊ

．奪
籠
に

．さ
尊

Ｋ^
導

吹
廿
怪
せ

【　
　
．〇
い

∞
　
．い
∞

゛
】
．卜
や

い
　
．い
い

∞
　
．〇
い

∞
　
．〇
゛

∞
　
．〇
い
ぶ
崎

∞
　
．）
∽

一
　

．〇
∞

∞
　
．゙
Ю

Ｎ
　
．゙
∽

¨
　
．∞
め

〇
「　
．∞
）

鋪

枷

巾

騨

榊
却
騨
●
駆
鞭
Ⅸ
ｅ
緊
凶
田
ゼ
キ

畑
朧
鞭
訳
Ｏ

ｏ
匈

゛
凶
壇

却
騨
畑
需
姫
Ⅸ

鰤
却
騨
細
需
螢
駅
留
軽
凶
悩
メ

枷
却
騨
増
Ｒ
Ｏ
緊
凶
桜
個

枷
部
騨
細
需
堅
磨
Ｏ
緊
凶
田
田

抑
却
筆
畑
需
地
К
終
導

畑
需
地
メ
Ｏ
緊

枷
却
軍
国
需
細
需
Ｏ
К
Ｉ
‘
К
ヽ
ヽ
ｌ
ｋ
側
緊

枷
却
騨
判
需
留
輔
コ
）
緊
凶
田
Ｋ

榊
却
騨
細
需
嘔
邸

Ｏ

ｓ
匈
ぐ
凶
０

田
コ

枷
翡
騨
畑
寵
螢
Ｒ
Ｏ
ｋ
導

枷
却
警
撫
需
馳
Ｎ
Ｏ
ｓ
知
ぐ
凶
獣
Ｉ

鞭
細
緊
く
爛
一
緊ヽ

畑
需
超
爛
Ｏ
Ｓ
収
Ｏ
回
龍
く
瀾
コ
）
嵯
凶
硼
剛

畑
需
地

Ｒ
Ｏ
緊
凶

ミ
収

押
駆
輝
き
¨
ヽ

凶

田

ゼ

十

凶
　
ま
　
〓

凶

　

　

　

壇

凶
　
仲
　
窯

凶
　
侵
　
メ

凶
　
桜
　
輌

凶
　
嵌
　
日

凶
　
〓
　ヽ
唱

凶
　
畔

　

血

凶
　
田
　
Ｋ

凶

神

田

劇

凶
　
紳

　
迷

凶
　
断
　
〓

区
　
↓
　
翠

凶
　
鵬
　
硼

凶
　
　
　
一
「

凶

　

〓
　ヽ

堰

凶
　
田
　
辮

制
冊
Ю
卜
田

‐Ｊ
一翠
唾
　
寸
Ｎ
Ｉ
器

- 56 -



榊
需
砕
経
軽
Ｏ
郷
畑
据
』
Ｈ
く
０
「
υ
一賦
叶
キ
爆

≦
騒
咄

．基
゛

、回
ｕ

．墓

誨
題

．諮
週
氷
ぐ

．本
事

、Ｋ
華

導^
騰
Ｒ
腱
＝
褻

．播
索
邸
騒
翻
軽

．像
凶
埋
撻
Ｅ
輪

Ⅸ
陣
騒
噸

Ｓ
）黒
■
塑
翌
嵯

．棒
像
事
緯
吐

播́
傘
本
華
せ
吐

や́
ぶ
雲
緊
苗

畑
需
ヽ
邸

暖
「一時
製
引

判
朧
Ｏ
岬
ｕ
趙
吐

．導
セ
吐

畑
需
堅
≦
園
細
ｅ
堆
華

．Ｋ
墓
性
漱

畑
需
籠
洒
ば
に
縮
ヽ
女
ｏ
一郎
慶

．期

　

肛́
雲

＾゙

雲

．堅
収

畑
需
ヽ
ぶ
＝
伴
留
椰
鮮

〇
】
．∞
∽

゛
　
．い
い

い
い
∝
峻

∞
　
．゙
∽
Ю
∞
∽
∽

Φ
０

一
　
．∞
い

い
　
．∞
゛

〇
】
．〇
゛

斌
叶
劇
爆
―
い
ま
郷
畑
に
滞
Ｈ
く

畑
需
徴
Ⅸ
Ｏ
●
匈
ぬ

榊
巾
寧
畑
需
瑯
簑
Ｏ
緊
に
断
騒
電

枷
却
騨
地
Ⅸ
Ｏ
緊

堅
邸

旺
一一時
製
「
モ
建
撫

麟
ｍ
幅堅
ぶ
畑
需
馨
“
捜
理

榊
細
駆
帥
緊
Ю
弓
０
一抑
ぐ
Ｏ
糞
尊

榊
細
需
黙
ぶ
旺
つに
製
「
燃
基
準
に
播
需

枷
却
騨
紅
需
螂
簑
モ

田
曇

枷
却
騨
К
卜
ヽ
ゃ
Ｓ
匈
ぐ
Ｅ
状
０
そ

に

』

Ｆ

く

儡

　
〓
　ヽ
樹

に

断

樋

ゼ

Ｅ
　
選
　
―――

に
　
増
　
胆

撻
　
■
　
撻

に
　
硼
　
雪

Ｅ
　
暢
　
需

モ
　

田
　
蟹

倍

珠

翻

で́

判
膠
恒
輌
Ｏ
榊
撫
応

．畑
需
当
Ⅸ
ｅ
量
華

＝
　
匝

撫
駆
徴
Ⅸ
Ｏ
Ｋ
華

．コ
緊

や
Ⅸ
ｅ
■
叫
即
理

．曇
＝
Ｏ
糞
尊

帥
響
Ⅸ
ｅ
椰
軽

．藤
麻
Ｏ
眠
「ｋ
雲
■

．螢
Ⅸ
Ｏ
薫
華

計
播
像
邸
緊
Ｏ
雲
糾
ｂ
燃
Ｋ
事

．増
輩
に
輪

―
‐
事
襲
ｅ
楓
叶
劇
爆

＝
細
駆
繁
＝

赳^
騒
型
Ｋ
事

．畑
需
雄
華

．Ｋ
華

‐―

畑
需
要
邸

馳
Ⅸ
Ｏ
Ｋ
華

∞
　
．い
い

０
　
．い
い

∞
　
．Ｏ
∽

ｍ
　
．∞
∞

】
】
．∞
い

∞
　
．い
い

〇
　
．∞
゛

枷
却
筆
畑
需
螢
К
Ｃ
‘
尊
凶
雲
緊

（
目
）畑
需
螢
Ⅸ
Ｏ
≪
導

・
製
嵯
凶
蝶
騒

畑
需
樋
Ⅸ
Ｏ
終
華

・
製
嵯
凶
蝶
騒

枷
巾
騨
畑
需
雲
盤
κ
口
Ю
Ｏ
楔
０
一薫
導
Ｏ
呟
緊

柳
却
聯
畑
需
地
Ｒ
ｅ
緊
凶
鴫
緊

榊
却
騨
畑
需
響
瑚
Ю
ヽ
日
υ
一回
市
コ
軽ヽ
凶
樹
暇

枷
却
騨
畑
鰹
螢

Ⅸ
雄
導

凶
　
燿
　
螂

凶
　
呟
　
緊

凶
　
日
　
製

凶
　
湿
　
猥

凶

〓

眠

劇

- 57 -



檬

Ｃ

細

朧

慶
ぶ

眠
一工
留
「

畑
需
Ｓ
響

畑
幅
Ｊ
理

国
　
　
Ｊ

ヽ
導

Ｋヽ
尊

（細
駆
堅
郷
ヾ
ｅ
Ｏ
緊

〉
や
瑚
ｏ
一楓
叶
―
ヽ
ミ
く
Ｋ
劇
塔
）

螢
Ⅸ
Ｏ
尊
緊
帥
０
価

．騒
Ⅸ
Ｏ
留
堆
韓

．製
黒
Ｏ
製
鉢
興

熙^
燃
Ｏ
製
ヽ
緊

図
緊
軽

．斌
い
劇
優

．К
Ｉ
‘
К
ヽ
ト
ー
長

．撻
慶
撃

．Ｋ
Ｋ

．雄
導

．Ｋ
華

細

需

要

期

ζ
モ

（０
　
　
畑

需
‘

豪

咄

ζ
に

（∪
　
　

畑

需

‘

準

ζ
儡

○

畑
駆
樫
騒
製
子

尊

．畑
需
К
Ｉ
‘
К
ヽ
ト
ー
ヽ

．細
幅
‘
事

Ｋ^
導

．嶽
叶
細
壕

●
用
地
Ｒ
Ｋ
尊

や
屋
ヽ
国
仙

．岬
導

．嘔
艘
Ｏ
卿
響

＝
ヽ
挙
刊
枷

．轟
Ｋ

．岬
事

．拘
●
ｅ
糞
尊

．拘
“
Ｋ
Ｏ
Ｋ
導

本
案

．Ｋ
華

雲
■

．基
幕

．Ｋ
事

細
駆
中
Ｏ
鵬
断

．，
断

．案
撻
ｅ
賦
貯
馴
逼

．導
籠
廊

．糞
華

．樫
簑
製
Ｋ
黎

．Ｋ
導

熙
購
優
せ

Φ
　
．゙
い

「　

＾
¨

∞
　
‐
『∽

¨
「
．〇
゛

∞
　
．∞
ゞ

Ｏ
　
．い
い

∞
　
．゙
Ю

Ｏ
　
．∞
゛

∞
　
．∞
゛

』
　
．卜
）

【
「

９

¨
　
．や
い

観

枷

却

筆

図
堅
暇
眠
「時
製
「
モ
丼
‘

ヽ
、
ヽ
■
ヽ
ヽ
尽
響
ｅ
断
回

せ
響
Ｏ
断
□

価
却
緊
細
需
地
К
螂
ぜ
讐
∃
々
掻

獅
抑
軍
畑
需
Ｋ
導
モ
一「
〓
К

榊
車
騨
畑
需
当
駅
Ｃ
軽
モ
や
ぐ
国

畑
駆
製
響
拇
螺
契
⊃
型
駆
ｏ
一駆
回
榔
婦
雌
Ｏ
κ
皿

枷
□
瑯
鴎

伽
却
騨
畑
需
‘
奪
槽
ぐ
毯

枷
却
騨
畑
需
徴
Ｘ
モ
劇
選

獅
却
騨
細
需
螢
Ⅸ
卿
ｄ
Ｅ
※
印
≪
照

抑
榊
警
畑
需
当
Ⅸ
製
緊
Ｌ
※
融
≪
桜

獅
却
騨
判
需
瀾
Ж
製
緊
儡
避
鳥

抑
榊
騨
徴
駆
Ｏ
緊

鯉
口
率
督
』
一

掲
　
丼
　
′で

に
　
由

　

□

モ

∃

〓

熙

に

十

像

回

●
ヽ
　

●

　

□

に
　
ま

　
田

一
」

や
　
吐

に
　
則
　
岬

に
　
局
　
口
や

に

足

Ｋ

嵌

に
　
選
　
撻

Ｌ
※
榊
≪
眠

に
∃
〓
輝
祗

に
　
姓

　
熟

に
　
野

　
燿

に

　
〓
　ヽ
さ

０
「

「
て
需
駅
肺
卒
ど
に
凶
Ю
ヽ
型
区
υ
一９
回
掏
椰
雌
ｅ
策
硼
」
輸
椰
吐
梃
皿
嘔
畑
雌
瑯
購
鴫
長
嵌

一
週

- 58 -



二 緑化協定

都市における市街化の急激な進展にともなって,都市区域内の既存樹林他 ,

農耕地等の緑被地は減少をたどり,生活環境の悪化とともに,近年都民の緑

に対する意識は高まってきている。このような傾向は,昭和30年代後半から,

東京をはじめとして大阪,名古屋等わが国大都市区域にみられるようになり,

昭和40年代にいたって全国的に波及した。

東京都においても,「東京における自然の保護と回復に関する条例」が制

定され,緑を保護 し,緑を育成し,緑の回復を図る施策が行なわれてきた。

この条例の第28条で緑化協定を義務づけ,第 51条の開発の規制においても,

規定面積以上の開発行為については,緑化協定の協議を義務づけている。

また,昭和48年 9月 に「都市緑地保全法」が制定されているが,こ れは都

市における緑地の保全及び緑地確保の推進に関 し,必要な事項を定めること

によって,良好な都市環境の形成を図り,健康で文化的な都市生活の確保に

寄与することを目的としているもので,そ の第 3章第14条において,市街地

の良好な環境を確保するため,当該土地の区域内の全員の合意により,緑化

協定を締結することができるとなっている。

この緑化協定は,緑化する場所が民有地であり,従 って,緑化協定が地域

住民の自主的な緑化の意思を尊重する趣旨であるとともに,異なる価値観を

もった人々の集合体であるために,緑化するということが,当該地区,地域

コンセンサスになりにくいこともあって,そ の数は決 して多くはないが, し

かしながら,地域の緑化に住民が主体的な立場にたつという点は,大いに評

価すべきことである。
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(3)緑化思想の普及活動

イ.緑化思想の普及活動

都市における総合的な緑化を推進する施策として,国をはじめ地方公共団

体においては,緑化の普及とその啓蒙活動を積極的に行っている。

● 国の普及活動

建設省においては,昭和55年 6月 ,「都市における総合的な緑化を推進

するための方策」について,都市計画審議会に対し諮問を行なったが,そ

の答申によると,都市緑化の基本的方向として,都市公園等の公共的緑化

とともに,地域の良好な環境形成に資する民有地の積極的な緑化を推進す

ることを方策としている。

建設省はこの方策にしたがって,地域住民が都市緑化の必要性を認識し,

身近な緑化から地域緑化え,さ らに都市緑化えと意識を高め,積極的に自

ら参加することによって,都市緑化が実現するという認識を深めるよう指

導を行なっている。なお,毎年10月 を「都市緑化月間」とし,この期間中

は全国的に緑化に関する多彩な催しを行なって,緑化思想の高揚を図って

いる。

● 都及び区・市・町の普及活

都・ 区・市・町における普及活動は,「東京における自然の保護と回復

に関する条例」に基づいて,公共施設並びに民間施設に対して緑化を義務

づけ,緑化思想を指導するとともに,緑の相談所の開設,講習会,観察会

の開催,手引書,パ ンフレットの発行等都民の緑化思想の普及につとめて

いる。

口.緑化に関する行事

● 都市緑化月間行事

建設省の提唱による「都市緑化月間」が,毎年10月 ,緑化思想普及のた

めに全国的に行なわれている。これは,都市における緑豊かな生活環境を

確保するためには,都市公園等の公的な緑地の整備を積極的に進めるとと
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もに,地域住民や関保諸団体の積極的な参加と協力によって,総合的な都

市緑化を推進するという認識にたつものである。

昭和56年度は,「都市緑化月間」の全国統一テーマを「都市に緑と公園

を」とし,ま た都市公園法施行25周年でもあったので,市民の緑化意識の

高揚を図り,緑豊かな健全な都市づくりを推進するため,「安全と健康は

緑の街から」をサブテーマとして,「都市緑化月間」の各種行事が実施さ

れた。国及び地方公共団体においては,都市公園,街路樹等の整備保全を

促進するとともに,住民による緑の多い快適な街づくりを推進するため,

広く住民の理解と協力を得て,都市公園等の緑の愛護運動及び都市緑化基

金等の募金活動を展開した。

東京都においては,こ の行事に参加した地方公共団体をはじめ,各種民

間団体の参加人員は延30万人に達し,主な行事としては,苗木の無料配布

及び即売会,緑の相談所の開設,緑化に関する講習会の開催,映画会,講

演会の開催,記念植樹,献木の実施等が行なわれた。

● その他の行事

区・市・町においては,lo月 の緑化月間以外に,独自の「みどりの月間」

「みどりの旬間」を決めて緑化行事を行なっているところもあり,ま た,

6月 の環境週間中に,各種の緑化思想高揚のための行事を行なっており,

苗木の無料配布及び即売会,園芸緑化等の講習会,映画と講演会,緑化相

談所の開設等が行なわれた。また,首都緑化推進委員会においては 本年は山の

植樹祭 (桧原村),街の植樹祭 (武蔵村山市)を行ない,緑化強調週間 (3

月 1日 ～ 5月 15日 )中 に,環境緑化の普及啓発のために,苗木の無料配布

及び即売会,緑化相談所の開設等を実施した。

- 65 -



翠

Ｑ
　
や

（
眠
凛
）

綴
歯
騒
Ｑ
椰
国

専
聯
傾

桶
雲
ｕ
一蝉丼
凶

率

区

一避
寝

駅

置

一い
い
Ｏ
Ｆ
維
ポ
狙

ヽ
い
ヽ
勲
血
』

Ｑ
）
３
０
ｕ
一一誦
繊

ヽ
ｍ
ヽ
ヽ
ン

一い

畔

Ｏ

ｍ
ヽ
軽

一い
滞
Ｏ
伸
国
製
照

（奮
盤
）
⊃
櫛

Ю
捻
Ｏ

Ｓ
知
ぐ

へ
、
ヽ

２

ヽ
狡
Ｑ

一
純
ぐ

掏
製
熙
‘
Ю
罫
）
だ
Ｏ

Ｓ
純
ぐ

（
駅
ｏ
「
崎
）
Ｒ
）
紅
Ｏ
終
埋

憮
週
♯ヽ
脚
算
邸
州

旺

α
　
缶

襲

―

（歯
江
）
寵
翼
Ｏ
睫

０
ぐ

〉
０
掏
卿
樹

υ
一゙

「
‘
馬
て
週
）

０
知
ぬ
で
ハ飛
酬

ム

、

ゝ

ヽ

―

（一

）
‘
Ｏ
ｕ
まヽ
因
い
ｇ
抑
―

い
０
十
伸
蝉

Ｒ
）
位
Ｑ
Ｋ
細

代
）
撫
Ｒ
Ｒ
埋
Ｑ
響
叫
判
く
薫

（
駅
〓
）
掏
鮮
〕
一製
朦

い
“
⊃
椰
０
パ腱
■
ｕ
一Ｔ
墨
Ｏ
ｓ
純
ぐ

９
〉
や

「
製
Ｏ
゛
収
誕
」

締

「
ヾ

ｕ
ヾ
掟
郡
翼
Ｑ
緊
」

凶
田
で
十

凶

メ

岳

凶

　

　

壇

凶

胆

案

凶

掻

メ

凶

ぼ

中

凶

田

躙

凶

嵌

用

凶

〓
ヽ
唱

図

畔

□

凶

田

Ｋ

怪
せ
Ｃ
帥
ム
、
Δ
卜
、
Ｋ

・
帥
一い
訃
　
卜
倒
Ｉ
Ｒ

- 66 -



枷
６
）
Ｑ
尽
礁
趣

昨
串
傘
墨
熙
硼
興
肛
■
凶
埋
緊

（士
盤
）
恨
血
一凶
碧

馨
「ｋ
駆
Ｏ
蝉

Ｒ

３

〉
Ｏ
Ｑ
く
製

一い
畔
Ｏ
回
誌
コ
軽ヽ

（終
梶
「一回

（歯
翌
）
恨

ｍ
一
網

味

（奮
盤
）
綱
Ｏ
ζ

９
知
ぐ

暖
川
叶

Ю
朴
そ
）

゛
製
纏
利
９
知
ぐ

（歯
翌
）
一い
畔
Ｑ
く
埋

一̈
市
Ｏ
軽

一ｍ
中
Ｑ
軽

一呻
串
Ｏ
緊

（
「
８

）

９
知
ぐ
Ｏ
凶
最
螂

（が
）
ｕ
最ヽ
硼
゛
′像
醐

Ｓ
知
ぐ

（さ
）
一い
畔
掻
紅
Ｑ
Ｋ
佃

欄
叢
Ｏ
い
く
で
「
一
９
知
ぐ

ム
、
ゝ

ヽ
ヽ
シ
ヽ

（
駅

０
「

．ｏ
Ｈ

．∞

．Ю

＾

）

肛
率
Ｏ
ｓ
知
ぐ

（購
咽
）
Ⅸ
駅
轟
コ
軽ヽ

匝
墨
埋
側
鴫

一い
訃

Ｏ
尽
≪
Ю
ヽ
Ｓ
回
⊃
網
雌
掏
ｓ
純
ぬ

策
皿
Ｏ
曜
送

ｕ
一£
収
幻
⊃
熙
掏
緊

凶
日
製
Ｏ
噂

（ポ
）
―
ホ
Ｉ
Ｒ
湛
ｍ
終
Ｑ
軽

（歯
翌
）
聯
傾

‐―

″

凶
紳
田
コ

凶

０

遂

凶

蜘

■

凶

浄

翠

凶

岨

酬

Ｍ̈内【一　　　　　い一ヽ

凶

〓
ヽ
ポ

凶

雲

邸

凶

Ｗ
、
軽

凶

樹

製

凶

温

駅

凶
〓
Ｌ
卿

- 67 -



コ
ヽ
Ｑ

や

嘩

田

「幸
寝

ポ

肛

ｕ
、９
製
Ｏ

ｓ

〉
０
起
３
“
総
選

軍
出
炒
血
一帥
駅
圏
製
押
に
丼
そ

一い

串

〇

一
ヽ
軽

（奮
翌
）
⊃
椰
゛
捻
Ｑ
掻
肛
欄
吐
Ｏ
緊

一い
絲
Ｏ
響
緊
国
“
郭
黙
′で

専
印
判
翠
コ
軽ヽ
判
網
吐
Ｑ
蟻

採

Ｒ

ｓ
せ
Ｏ
熙

＾
ミ

ゝ
。卜
Ｋ

、く
ヽ

４
、
Ｉ

眠

“

Ｌ
襄

―

（
駅

∞
）

掏

Ⅸ
Ｏ
一
゛

椰

（恨
昨
Ｋ
烈
■
悩
購
鷹
）

へ
、
ヽ
２
、
袋
策
皿
撻
Ｉ
撻

二

、
´
ゝ

卜

ヽ

ツ
ヽ
コ
ヽ
″蝶

に
中
Ｈ
く

Ｆ
断
恒
紙

任

〓
ヽ
樹

に

製

川

に

増

胆

に

■

撻

に

鵬

雪

に

棒

駆

任

田

ど

撻
朱
爛
‘

に

丼

／で

撻

断

□

任
∃
〓
無

慢
十
愈
回

任

樹

□

- 68 -

一い
い
Ｏ
国
採
製
照

肛^
＜
韓
畔
Щ
Ｋ
‐

コ
軽ヽ
Ｏ
赳
Ｎ

．コ
＝ヽ
Ｑ
炸
日



軍
郎
叫
鋼
一
Ю
ヽ

区
ｕ
一締
ポ
圏
饗
押
任
米
』
≪
嵌

一̈

畔
Ｑ
）
３
０
ｕ
■ヽ
興
Ｑ
尽
熙
匝

．駆

蘇
Ю
朴
駆
ｕ
一
９
匈
ぐ
Ｑ
橿
米
邸
≪
嵌

（コ
謳

□

Ю
尽

駅
∞
）
Щ
郡
翼
Ｏ
緊

（
駅
０
）
　

畔
峠
朧
覺
コ
軽ヽ

（
駅
Ｎ
）
畔
障
―
ヽ
Ｋ
％
コ
軽ヽ

恨
』
Ｌ
ポ
■
圏
賠
゛
崎
（
ム
、
ヽ
卜
ヽ

ツ
ヽ
く
ト
ロ
ｕ
一
９
純
ぐ
）

「
民
椰
υ
」

程

０

嘩

に

川

剛
一

任

用

硼
『

糧
口終
く
Ｒ

任

曝

製

偶
米
印
一≪
眠

任
ヨ
〓
掻
籠

仁

世

゛

惜

筆

燿

掲

〓
ヽ
ボ

９
ヽ

「
て
駆
靭
蹄
，
ど
儡
凶
ヾ
卜
刑
区
ｕ
一Ｓ
回
判
縄
雌
Ｏ
策
皿
」
稀
網
吐
策
皿
嘔
畑
嘩
郵
撃
輸
長
Ｒ

”
燭

に

ま

田

- 69 -



● 首都緑化推進委員会の普及活動

首都緑化推進委員会は,東京の緑化を達成するために必要な事業を行な

うとともに,緑化運動を推進することを目的として,昭和27年 2月 に発足

し,東京都知事を会長に,活発な緑化の普及活動を行なっているが,毎年

3月 1日 ～ 5月 15日 を緑化強調期間とし,こ の期間中に「緑の羽根」募金

運動を実施している。

町・村,公私立学校,ボ ーイスカート,ガールスカウト,官公署,民間

企業等の協力を得て,募金総額 27.000千円の実積をあげた。そしてこれら

の募金の還元事業として,区 。市・町。村立及び私立 校の緑化,公共施

設,福祉施設等の緑化が実施された。

(4)防災緑地の整備

災害対策基本法による災害とは、暴風、豪雨、豪雪、供水、高潮、地震、津

波、異常な自然現象、大規模な火事、爆発等多種多様であるが、之等の災害の

内で特に都市に大きな被害をもたらすのは大地震に依り同時多発する都市火災

であろう。都市に於ける大火災の防災対策は大別 して、消防力の充実強化によ

る災害発生原因の制御と、都市構造の耐火性の強化による耐災環境の整備であ

る。

都市の耐火性は建造物の不燃化とオープンスペースの適正な配置が基本とな

り、オープンスペースは火災時の火炎,熱気流、火の粉、 射熱、煙、旋風等
の現象から安全を保つための面積が必要で、加えて遮蔽物、樹木、池等の水面

があれば更に防災効果は増加する。

オープンスペースの面積は周囲が火で囲まれた場合は50ヘ クタール、一方だ

け火に接する場合は10ヘクタールあれば略安全と言われているが、これが避難

場所として機能するためにはその面積と、そこに到達する避難路の距離の適否

だけでなく、緑の樹木で覆われているかどうかが防災効果を大きく左右する要

因になる。

樹木の有する耐火力、遮熱力については、多くの都市火災の調査並びに研究
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実験例で、その優れた特性が明らかにされているが、オープンスペースと樹木

の組合せによる防災効果を如実に示めす唯一の実例として挙げられるのは、関

東大震災時の深川岩崎邸 (現清澄公園)と本所被服廠跡の比較例である。この

両者は面積は共に 4ヘクタールであったにも拘わらず、前者は 2万人の人命を

救い、後者は 3万人の死者を出している。前者は邸内に池と樹林があり、周囲

はレンガ塀と土堤で囲まれていたのに対し、後者は樹木のない裸地であったた

め、火災旋風が発生したことにより、この決定的な差異が生じたのである。

又都市大火において緑地の果たす重要な役割りとして、焼止り即ち延焼防止

の効果がある。

戦前の関東大震災 (大12-9-1)静 岡 (昭 15-1-15)那 珂湊 (昭 22

-4-29)福 井 (昭23-6-28)熱 海 (昭25-4-13)鳥 取 (昭27-4

-17)岩 内 (昭29-9-26) 新潟 (昭30-10-1) 能代 (昭 31-3-20)

酒田 (昭 51-10-29)の 10件の大火における調査によれば、焼失区域の周縁総

延長のうち、平均約32%が緑地関連による焼止りで、これからも樹木の延焼防

止の顕著な効果が窺うことが出来る。

このように、市街地の樹木に遮蔽されたオープンスペース、即ち緑豊かな都

市公園緑地は、平時は都市環境の保全と住民の憩の場として、災害時には火災

の延焼防止の壁として,また,罹災者の避難地、中継地、集合地並びに消防、救護、

警戒活動の接点として都市防災上も重要な役割を果すことになる。

現在の東京に関東大震災クラスの地震が発生 した場合の被害想定では、一説

によると火災による焼失面積は23区の 3分の 1、 罹災者は 350万人、死傷者は

約10万人と推定されている。

一方都内の都市公園面積は 1人当り2.7平方メートルに過ぎず、国内の他の

都市及び諸外国の主要都市に比較 して大巾に整備が遅れている。又災害時の避

難場所として区部で 134個所、 2,550ヘ クタールが指定されているが、これら

が充分な防災機能を果じ得る空間システムを形成 しているかどうか、またその避

難場所に指定区域の住民が、安全に到達出来る避難路が確保されているかどう
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かも重要な問題である。

東京都では昭和46年「東京都震災予防条例」を制定し、災害対策基本法を補

完する予防対策に重点を置いたもので、都及び市・区 。町・村、都民並に事業

者の各々の震災予防に関する責務を定め、更に具体的な震災予防計画として昭

和48年「東京都震災予防計画」の第一次 3ケ年計画、引続き昭和53年から57年

までの第二次 5ケ年計画を策定している。この中で「防災都市づくり」として

の防災的公共空地の確保こそ基本的課題であると強調 し、都市公園の整備、工

場その他の施設の移転跡地、基地返還跡地の利用を提言 している。

又長期計画懇談会に於いても、オープンスペースの不足を指摘し、公園緑地

の確保と積極的な整備を提言 している。

以上の如く国及び東京都においても、防災対策は各方面に亘り検討され推進

されているが、耐火性のある都市構造の構築のため、建造物の不燃化の促進と

共に効果的な防災機能を充足した都市公園、即ち,大型の防災緑地の整備拡充と、

その適正な配置が緊急の課題である。

しかし,現在の東京の都市構造、財政事情、用地取得の困難性等の悪条件が重

複 しているが、国及び東京都は積極的に防災緑地整備の財源を確保することこ

そが、安全な都市としての首都東京を実現するキーポイントであり、財源確保

には予算の重点的配分は勿論、全く新 しい発想による創意工夫、例えば防災宝

くじを発行、その益金を利用する等斬新にして積極的な措置を検討するのも一

方法であろう。
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2.造園建設業界の動向と課題

(1)造園建設業界の動向

建築屋はかつて大工であったように,造園屋も植木屋,庭師と見なされ,そ

の発祥は遠く飛鳥,平安までさかのぼる歴史を持っ。業界の先駆者は,古来に

あっては僧侶であり,思想家であったものが,やがてその先駆者達の思想を継

承する庭師の発生を見,江戸時代にいたって,諸大名や一部特権階級の庭園の

造成が行なわれ庭師としての職業が確立された。近代造園といわれるものはイ

ギリス風景式庭園を源流としてスタートするのは19世紀半ばであり,わが国に

おいては明治以降といっている。近代造園とは自然性を強調しながらも,大衆性 ,

公開性,大量利用性,動的利用性など時間的空間的多様性,総合計画性などの

諸側面を内包 して今日に至っている。

明治・ 大正時代にあつては,わが国の近代化とともに盛んに国の庭園や御所

その他神社附属の森や庭園の造成が行なわれて,伝統のある京都のみならず,

全国的に庭師の親方があらわれ,多 くの組の発生が見られるようになった。

東京においても,そ の集団が今の駒込附近染井の植木屋村に見られ,安行の

庭木の生産者とは別に盛んに民間・公共工事の造園工事に従事してき
た。

列島改造ブームに伴う,公共工事の増大や環境保全のための緑化への国民の

ニーズが高まったことから,緑化産業の空前のブームを引きおこし,他の業界

からの参入により,業者の数も急増してきた。

しかしながら,昭和48年の石油ショック以降,民需の低迷,公共工事の激減

により,過当競争となってきている。

この間,造園建設業界にあっても,その構造が時代とともに変化 し,従来の

庭師的日本庭園の造成から,公園,児童遊園の造成,更にカルチヤ
~パーク・

カントリーパーク等の造成等と単なる植栽や景石の据付等からスポーッ, レク

リェーション,散策や文化施設のための公園の造成等幅広い技術が要求される

ようになり,近代的建設産業へと脱皮してきた。行政的にも業界の健全な発展
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のため,建設業が登録制から許可制へと移行 し,造園施工管理技士制度や経営

管理責任者の設置など経営の近代化を義務づけられるようになってきた。

このように振りかえって見た場合,造園建設業界は,一方において,公共工

事にあっては設計と施工の分離から,設計業界の誕生をみ,国民のニーズの多
様性から多くの施設が考案され,二次製品業界が誕生し,公共緑化樹木の需要
の高まりから,生産者の団体が生れ,ス ポーツ, レクリエーション施設業界の

誕生を見ている現状である。

このような造園建設業界の経営にメスを入れ,その現況を明らかにするため,

社団法人東京都造園緑化業協会 (以下協会という。)では,東京都でも代表的な

造園建設業者で構成されている協会員総数 146社を対象にアンケー ト調査を行

った。その調査結果は次のとおりである。

<(社 )東京都造園緑化業協会員へのアンケー ト調査>

東京都にあって,協会に所属する会員は,公共工事の施工を希望 し,造園建

設業に専ら携わるものであり,こ れら会員の動向又は現況は,今の公共造園建

設業界のそれを代表するものといえよう。今回会員全員に無記名によるアンケ

ー ト調査を実施したところ, 146件に対し,回収47件・回収率は32.2%で ,回

答者は全員公共工事に重大な関心をもち,他の緑化公益団体にも加入 しており,

信頼性の高いデーターであると考えられるので集計分析を行うこととした。

● 事業形態

47社中,2社 のみが有限で,他は全部株式であり,創業については,明治
が 7社,大正が 3社 ,昭和10年まで 1社,昭和20年まで 4社,昭和30年まで

12社 ,昭和40年まで12社 ,そ れ以降は 8社で,昭和20～25年及び30年前後の

創業が多い。そして殆んどの会社は昭和30年代～40年代にかけて個人から株

式へ,有限から株式へと組織変更 している。

更にこの業界は歴史的に同族経営が多く,今回の調査でも28社が同族で占

められている。又社員の将来性を考え,将来への希望とやる気をもたせ,出

来うれば優秀な後継者をと願い,社員へ持株制を実施している企業が24社 ,

- 74 -



(51%)み られる。特に10%以上の株をもたせ,経営にタッチさせている企

業も4社みられる。また,一方同族のみで,社員へ持株をさせていない企業は12

社 (26%)を占めており,出来うれば自分の縁者を後継者に考えている。

図 -1 現組織改定時期

5

4

図 -2 自己資本別会社数

1,000万

未
満 3000万

1,000万 印 00万
|

5000万

5,000万
|

10,000ノテ

億

‐
億

億
‐
億
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● 従 業 員

大手企業・紙パルプ業界及び,不動産業界関連の造園緑化部門を除く45社に

ついて集計したものは表 -28の とおりであり,総工事高 1億円以上 6億円未

満の企業が全体の 75.6%を 占めている。

表 -28 年間総工事高と社員数

● 技術者の専門職種と資格

公共造園では土木・建築の技術を要求されるようになって来ているので,

従来の造園関連専門学校以外に土木・建築を専攻した技術者の確保につとめ

ていることがわかる。

表-29 職種別学歴社員数

造 園 土 木 建 築

大学 短 大 高校 その他 大学 短 大 高校 大学 短大
1高
校 合計

名
234

名
31
名
176

名
38

名
50
名
5

名
32
名
15
名
1

名
10 592

%
39.5
%
5.2

%
29.7
%
6.4
%
8.4
%
0.8
%
5.2

%
2.5
%
0.1

%
1.6

%
100
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総工事高

社員数

1億円以

上～ 2億

円 未 満

2億円以
上～ 4億
円 未 満

4億円以
上～ 6億

円 未 満

6億円以
上～ 8億
円 未 満

8億円以
上～ lo億

円 未 満

10億円以

上～15億

円 未 満

15億 円以

上～20億

円 未 満

20億 円以

上

会社数(社)
12 10 12 3 2 1 3 2

事 務吹)
1～ 2
平均 1.5

2 ～ 4

平均 28
3 ^‐  5
平均3′

3 ～ 5
平均4.0

3 ～  7

平均5Ю 平均8.0

5 ～ 13

平均83
11^‐ 18

平均14.5

営 業し相 1 
～ 2
平均■4

1～ 3
平均20

3 ～ 5
平均 33

3 ～ 4

平均 3.3

3 ～ 4
平均 3.5 平均 4_0

4 ～ 14
平均 83

5 ^‐  7

平均 6.0

工 事(人)
2 ～ 11
平均65

4 ～ 15
平均7.2

6 ～ 16
平均 11.6

11 ～ 27

平均193
11 ～ 25

平均1&0 平均14.0
27 ～ 38

平均3■ 7

46 ´ヽ́ 55

平均50.5



これからの造園工事に必要な資格としては,機械導入に伴う機械施工管理

士,営繕工事に伴う造園工事にあっては 1級造園技能士,その他造園施工管

理技士,測量士等があげられる。

表-30 各種資格取得状況

● 工 事 高

本店・支店・ 営業所を総合した工事高 (維持管理を含み,材料・兼業売上

高を除く。)は図 -3の とおりで, 6億円未満の企業が34社で全体 72%を示

している。又15億円以上の企業は 7社, 6億円以上15億未満の企業は 6社の

みである。

官公庁工事高は図 -4の とおりで,5,000万 円以上 3億 円未満 の企業が27

社 (58.7%)と約半数を占めている。又民間工事高は図 -5の とおりで, 2

億円未満の企業が35社 (77.8%)で ある。
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図-3 総工事高

図-4 官公庁工事高
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一

5-

12

10

士冗
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昔同

会
社
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1,000万
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5,000万
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3億

未

満
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未

満

10億

未

満

10億

以

上

図-5 民間工事売上高

● 車輌・機械保有状況

造園建設業者は,貸鉢・生花・薬品 。肥料等の販売の兼業も多いため,一部

に車輌・機械の保有が異常に高い場合もあるが,資本金 1,000万円以上5,000

万円未満の会社ではあまり差異はなく,建設機械の割に貨物・ ライ トバン等

の車輌が多いのが目立つ。一般に自社保有の建設機械は,小型のクレーン・

ブル ドーザー等が多く,資本金 5,000万円未満では 1台～12台 平均 2.5台で

ある。5,000万 円以上の会社では 5台～12台で平均 7台であり,小 1面積多工

種の小量工事が多いため,自 社保有よリリースが多いものと思われる。

● 経営状態

回答のあった47社について財務的な経理内容を検討した。資料は直前決算

の分である。

造園建設業は兼業が多く,一概に各数値がそのまま造園建設業者の実態を
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表わすものではないが,異常な値は兼業の経理と合算されているので,各 デ

ーターの分析には十分注意した。

○ 完成工事原価率 (%)(工事原価 /完成工事高 )

工事原価率80～85%のものは19社 (47.5%),80～ 90%の ものでは25社

(625%)となっており,採算率の悪い工事が多いことを示 している。

図 -6
工 事 原 価

× 100%
完成工事高

19

10

6

3

22     2

1  1

70
%

60
%
6.5
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○ 工事管理費・一般管理費率 (%)

完成工事高に対する管理費率は際だった傾向がみられず,10～ 40%の 間

にはぼ同じように分布している。これは企業の事務経費や工事経費の合理

化による低減を如何にはかっているか,如何に少ない人件費で工事を完成

していくか,企業努力によって異ってくる。

図 -7

社

10

工事管理費十一般管理費

完 成 工 事 高

8

× 100%

6

%   %  %   %  %

2

会社数
%

41

%
35
%

○ 流動比率 (%)(流動濁産 /流動負債 )

流動比率が 200%以上あれば全く理想的で, 100%以上あれば経営が

安定しているといわれている。この点に関して図 -8の とおり,100%未

満の会社は 4社のみで,ほ とんどの会社が 100%以上である。
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図 -8 流動比率

15

5

最高 398

4

3

150   1 250   2 5
%

○ 自己資本固定比率 (%)(自 己資本 /固定資産総額 )

この比率が 100%以上ならば安全な企業といわれているが,100%未満

の会社が22社 (51.2%),100%以 上の会社が21社 (48.8%)と ほぼ半々と

なっている。

図 -9 自己資本固定比率

12
11 11

10

100   150   200以 上→%50
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○ 当座比率 (%)(現金 +預金 +受取手形 +有価証券十在庫 +未収 /1

年以内に支払うべき負債 )

この比率が 100%以上あれば安定であるといわれているが,今回の調査

では 100%以上の会社が26社 (839%)あ り,全般に当座比率は良好で

あり,悪 いと思われるのは 52%前後の 2社のみである。

図 -10 当座比率

最高 279

20 19

15

10

5 4

会社数

3

150 200以 上

100%未満の内訳
52%2社 ,75%1社 ,85%1社,90%1社

1 0

当座比率
( )

○ 自己資本比率 (%)(自 己資本 /総資本 )

この比率が普通50%以上が理想的といわれているが20%あれば,上場会

社の平均が18%と いわれているので安定である。 20%未満の会社は16社

(43.2%)で ある。
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図 -11 自己資本比率
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2
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% % % 上

○ 総資本純利益率 (%)(税引前利益 /総資本 )

2%未満の会社が23社 (535%), 6%未 満の会社は36社 (83.7%)を

示しており,全体的に利益率が悪いと思われる。

図 -12 総資本純利益率
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初任落` ミ`ミミ 大 学 卒 短  大 卒 高  校  卒

9万 円 台 3社

10万 円 台 11社

11万 円 台 4社 9社 5社

12万 円 台 12社 4社 6社

13万 円 台 7社 4社 1社

14万 円 台 8社 2社

15万 円 台 1社

計 32社 19社 26社

● 57年初任給

大学卒は12万円～14万 8千円台が27社 (84.4%)で一番多く,最高は15万

円,最低は 11万 4千円であり,本給の少い所は手当が多く,全給料の366

%の手当の所もあり,本給のみの所もある。

短大卒は平均12万 3千円で,大学卒との差は約 9千円であり,11万 円～13

万 5千円が 89.5%と 一番多く,殆んどの会社がこの範囲に入っている。

高卒は平均11万 1千円で,大卒と約 2万円,短大と 1万 1千円の差が見ら

れ,10万 円台が 11社 (42.3%)で一番多く,10万円～12万 5千 円が22社

(84.6%)と なっている。

表 -31 学歴別初任給集計表
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● 経営者の意識について

造園建設業は,小企業乱立,公共事業の減少,民需の低迷の中で,経営者

の意識がつぎのように表現されている。即ち,現況のままでは先行き不安で

あり,伝統的な徒弟制度の中で創作の技術を守ろうとする困難さ,又多くの

産業界から緑化産業が一時成長産業になるであろうとの予測から生じた過当

競争の波の中で,経営者が社会使命を負って,生き残ろうと努力している実

態が浮きばりされている。

○ 造園建設業の将来

経営者として造園建設業の将来について,どう考えているかとの質問に

対し表 -33のような回答があった。

表-33 造園建築業の将来

○ 後継者の選択

経営の後継者について,ど う考えているかとの質問には,子供又は同族

64.3%
官需,民需共今後伸びるので希望がもてるか

希望がもてる

先行不安だ

35.7%

50%

50 %

伸びない

伸びる

官需,民需共先が見えているのでこれ以上は伸びないか

続けていく 100 %経営が苦しくとも努力して続けていくか

転業しない 100 %どうしようもないので他へ転業したいか
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にやらせたい回答が 41.1%,適材があればその人にやらせたいといぅの
が 58.9%であった。

(2)造 園業界の課題

造園業界は建設業界の中では,土木・建築に較べると後進の業界であるため
に,その規模も小さく,企業の近代化も遅れている。また造園工事は,土木・

建築の範ちゅうの中で扱われ,樹木という生物を主体にする造園工事の特殊性
が無視されて,数多くの問題点をかかえている。また,造園工事の多様化に伴
い,生物を扱う植栽工事のほかに,石を扱う石組から,最近では公園造成とし
て,園路,修景施設,遊園施設,運動施設等幅広く手掛けるようになり,必然
的に,単に植物に関する技術だけでなく,土木・建築的な技術から給排水等の
設備工事的技術が要求されるようになってきた。このような造園工事の急激な

多様化には,多 くの内部的な問題が存在 しており,ま た古 くからの習慣や,後
進建設業としての幾多の不合理な問題が残され,それが今日の造園業界の発展

を阻害 している。

このような内部的な問題については,造園業界自らの努力によって克服する
としても,外的要素による不合理な問題点は,それが主に制度であるだけに,
行政側の合理的な判断と理解をまつしかないが,緑化推進の最先端を担ってい

る造園業界の発展育成を図ることは,行政側としても無視出来ない施策の一つ

であろう。そのためには,従来からの不合理な矛盾した制度や仕組を改善 し,
如何にして造園業界の近代化を図り,その制度の合理化をおし進めるかが,今
後の,行政側,業界側を含めての重要な課題であろう。

イ.造園工事の特殊性に対する積算の適正化

造園工事はその性質上多工種で, しかも小規模なェ作物 (人留柵,土留,
縁石,水呑等の造園工作物,舗装等)や ,比較的狭小な個所での工事が多い

が,こ れらの工事の設計にあたっては,本格的な土木 0建築工事と同様の歩
掛り,単価で積算されているし,狭いため人力でしか施工出来ないにもかか
わらず,機械力使用で設計されている。
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例えば一般公園造成工事では,コ ンクリートエ事は小規模のものが多いが,

この場合の型枠をみると,水呑等の公園工作物や人止柵の基礎等は,現実に

は 1回使いしか出来ないのに,大規模な土木工事と同様の 3回使いで積算さ

れている。また工事に使用するコンクリートは,全体のトータルではその量

は大量になるが,造園工事はキメの細かい工事なので, 1日 の工事で使用す

る量は極めて少ない。その結果, 1日 に使用する生コンクリートも端数の出

る数量となるが,現実には端数を切り上げて,生 コン車 1台分 (3耐)の支

払いをしなくてはならない。しかもかなりの回数になるにもかかわらず,設

計では1律に立方米いくらで計算されているから, 実際には生コンクリートの費

用は,設計金額よりかなり上回わるのが普通である。このことは舗装につい

ても同様のことがいえる。曲線の多い園路のコンクリート平板舗装の場合,

カーブ個所はコンクリー ト平板をカーブに合せて切らなくてはならないから,

平板のロスも出るし,労力も直線に較べて相当かかるが,こ れなども設計に

あたっては,キ メの細かい積算が必要である。

さらに,一位代価表使用の場合であるが,工事は 5基 とか10基とかの少量

であるにもかかわらず,設計に使用される一位代価表は 100基 (又は 100米

等)単位のものが使用されている。これなども 1種類ならば大した影響はな

いが,数種類にのぼると,その金額の差は相当の額となる。

このような造園工事の特殊性ともいえる多工種,小規模工事に対しては,

積算上の配慮が必要で,大規模工事の歩掛りを機械的に使用することは,適

正な積算とはいい難く,そ うした造園工事の特殊性を無視した制度や仕組は,

中小企業である造園業界の経営基盤を脅かすもので,造園業界育成のために

も,早急に改善されなくてはならない。

口。枯補償制度の改善

植栽工事には枯補償という制度がある。これは植栽した樹木が,工事竣功

後 1年以内に枯死した場合は,施工者が植え替えなくてはならないというも

のである。それは,そ の樹木の枯死が,施工者の責任の範囲外のもの,すな
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わち,そ の枯死の原因が発注者または管理者側の責任に帰するものでも,施

工者の責任として補償することになっている。工事請負契約は建設業法によ

って,双務の立場で契約を締結することになっているにもかかわらず,こ の

枯補償制度は極めて片務性の強い契約である。

植栽 した樹木が枯死する原因は,通常次のことが考えられる。

① 樹木の成育が悪 く,特に根の状態が悪い場合

② 掘取及び運搬中の養生が悪い場合

③ 植え方が入念でなかった場合 (植込後の養生を含む)

④ 樹木の植栽時期が適期でなかった場合

⑤ 土質が悪い場合 (瓦礫まじりの土壌,排水の悪い土質等 )

③ 植栽後の管理が悪い場合 (早天,熱帯夜が続いても灌水をしないとか,
除草をしないで草に埋れる等)

これらの要因の 3つ①②③は施工者の責任であり,③④は発注者が決定す

る条件で,施工者の意志ではどうすることも出来ない事項であり,①は当然

のことながら管理者の責任である。以上のことから①②③のように,施工者
の責任に属する要因で枯死した場合は,補償するのが当然であるが,施工者

では決めることの出来ない条件,すなわち,④⑤⑥のように発注者が決定する

要因ないしは管理上の責任で枯死した場合でも,施工者が補償することにな

っている。

本来枯補償は,施工者の不手際によるもの,すなわち,施工者の責任に帰

すべき事象のみに限定されるべきであり,発注者の誤まった指示 (不適期植

栽,不良土質等)によるもの,ないしは,管理者の管理不十分によるもの,

あるいは,天災 (早魃渇水等)等によつて枯死したものまで,施工者の責任
に帰 しているのは不当な措置である。

このことについては民法第 636条 においても,「前二条ノ規定 (第 634条 ,

第 635条 ,請負人の担保責任一瑕疵の修補)ハ仕事ノロ的物ノ瑕疵力注文者
ヨリ供シタル材料ノ性質又ハ注文者ノ与ヘタル指図ニヨリテ生シタル トキハ
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之ヲ適用セス但請負人力基材料又′寸旨図ノ不適当ナルコトヲ知 リテ之ヲ告ヶサ

リシトキハ此限二在ラス」として,施工者の担保責任の免責を明示している。

このような矛盾した前近代的な商習慣ともいうべき制度が,未だに残って

いるということは,緑化の担い手である造園界 (官界,業界)の近代化が遅

れている証拠である。樹木は建築物や工作物と違って,生物であるというこ

とを基本に考えて,こ うした前近代的,片務的な契約制度は, 1日 も早く合

理的な制度に改善して,緑化事業の近代化を図るべきである。

ハ.造園工事に適した契約約款の改正

建設省及び, 東京都で行なわれている現行の請負工事の契約約款は,土

木・建築工事を主体に出来たものであるから,造園工事の特殊性は全く認め

られていない。そのため,造園工事にとっては極めて不合理な点が多く,ま

た片務性の強い約款となっている。

例えば,植栽工事に最も影響のある「早魃渇水」が,契約約款の天災条項

すなわち,「天災その他の不可抗力による損害」に該当していないこともその

一例である。

この天災条項は,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火

災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的事象であって,契約当事者である

発注者,受注者双方の責に帰すべからぎるものは,受注者は天災によって受

けた損害を,発注者に請求することが出来ることになつている。しかるに,

早魃渇水によって樹木が大量に枯死 しても,早魃渇水が天災条項に入ってい

ないために,樹木の枯死はあきらかに不可抗力であって,発注者,受注者の

いづれの責にも帰すことのできない事象であるにもかかわらず,そ の損害を

発注者側に請求することが出来ない。それどころか, 1年間の枯補償がつい

ているということで,枯死した樹木は,受注者の負担で植替えなきてはなら

ないというのが現行の制度である。これは造園工事にとっては甚だ片手落ち

の契約約款であって,早魃渇水という自然現象は,生物である樹木にとって

は致命的なもので,豪雨,暴風,洪水等と同等に取扱わなくてはならない。

-91-



現行の契約約款は,土木建築を基準に作られたもので,土木建築工事にと

っては,早魃渇水などはむしろ晴天が長期間続くことであって,好ましくこ

そあれ災害にはならないのである。おそらく,契約約款の文章が最初に作ら

れた際には,早魃渇水が天災であるとは夢想だにもされなかったであらうし,

当然のことながら,天災条項にも加えられなかったのだろうと想像される。

造園という業種が,土木建築に比較して後進の業種であるだけに,こ のよ

うな矛盾した制度がまだまだ残っている。造園工事も建設業の一環として扱

われている以上,土木建築工事と同格の形で契約約款が作 られなくてはなら

ないし,都市の緑化が強く叫けばれている今日,造園工事が効率的に行なわ

れるように,矛盾した制度は是正されなくてはならない。

二.その他の課題

● 予算及び事業量の拡大

分離発注と専業者への優先発注

受注の平準化と早期発生

事業量の拡大と新規事業の開発

工事の大型化とランク制の導入

● 経営の近代化と合理化

経営者の能力開発と意識革命

技術者の養成と開発

また,造園建設業をとりまく他の協会,即ち,植木協会や公園施設協会

とも相互連絡をとり,生産量の多い樹種の採用 0品質のばらつきの是正・

公園施設価格の適正化等を検討すべきである。

この業界にあつて会社を経営していく上では,多 くの問題点もあるが ,

最近,建設省 ,。 公団・公社・都・区・一部の市にあっては業界の認識を新た

にされ,経費率の改善,歩掛・仕様書の見直しや適正な積算改善等がなさ

れている。
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(3)造園技術者の養成

イ.造園技術者の教育機関

造園技術者人を社会に送り出す教育機関は大学,短大,専修学校,高校が

全国に散在 しているがプロパーの造園科となると他の分野にくらべてはるか

に少い。最も全国の産業比に当てはめれば社会のニーズには現況で充足して

いるともいえる。

国立大学としては旧帝大系の東大,京大,北大,九大等に造園の研究室の

コース履修者がそれぞれ数名の単位で送り出されてくるが 主として公務員指

向であり建設業界に参入する数は少ない。

国立系の中には造園を独立した科としては 旧千葉高等園芸を前身とする千

葉大学園芸学部に造園科と環境緑地科を有し,毎年80名前後を卒業させている。

その他,日農林専門学校系を有する国立大すなわち,筑波大,東京農工大,岩

手大,宇都宮大,信州大,二重大,鳥取大,島根大,岡山大,香川大,高知

大等々あり造園コースとしての教育がある。公立として大阪府大も幾多の人

材を世に送っている。私立にしては造園界最大の規模を有する東京農業大学

造園科の存在がある。三系統六研究室を有し毎年二百数十名が世に出て,約

70%が造園界の各分野において活躍し,その数約 5千名といわれる。その他 ,

日本大学,明治大学,名城大学,南九州大学等有数の教授陣を揃え独立した

科成はコースとして学生の教育に当っている。短大,専修としては前記農大

の短大,九州の西日本短大,国土建設学院も実践派としての造園教育を目指

して教育にいそしんでいる。

また 全国に糸%α文徴 える農業系の高校に造園科又はコースがあり,毎年数千

名の生徒が造園の教育を受けているが,造園科としては最も古い歴史を有す

る東京の都立園芸を始め高卒者の造園界指向率は低下の現象にあり,憂うべ

き状況ではある。

就職先を大別すれば公務員,コ ンサル,デベロッパーの計画,設計部門 ,

そして施工,生産の自営者を含めた民間企業となろうが,学校教育の重点が
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施工面よりも計画,設計であり,学生の性情的傾向もそれに偏よっているよ

うである。特に国立大学系の学生にこの傾向が顕著であり施工業界において

問題のあることといえる。

かっての造園教育は主として庭園学,植栽学,施工実習等に重点がおかれ

たようであるが,複雑多様化した公共造園主流の現在の造園界においては,

教育そのものも当然の如く計画,工学,施工管理学等に重点が移行 し,建設

界の中で独自の存在感を示し得る植栽等の植物が高校～大学を通 じて知識吸

収が低下していることは施工界はもとより,造園界全般として一考に値いす

る問題といえよう。

施工業界としても徒弟制度的思考より脱皮し,給料水準はもとより,体暇,

労働時間,福祉厚生等において魅力あるものとし優秀なる人材を広 くあつめ

得る努力が望まれる。

以下千葉大学,東京農大,東京都立園芸のカリキュラムを掲げ参考に供し

たい。

● 都立園芸高校カリキュラム

都立園芸高校造園科のカリキュラムは表-32-2の とおりである。

表 -32-2 カリキュラム
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農業科 3科目よ |)1科 目選択 (同時開講)

※総合実習 Bは時間割外



● 東京農大造園科カリキュラム

栞印必修科目 ☆印選択科目

<1年次配当科目>

*図  学

造園の設計図や施工図を作成する上で必要となる各種図面 (平面・立

面・断面・透視・展開図)の作図法等を修得する。

*製図実習

造園の計画や設計もしくは,それらの前提となる調査分析等において

用いられる各種図面の表現技術を修得する。

*造園学総論 (=造園原論)

現代社会の環境問題や都市問題の現状をふまえ,造園学の果すべき意

義と役割,造園技術の本質や特性を理解させる。又,造園史,造園空間

の拡大,造園の領域と具体的展開についての基礎的知識と判断力を養な

つ。

*造園樹木学

造園材料としての樹木について,その分類法や生育条件さらには造園

樹木としての要件等造園樹木の基本的事項についての造園樹木総論を修

得する。

☆地 形 学

造園計画の対象となる自然環境を構成する要素の一つとして地形を捉

え,それに関する基礎的な知識を修得する。これに加えて地質に関する

基礎知識も修得する。

☆造形演習

造園製図の中で必要となるデッサン能力や,造園デザインの中で大き

な比重を占める造形感覚を修得する。
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<2年次配当科目>

*測 量 学

造園計画の対象地として想定される土地の水平的,垂直的計測法につ

いて,その原理と手法を修得する。

*測量実習

測量学で修得しそ原理や手法の理解の上に立って,平板, トランシッ

ト,レベル測量の技術を修得する。

*造園計画学 (一 )(=庭園学 )

造園分野のなかで最も身近な環境計画の対象である住宅庭園などの変

遷・ あり方・基本構成と細部構成手法などの知識を与え,新 しい時代の

住環境デザインに即応 じうる理論と技法を修得する。

☆ 土 壌 学

自然環境を構成する要素の一つとして土壌に関する基礎知識を得ると

同時に,植物の生育基盤としての土壌条件等に関する知識を修得する。

☆造園樹木各論

造園樹木学で修得したことは総論であり,将来造園技術者として設計

・施工する上で重要なことは造園樹木の一つ一つのあらゆることを覚え

ることである。

☆造園花 学

花 園芸 (花壇園芸)の成立過程と花 園芸における観賞花 の位置

付け,並びに花壇の形式とそれに伴う材料 (花 )の選択とチェックポ

イント,及び花壇の計画,設計・施工上の問題点について検討する。

☆肥 料 学

造園植物の肥培管理をする上で必要な肥料についての基礎知識と具体

的な施肥の方法・基準について修得する。

☆建築演習

建築構造学を主軸として,建築の技術的 0工学的部面の基礎知識につ

- 96 -



いて概説し,そ の後,木造建築並びにコンクリート造建築等に関する設

計演習により,造形面を含めてさらに理解を深めるものとする。

☆造園計画演習 0(=庭 園計画演習)

造園計画学0の講義を受け 造園計画の中で最も基本的な住空間を対

象にその基礎から応用までを具体的課題を通じて演習し,住環境デザイ

ン技法を修得する。

☆造園施工材料学

造園設計,工事に関わる施設工作物 ,材料の特性,施工法及び施工管

理について修得する。

<3年次配当科目>

造園地被学

造園的利用に於ける地被植物の選択条件,並びに特性と利用。特に地

被植物の主体をなす芝生植物について,その特性の理解を深め芝生の利

用と維持管理に関する知識を修得させる。

造園計画原論

あらゆる造園対象空間に共通し,計画の基礎となる原理・原則・数値

など基本的なものについて修得させる。

造園計画学日 (=都市緑地計画学 )

都市及び地方計画に関連した緑地 (広義)について,そ の歴史,本質

効果等を修得する。

造園計画学0(=風 景計画学)

自然地域の保護及び利用に関する計画について,史的背景,在 り方 ,

及びその理論を修得することを目的とし,造園計画演習0と ともに,自

然地域の取扱いを理解させることにする。

造園工学

自然の地形及び環境条件を生かした園地計画から,造園施設の構造設

計,施工,必要考慮すべき関連工学をとりまとめて独自の造園工学とし
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て修得する。

☆植物生態学

造園計画の前提となる自然環境についての基礎調査や植栽計画等で必

要とされる植物生態学的知識を修得させるとともに,植物群落の成立と

その生育環境との関係についての基礎的理解を深めさせることを講義の

主たるねらいとしている。

☆造園デザイン論

デザインの概念を,作用的側面と対象的側面の双方から理解 し,特に

前者にかかわる造園デザイン行為の論理的な進め方を,そ の意義ととも

に修得する。

☆造園環境論

造園計画に関する環境要因のうち,微気象,音響等の問題に関する基

礎知識とその応用法を修得する。

☆都市及地方計画

都市の発展過程,都市の形態,都市の機能などを知り,人間の住環境 ,

生産環境,緑環境を如何に快適に計画するかを考え,造園技術者として

どう対応すべきかを都市計画,地方計画との関連を持たせながら学ぶ。

☆観光レクリエーション論

観光レクリエーションの現代的意業と,こ れを受け止める地域に及ぶ

諸関係の認識を深め,観光地計画のための基本的考え方を修得するとと

もに,観光と深い係わりをもつ風景の本質,その構成要素についての基

本的知識と,風景地をレクリエーション空間とするための計画手法につ

いて述べ る。

☆造園計画演習国 (=都市緑地計画演習)

造園計画学0の講義を受けて都市公園・緑地計画・設計のプロセスの

具体的な対違を修得するとともに,域る敷地についての計画を進める。
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☆造園設計演習0(=造 園施設設計演習)

造園計画 0基本設計を施工に至らしめる実施設計に関して,園地造成 ,

施設設備,構造物等の詳細設計技術,設計図書作成法を演習により修得

する。

☆造園設計演習国 (=造園植栽演習)

公園・庭園などの植栽手法について,演習を通 して修得することを目

的とする。

植栽地の実測より開始し,こ れらの図化を行い,植物の性状を根底と

して,配植,生態,スケール感等を理解させる。更に各種造園空間の設

計を行うことにより,植栽設計の発想より設計図書の作成まで,一連の

過程の理解,習得をさせる。

<4年次配当科目>

*造園実習

造園実習は,授業で修得 した理論に基づき,学年各人に,①施工する

手順および方法,②安全にしかも能率よく, 目的のものを造り上げるこ

と,こ の二点を体得させることが,最大の目標である。

☆造園地被各論

芝生用植物 (芝草など)の系統,種類,品種等の特徴と特性を解説し,

品種の選択を誤らないようにする。

☆自然環境保全論

自然環境の保全は,種々の分野から論及されているので,それらの論

説が如何なる立場においてなされているかを知 ることにより,自然保護

を全般的,体系的に理解し,保護の理念を整理するとともに,自然保護

思想の発展過程を諸外国の事例などにより概観する。また,わが国の制

度を学び,広域の造園計画において,保全地域の選定,区分の方法につ

いて考察していく。
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☆近代造園史

広汎な造園活動の史的流れを社会史,技術史,文化史など様々な側面

から総合的に捉え,現代に至る造園がどのような背景のもとに成立 した

かを認識し,これからの造園の在り方を忠実のなかから見通す洞察力を

修得する。

☆病害防除論

植物病理についての知識と造園植物の病害の種類・防除方法を修得す

る。

☆虫害防除論

昆虫学の基礎的知識と造園植物の虫害の種類,防除方法を修得する。

☆造園特論    (=風 景計画演習)

造園計画学0と 関連して,自然保護政策,風景計画手法等の理論にも

とづいて風景地および施設の計画設計を行い,こ れらの技術を習得する。

卒業論文 (含卒業制作 )

卒業後,実社会において直面するさまざまな現実問題や,造園界にお

ける今日的課題について論じ,又展望する。

4年間の学習の総仕上げとして,特定テーマについての研究や計画の

着眼点を知ると同時に,研究や計画のすすめ方,と りまとめ方を指導教

員の個別指導により習得する。
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表 -32-3 千葉大学カリキュラム

専

門

科

目

授 業 科 目 単位 数

履    修 年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

造

園

学

科

専

門

科

目

造 園 学 原 論 (2)

計
Ｉ

設
習演

園
画

(1)

Ⅱ (1) (1)

Ⅲ (1) (1)

Ⅳ (1) (1)

V (1) (1)

Ⅵ (1) (1)

造 園 実 習 I (1)
(1)

Ⅱ (1)

Ⅲ (1) (1)

測  量  学  I (3) (2)(1) (1)

風 景 計 画 I (2) (2)

自 然 公 園 論 (2) (2)

都 市 計 画 論 I (2) (2)

都 市 計 画 論 Ⅱ (2) (2)

造 園 施 設 学 I (2) (2)

造 園 施 設 学 Ⅱ (2) (2)

公 園 計 画 論 (2) (2)

造 園 工 学 I (2) (2)

造 園 工 学 Ⅱ (2) (2)
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履   修   年    次

2年 次 3年 次 4年 次

専

門

科

目

授 業 科 目 単位数

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

造園工 学通 論 I (2) (2)

園   史 (2) (2)

園 設 計 論 (2) (2)

攻  演  習 (2)
(1)

卒 業 論 文 (6)
(3) (3)

化樹木学 汎論 (2) (2)

環境植栽学 汎論 (2)
(2)

緑 地 保 全 学 (2)
(2)

造 園 学 概 論

測 量 学 Ⅱ

建   築  学

木   学

レクリェーション論

観 解 析 論

景 観 保 育 論

森 林 風 致 論

都市計画特 論 I

都市計画特論 Ⅱ

都 市 調 査

造園施設 特 論 I

造園 施設 特 論 Ⅱ

造 園 工 学 実 験

造

園

学

科

専

門

科

目

造 園工 学通論 Ⅱ
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専

門

科

目

授 業 科 目

履 修   年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前期 後 期 前 期 後 期

共

通

科

目

道 路 工 学

庭 園 デ ザ イ ン論

庭 園 設 計 各 論

他

学

科

科

目

造 園 史 各 論

林 学

応 用 数 学

応 用 力 学

花  園芸学 汎論

環 境 生 物 学

応 用 昆 虫 学

植 物 病 学 I

都 市 緑 化 論

土 壌 学 概 論

樹   病  学

理
学

部
科

目

地   形   学

基 礎 生 態 学

応 用 生 態 学
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環境緑地学科

専

門

科

目

授 業 科 目 単位数

履 修   年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

環

境

緑

地

学

科

専

門

科

目

環 境緑地学概論 (2)

環境植栽学汎論 (2) (2)

環境植栽学各論

環 境 植 栽 学
演 習 ・ 実 験

植 物 病 学 I (2)
(2)

植 物 病 学 Ⅱ

植 物 病 学 実験

微 生 物 生 態学

微 生 物 学 実験

環 境 生 物 学 (2) (2)

実験

応 用 昆 虫 学 (2) (2)

実験

緑化樹木学汎論 (2) (2)

各論

緑化植物学実験

地 被 植 物 学

環
境
緑
地
学
科
専
門
科
目

樹木生産 。管理学

緑 地 保 全 学 (2) (2)

緑地保全計画学

学
Ｉ

全
験爽

保
・
地
習
緑
演

同 Ⅱ
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専

門

科

目

授 業 科 目 単位数

履 修   年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

環

境

緑

地

学

科

専

門

科

目

緑 地 実 習 (1) (1)

専 攻 演 習

卒 業 論 文

(2) (1) (1)

(6) (3) (3)

森 林 生 態 学

緑地情報処理学
概      論

都 市 緑 化 論

野 生 動 物
保 護 管 理 学

森 林 昆 虫 学

環 境 計 測 論

環境アセスメン ト

フ ロ ラ 調 査

植 生 調 査

緑  政   論

樹   病   学

緑 化 植 物 流 通 論

緑地施工管理学

大 気 拡 散 論

大  気  化  学

環 境 土 壌 学

スポーッターフ 論〕 2

緑 地 設 計 実 習

共
通
科
目

農業気象学概論

園 芸 地 学 実 験
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専

門

科

目

授 業 科 目 単位 数

履 修   年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

共

通

科

目

生  物  化 学

園 芸 化 学 実験

生 物 統 計 学

公   害  論

林 学

他

学

科

科

目

植 物 栄 養 学

農   薬  学

生 態 学 概 論

造 園 学 原 論

造   園  史

都 市 計 画 論 I

庭 園 設 計 論

庭 園 デ ザ イ ン論

造 園 施 設 学 I

造 園 施 設 学 Ⅱ

風 景 計 画 学

景 観 解 析 論

景 観 保 育 論

自 然 公 園 論

公 園 計 画 論

測 量 学 I

花  園 芸 学 汎論

果樹園芸学汎論
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専

門

科

目

授 業 科 目 単 位 数

履 修 年   次

2年 次 3年 次 4年 次

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

他

学

科

科

目

疏 菜 園 芸 学 汎 論

育 種 学 汎 論

作  物   学

園 芸 学 実 験 1 1

園芸学 専門実験

土 壌 学 概 論

理

学
部

科

目

地  形   学

生 理 生 態 学

基 礎 生 態 学

応 用 生 態 学

口。造園技術者の資格

建設界には建築士を始めとする各種のライセンスがあるが,造園界独自の

ものとしてはオーライズされているものは数も少なく,その歴史も新らしい。

造園産業人口 2万とも4万ともいわれ,そ の実勢の把握はむづかしい称号 ,

格付によって自覚と地位向上に日夜努力をしている。造園業界として必要な

ライセンスはそのいづれをも優劣はつけがたいが,就業制限をともなうもの

と,現段階では称号のみのものとがある。経営方針,内容によってそれぞれ

有資格者の必要度は異るが列挙すると次のとおりである。

● 技 術 士

技術士法は昭和32年に制定されこれまで25年間に約 19,000人が技術士

試験に合格し,う ち約 15,000人 がそれぞれのジャングルの技術士として
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登録されている。理科系大卒者が 7年以上の専門的業務従事経験により技

術士を目指すわけであるが,こ れは科学技術庁の所管である。造園の分野

で適応するものとして,都市計画部門,林業部門等いくつかの部門におい

て資格を取得している。コンサル業界においては必要不可欠のもので,現

在においては全国有数の造園コンサルのトップは殆んど有資格者の筈であ

るが,称号をとり活用している者,そ の他官公庁 の 現職にあり未登録

の方を含めて造園技術者としては全国に 2～ 300名が存在する。

施工業界においては試験の出題内容,施工業内での活用度からして現在

のところさ程の必然性はなく,実際にも,官公庁出身の業界人の中に数名

を数えるのみである。

高度の知識,経験をその称号の分野で要求され 綜合的コンサルタントた

るべきものとされる以上施工業界においても有識者は今後この資格取得の

ために大いなる発奮が望ましく,ひいてはそれが施工業界の地位向上にも

つながるものであるに相違ない。

● 施工管理技士 (造園・土木 )

昭和44年度に公共工事の増大と多様化に対処する責任施工の態勢に対し

建設省は土木施工管理技術者を国家認定の資格として発足させた。新たに

昭和50年に造園界のために造園施工管理技術者制度を発足するまで造園界

は土木施工管理技士の制度の範ちゅうで充足させられていた。造園の分離

独立により先行 していた土木施工管理技士,建設機械施工技士等と並列に

遇せられ,現在は未だ完全な就業制限をともなう資格でないまでも,大型

工事及び中央官庁発注の工事においては現場代理人及事業所開設,建設業許

可条件等に不可欠とされ近い将来完全な職業制限のライセンスになるであ

ろう。

公共工事の施工においては従前のようなただ工事現場の指揮,監督,運

営のみでなく,あ らゆる面の施工管理を迫まられており,こ の制度によっ

て造園も建設界の中において存在を位置づけられたものといえよう。これには,
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1・ 2級の区別があり56年度までで総計八万数千の造園施工管理技士が

おり,造園技術者人の若人達もその取得に対し日夜努力を重ねている。施工

業界においてはその有資格者に一定の手当を給料に加算し励みとしている

ところも多い。

表-34 施工管理技士合格者数

(注)特別研修に係る者を含む。2級の1名は過年度受講者である。

● 技能士 (造園 )

労働省の所管において各業態に技能士の称号はあるが,造園技能士は昭

和48年より加えられ発足した。昭和55年度までにおいて 1級技能± 12,800

余名, 2級技能士は 17,000余名がそれぞれ取得しているが,こ の資格は

前記の施工管理技士と異り主として民間の庭園事業の施工において技能者

の地位を高めるため客観的に評価されたもので就業制限はともなわなかっ

た。近年建設省の営繕工事等において,高度の造園修景工事は 1級造園技

能士の現場常駐を義務づけられ,技能士に対する認識は一段と高まった。

それまでの施工界,特に東京等の大都市の造園施工業者は比較的公共工事

型が多く,技能士の存在に対してはさ程の関心を示さなかったが近年とみ

に高まり受験者は急増を示している。

造園工事技術者試験 実 地 試 験 特  別  講  習 技術検定

合格者数
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受講者数 合格者数 合格率

１
　

　

級

56年 度

56年度 ま
での総計

(人 )

2,421

16,652

(人 )

1,084

6,314

(%)
44.8

(人 )

1,123

6,872

(人 )

1,017

5,992

(%)
90.6

87.2

(人 )

0

23,034

(人リ

0

23,013

(り′
``,リ

99 9

(人 )

1,017

29,005

２
　

　

級

56年 度

56年度ま
での総計

3,924

25,742

1,588

12,936

40.5

50.3

0

41,179
〈注)

1

39,501
(こL)

95.9

1,589

52,437
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● 造園修景士

財団法人日本造園修景協会で与えているライセンスであるが,現在では

この称号による特典は何もないがこの資格は造園界が一種の企業防衛の手

段として現われたものとして見るべきもので,近い将来正式の国家認定の

ものとなる日も遠 くはないであろう。現在は厳重な自己申請の書類審査に

よって,上級 241名普通82名 の日本造園修学協会々員中においてのみ与えら

れているが今一段の啓発を必要としよう。

これは前記の施工管理技士の項で述べたごとく,先行した土木施工管理

技士が,かって数年間造園工事の管理を土木施工管理技士の名称において

行われて来た代償として,特別講習のみで別表にも見られるような数の土

木技術士が造園施工管理技士を名乗るに至った。造園修景士は植物の認識

の薄い土木出身の名称上の造園技術者と一線を画するためである。

● その他の資格及免許

設計,施工を問わず工事において測量の重要さはいうまでもなく,測量

士,測量士補のライセンスがあり,造園施工業者の技術陣の中には,有資

格者を擁して施工精度の向上に努めている。

その他,作業主任者技能講習等により与えられる免許として,作業の就

業制限をともなうものは,安全推進員,重量物取扱,型枠支保工,山止メ支

保工,地山堀削作業,アーク溶接,ガス溶接,玉掛ケ,移動式クレーン,

車輌系建設機械運転,その他危険物取扱い,農薬取扱い等である。建設

業界同様,造園工事においても各種の資格,免許によって運営されており,

施工業者の技術者は広汎な知識を要求され,また,必要とするわけである。

ハ.造園技術者の養成と向上

施工管理技士 ,0技能士制度等国家ライセンス,就業制限をともなう各種免

許,有資格者の現場常駐義務等,む しろ遅きに失した感はあるにせよ技術者

は勿論,経営者,営業マン,従業員の資質向上にようやく目覚め,資格取得

に対する受験対策を手始めとし,それを契機に各種研修会,講習会,勉強会 ,
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が全国各地で逐次精力的にもたれるようになった。

まず全国組織である日本造園建設業協会においては施工管理技術者及び,

造園技能士の受験対策講習会を各分野のベテラン講師によって独自の解説書

により毎年全国ブロック毎に行い可成りの成果と見ている。また,ますます

多様化する現場管理に対処する公共工事現場代理人の責務の自覚と資質の向

上を目的とする講習会も持たれ傘下従業員数千名が受講 し現在も続行中であ

る。そのほか適正積算と正当なる価格による施工契約を目的で組織的に積算

講習を行っている。

その他の協会等の組織で定着 し定例化されている著名なものとしては, 日

本造園修景協会の主催する造園夏期大学がある。これは官民の造園技術者が

一堂に会 して数日間可成り高度な内容の研修会を,毎年定められたメインテ

ーマによって百数十名の参加の下に行っている。このほか,伝統庭技研修会

土壌・農薬・病害虫の講習会 も定例化し造園界に貢献している。

次に道路緑化保全協会も,道路緑化の保全を主目的とする各種余研究発表 ,

技術研修,道路緑化講習会等,幅広い全国的視野の独自の運動を展開してい

る。

また,現在殆んど全国に網羅された都府県別の造園建設業協会,若 しくは組

合もそれぞれの地方に適応 した意味での講習会,研修会を盛んに行っている。

技術,技能の養成,向上に対 し協会,グループ等の運営も目覚しいものが

あるが,全国各地にある職業訓練校の存在もまた大きな意義がある。東京 ,

神奈川,栃木,新潟等関東地区を始め阪神地区においても公共 0事業内を併

せると造園コースは二十数校に及び,実社会の経験ある学卒者を新しい視野

の下に再訓練し施工業界の人材確保,資質向上に大きな貢献をしている。

いづれにしても後進性をいわれた造園建設業界も経験の浅い造園工種であ

るコンクリート・舗装・石積工等の施工技術の体得に現在の段階では急務とし

建材の研究,開発,新工法の開発等に対しては未だしといわねばならない。

目下の焦眉の急務は造園という一つのジャンルの確立であり,官民いづれか
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に於て一日も早い造園研究所の設置発足が望まれる。

表 -35-1 日本造園修景協会造園夏期大学 (昭和56年度 )

日 時 9 :45～ 11 :45 12:45～14:45 15:00～ 17:00

8

/

17

閉

これからの造園デザ

イン

植 生 計 画 デザインプロセスの実際

8

/

18

因

造 園 施 設 の 設 計 外 部 空 間 の 設 計 歴史的風土の保 全

8

/
19

レ|ヾ

水 景 デ ザ イ ン 自然 環 境 の 理 解 歩行者空間のデザイ

ン

8

/

20

劉

アーバ ン・ デザイ ン 植 栽 デ ザ イ ン 総 括 討 論
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表 -35-2 (社 )日 本造園建設業協会現場代理人研修セミナー教程

月 日 時    間 課 講   師

第

月

日

9 :30

①

(1時間15分 )

○ 公共事業の傾向と業界の姿勢

1.国家予算の概要

2.公共造園工事のみとおし

3.造園建設への期待

4.業界の体勢と体質

建設省

又は

地建・担当官

11 : 10

①

(45)

○ 現場代理人の業務 (1)

1.公共造園工事の特長

2.公共造園工事施工のしくみ

3.事業主と請負人の関係

4.監督員 と現場代理人の関係

地方自治体

部課長

12:00 (休 憩 )

9 :00

⑪

(3時間45分

○ 現場代理人の業務(2)

1.代理人の責務

2.工事の各段階の処理事項

3.現場指揮の要訣

4.利  潤

5.安全管理・事故処理

○ 元請下請関係合理化指導要領

日造協

技術委員長
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講   師

日造協 0

第
　
一
一　
日

月

　

　

日
　

（
　

　

）

月 日 時    間 課

9 :00

①

(2時間45分 )

○ 造園土木工事施工要領

1.施工計画

2.工事測量

3.工程管理

4.材料調達と自主検査

5.各種工事のチエックポイント

6.検査の種類・検査の立会

日造協 。

技術副委員長

12:00 (休 憩)

13:00

①

(45分 )

○ 工事写真撮影要領

1.目   的

2.撮影計画・監督との協議

3.撮影要領・整理要領

同  上

14:00

⑪

(2時間)

○ 植栽工事施工要領

1.造園技術者の特技

2.「枯損」の原因

3.植栽施工のチエックポイント

4.材料の調達・ 苗木の判別

○ 事業主から代理人への要望
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科 名 時   間 科 名 時    間

園

物

産

物 病

壌 ・

全

学

学

学

学

料

生

芸

工

理

肥

衛

造

植

生

植

上

安

園

28

49

13

19

13

9

15

施

材

積

製

　

照

実

造

造

仕

設

測

技

集

園

園

様

計

有ヒ

〈
ロ

工

料

算

図

量

査

技

52

23

11

20

21

12

60

表-35-3 東京都造園高等職業訓練所 (昭和57年度)時間割表

学科合計 285時間 4月 ～ 1月 毎週土曜日全日トスル

3.関 連団体 の動 向

緑と人のかかわりあいは,趣味,学術研究から生業として,或いは企業経営

の対象として長い年月歴史と共に歩んで来たが,時代の変遷にともない緑の価

値観も変貌し,特に昭和40年代,経済の高度成長時代を迎え,人々の生活が豊

かになり心の余裕を取り戻すようになるとともに,緑に対する本能的欲求が切

実さを増し,一方社会的には産業,経済の急激な発展が招来した各種公害対策

上からも緑の重要性,必要性が再認識され,緑化需要が急激に増大し,かつ多

様化して来た。

従ってこれに対応するために技術開発,樹木生産,設計施工等供給側の姿勢

も当然変化し,専門的に細分化され かつ,その組織化を要求されるようになり,

従来個々に活動していた研究者,専門家或いは企業等が夫々の分野で組織化す

る機運が醸成され,次々に各種の組合,協会等が新発足或は再発足し,時代の

ニーズに対応する機能を持ち活動するようになってきた。これらの団体は都道

府県別に或は地方ブロックごとに,ま た全国組織として活動 しているが,全国

組織の団体はその殆んどが本部を東京都に置いている。広義の緑化関連団体と
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しては国土緑化の見地から,森林,林業関連団体も包含されるが,本自書では

都市緑化に関連する団体に主眼を置き社団法人,財団法人,組合その他任意団

体に分類し,その動向等について集録 した。

社団法人 日本造園建設業協会

所 在 地 東京都千代田区麹町 5-7

紀尾井町TBR l101

電 話  03-263-3039

沿  革 昭和40年  日本造園緑地組合連合会設立

昭和46年 (社団法人 日本造園建設業協会設立

主務官庁 建設省

会  員 正会員   1228社

賛助会員  11社  8団 体

目  的 造園技術の向上,造園事業の建全な発展を計り,都市環境の整備促

進,都市緑化の推進に寄与する。

事  業 (1)造園技術の研究及び指導 (2)造園工事の施工能力の開発及び

省力化,機械化の調査研究 (3)造園資材の価格,流通機構に関す

る調査研究 (4)造園業の合理化に関する調査研究及びその促進

(5)地方緑地行政に対する協力 (6)道路,住宅,工場,学校等緑

化行政に対する協力 (7)緑化樹木の安定的な供給体制の整備促進

(8)造園技術の国際的交流の促進 (9)造園業に関する情報,資料

の収集交換 10 関係行政庁め諮間に対する答申建議及び請願

(10 造園技術者の技術及びその地位の向上のための研究会,講習会

等の開催 (10 会報,機関誌及び図書の発行  [Э 造園建設業に

係る共同施設の設置及び運営 (1」 造園建設業の経営に必要な資金

の貸付及びそのための借入 (19 その他本会の目的を達成するため

に必要な事業

概  要 本邦唯一の造園建設業者の全国組織の団体で,地域ブロック別 8総
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社団法人

所 在 地

沿  革

主務官庁

会  員

目  的

事  業

支部,都道府県に45支部を置き活動している。建設業法の改正を機

に造園建設業の独立を実現し,関係官公庁に対する提言,陳情等を

通じ造園緑化事業の合理化を推進すると共に,各種緑化推進大会の

開催,都市緑化月間行事への協力参加等外部に対する積極的活動を

進める一方,協会員の資質向上のための各種研究会,研修会 ,講習

会等を開催する等着実に実績をよげている。これらの事業は企画 ,

財務,事業,広報,技術,資材の 6委員会が中心になり推進してい

るが,こ のほか「造園緑化事業拡大推進本部」「厚生年金設立準備委

員会」を設置活動 している。名実ともに造園建設業界の中心的存在

で,その動向の緑化行政,造園業界に与える影響は大きく,業界を

とりまく状勢の厳 しい中で,業界のリーダーとしての活動が期待さ

れている。

東京都造園緑化業協会

東京都渋谷区神南 1-20-11 造園会館内

電話 03-462-2858

昭和50年 東京都造園緑化業協会設立

昭和52年 社団法人 東京都造園緑化業協会設立

東京都

正会員   146社

都市環境における緑の重要性を深く認識し,都市緑化意識の高揚に

努めるとともに造園緑化技術の向上,研究開発を行い,併せて造園

建設業の健全な発展を図ることにより,首都の緑の保全,緑化の推

進に寄与する。

(1)緑化意識の高揚及び緑化事業に対する協力 (2)講習会,研修

会等の開催 (3)造園緑化技術の向上及び経営に関する調査研究

(4)造園緑化に関する情報,資料の収集とその提供 (5)関係行政

庁に対する協力 (6)機関紙及び図書の刊行 (7)そ の他本会の目
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概   要

的を達成するために必要な事業

東京都下の造園緑化業者で組織する代表的団体で,多彩な活動を展

開しているが,事業推進の軸として,(1)東 京都,特別区,市町

村等の緑化関係行政機関との連携強化を図る。 (2)都民の緑化意

識の強化を図る。 (3)協会員の経営体質の向上を図る。を掲げ,
関係行政機関への提言,陳情,関係官庁との協議会,都民に対する

苗木の無料配布,日 曜植木屋等の講習会,緑の相談所の常設,社会

福祉施設への樹木の寄贈,会員の経営,技術の向上のための各種研

修会,研究会の開催,緑化に関する調査の受託,機関紙,関係図書 ,
パンフレット等の発行等を実施し,各実共首都東京の緑化推進の担

い手として活発に事業を推進 している。

これらの事業は,長期計画に基き,総務,事業,技術,広報の各

種委員会並びに特別委員会が中心になり処理推進を図っている。

因みに,こ れまでに設置した特別委員会を列挙すれば次のとおり

である。

造園工事連絡協議会の設置に伴う特別部会 (昭和 55年 7月 設置)

では,「枯補償部会」「諸経費部会」「工事写真部会」「造園材料

部会」「積算部会」などをとりあえず設置し,造園工事の諸問題に

ついて,官民からなるプロジェクトチームを編成し,問題の改善と

合理化につとめている。次に,都市防災緑地に関する特別委員会

(57年 2月 設置)では,東京都における防災緑地の現状と問題を摘

出し,都市防災上の緑地のあり方について,具体的提言をおこなう

べく検討審議をおこなっている。また,本書「東京都緑化白書」発

刊についても,自書作成特別委員会がこの作業に当った。このよう

にこれまでの主要な特別委員会を列挙したにすぎないが,こ の他に

も時宜により,有効適切かつ,意義ある各種事業の推進に広範,多

彩な活動をおこなっている。
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社会法人

所 在 地

沿  革

主務官庁

会  員

目  的

事  業

概  要

日本公園緑地協会

東京都千代田区平河町 2-4-16 平河中央ビル

電話  03-265-8551

昭和11年 公園緑地協会設立

昭和38年  日本公園緑地協会に改称

昭和42年 社会法人 日本公園緑地協会設立

建設省

都道府県47  市町村 739  法人16  個人 408  賛助会員

165

公園緑地等に関する事業の健全な発達を図るとともに,国土美化 ,

都市緑化等の推進に寄与する。

(1)公園,緑地,運動場,墓園 ,庭園,遊園地等に関する調査, 研究 ,

計画及び設計 (2)公園緑地等の指導,啓発及び事業の促進 (3)

公園緑地等に関する事業の実施 (4)公園緑地等の維持 (5)都市

及び地方の総合的な緑地計画に関する調査,研究,指導及び推進

(6)国土美化及び都市修景に関する調査,研究,指導及び推進

(7)屋外レクリエーションに関する調査,研究及び指導 (8)風致

地区, 保勝地及び観光地の保全,開発に関する調査研究及び指導

(9)関係官庁その他の各種機関の諮間に対する答申,請願及び建議

10 図書,印刷物及び機関誌の発行 (11)研究会,講習会,展覧会 ,

(1, その他本会の目的を達成するために必要な事業

本協会の正会員は都道府県及び市町村等の公共団体とその職員で構

成され,関連企業等は賛助会員として入会 している。主要な事業活

動としては毎年全国持ち廻りで開催する「日本公園緑地大会」で建

設省,地元県市,全国の公共団体公園緑地関係者が参加,一般情勢 ,

公園整備事例報告,現地研修等を実施する。毎年緑化月間に「都市

緑化,都市公園整備推進全国大会」を開催,緑地行政関連の講演 ,
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事例報告,行政に対する要望等を行つている。又機関誌「公園緑地」

他関係図書の刊行 ,公園緑地関係の功績者の表彰,会員向けの各種

講習会の開催,公園緑地に関する標準歩掛,設計等の調査研究を進

め,之等に関する地方公共団体からの受託事業を実施する等の諸事

業を展開している。

社団法人 道路緑化保全協会

所 在 地 東京都千代田区一番町27-2 松下ビル

電言舌 03-234-4053

沿  革 昭和47年 道路緑化保全協会設立

昭和50年 社団法人 道路緑化保全協会設立
主務官庁 建設省

会  員 団体会員  279団体  個人会員  339名  6委 員会
8支部

目  的 道路と環境との調和を考究し,道路に関する緑化の推進と緑地の保
全を通 じて,良好な道路環境の創造を図り,健康で文化的な国民生

活の向上に寄与する。

事  業 (1)道路景観に関する調査研究 (2)道路及びインターチェンジ周
辺施設の緑化,法面整備及び修景に関する調査研究 (3)道路緑化
による交通公害の防除に関する調査研究 (4)道路及びインターチ
エンジ周辺施設緑地の維持管理に関する調査研究 (5)道路休養施
設及びレクリエーション道路の計画,設計に関する調査研究 (6)

道路環境の創造に関する情報,資料の収集及び交換 (7)道路の緑

化及び保全に如する国際協力 (8)機関誌の発行及び図書の刊行 ,

配布 (9)関係行政庁及び関係機関に対する請願 10 道路環境の

創造に関する調査研究の受託 [1)研究会,講習会等の開催 任0
その他本会の目的を達成するためら必要な事業

概  要 国の文化・ 経済の大動脈である道路の整備は国の重要な施策であり
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沿

社団法人

所 在 地

革

主務官庁

会  員

目  的

事  業

国民の健康で文化的生活の向上に資するところは大きい。

当協会は道路と緑と人間のかかわりを考え,道路環境に関連ある

官,学,民各界の頭脳を結集して,人間性を尊重した緑豊かな快適

で安全な道路を作るために,種々の調査研究,啓蒙の活動を実施し,

その成果が道路整備に生かされることを目標にしている。従って協

会の構成も行政,学界を横断的に網羅したユニークな組織で,その

事業も全国組織にふさわしく,全国各地で活発に実施している。創

立以来10年間に実施した講演会約20回,研修回 8回 ,講演会 7回 ,

シンポジューム 3回 ,国内現場調査 3ケ所,海外調査 4回等精力的

な活動を展開しており,調査研究事業についても自主調査研究26件 ,

受託調査研究 113件の多数にのぼり,道路緑化に取組む真摯な姿勢

は大いに評価されている。

日本植木協会

東京都港区赤坂 2-14-33 栄屋清水ビル

電話 03-586-7361

昭和46年  日本植木協会設立

昭和 48年 社団法人 日本植木協会設立

農林水産省

586名   7地 域ブロック  41都 道府県支部

国土緑化推進に協力し,緑化用樹及び観賞用樹全般にわたる生産技

術の向上,品種の改良及び流通の円滑化を図る。

(1)緑化用樹生産者を対象とする研究施設の設置 (2)緑化用樹の

需要に即応する供給体制を確立するため,全国生産状況の調査並び

に需給情報の収集,品種 規格別,供給機能の増進 (3)遊休土地

活用等による緑化用樹の合理的生産の開発指導 (4)流通改善並び

に集散機構の近代化を促す活動 (5)関係機関との連携を深め,国

策並びに社会的要請に応える活動 (6)緑化用樹に関する国際的交
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概  要

社団法人

所 在 地

流の促進 (7)そ の他

緑化用植物の生産・ 流通面を担当する唯―の全国規模の団体で約

600名 の専業々者が加入し,会員の扱い量は全国の 5.割以上を占め ,

業界の指導的役割を果している。生産量調査,流通動態調査等を毎

年実施し,行政当局,需要者に情報,基礎資料等を提供する活動を

している。樹木生産は長い歴史と伝統を有しているが,時代の変遷

と共に需給構造も変移し.特に昭和40年代から50年代の経済の変動

は,此の業界にも大きな影響を与え,供給不足,生産過利を繰返し

て来たが,最近漸く落付きを見せ始めている。 しかし現下の深刻な

不況下にあって解決を要する課題は山積 しており,激動の数年間の

貴重な体験を生かし,経営の 代化の促進と,質,量,価格の安定
した供給体制を確立すべく努力中である。

これには行政の適切な指導と共に需要者である造園建設業界,な

らびに設計業界等関連業界の相互理解と協力が必要であろう。

日本造園組合連合会

東京都港区虎の門1-22-13 秋山ビル

電話  03-503-1585

昭和48年  日本造園組合連合会設立

昭和49年 社団法人 日本造園組合連合会設立

労働省,建設省

42支部  180分会  12,000名

造園技能者の技能及び知識の向上を図り,造園業に従事する者の社

会 的 ,経済的地位の向上と造園業の健全な発展に寄与する。

(1)造園工事に関する職業訓練に関すること。(2)造園技能者の育

成に関する施策の研究及び建議 (3)造園工事に係る技術の改善に

関する調査,研究及び建議 (4)造園工事業の安全施工に関する研

究及び指導 (5)造園工事業に係る共同施設の設置並びに運営

沿   革

主務官庁

会  員

目  的

事  業
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概 要

社団法人

所 在 地

沿  革

主務官庁

会  員

事  業

(6)造園工事業に係る資機材等の共同購入 (7)造園工事業の経営

に必要な事業資金の貸付及びそのための借入 (8)造園工事業者に

対する社会の認識を高めるための啓蒙及び宣伝 (9)機関紙及び図

書刊行 10 その他法人の目的達成に必要な事業

造園業に従事する者が組織する団体で構成する全国規模の法人で ,

「仲間同志の思いやりと固い団結と支援の精神」し「最小の経費で最

大の効果」を基本スローガンとして掲げ,幅広 く。きめのこまかい

活動を展開している。重点施策として実施 しているのは,技術技能

対策では,技能士の制度的活用の推進,資格取得の講習会の開催 ,

実力養成技能実習等で,経営対策としては枯補償対策,積算,歩掛

りの検討,福祉対策では「みどりの共済」の運営,法定保険,各種

共済への加入促進等を図 っている。又機関紙「造園連新聞」の発行

をはじめ,各支部分会の広報活動を促進し,造園コンクール,植木

市,展示会,公共への奉仕活動等対外広報活動も活発である。一方

組織対策では,分会,支部,本部,本部各段階の体制強化,青年部

の育成,日本造園アカデミー会議の開催等があり,その他伊勢神宮

奉納行事,海外視察等多彩な事業活動を行っている。

日本インドア・ グリーン協会

東京都渋谷区恵比寿 1-2-10 エビスユニオンビル

電話 03-793-1777

昭和29年 全日本貸植木業者連盟設立

昭和39年  オールニッポングリーンサービス連盟に改称

昭和48年 社団法人 日本インドア・ グリーン協会設立

農林水産省

約 591名

(1)屋 内緑化装飾技術に関する研究及び指導普及 (2)屋内緑化装

飾業の近代化,合理化に関する調査研究 (3)屋内緑化装飾用植物
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概  要

社団法人

所 在 地

等に関する意見の関係官庁及ひ関係諸団体への建議 (4)屋内緑化

装飾に関する情報及び資料の収集,交換並びに国際的交流の促進

(5)屋 内緑化装飾用植物に関する雑誌,書籍の刊行

都市生活に潤いと憩を与えるために都市の建物の中に観賞植物を主

体とした緑を積極的に導入する屋内緑化装飾業者の全国組織で,関

連事項の調査,研究,指導,普及等の推進と企業の合理化,近代化

を図る活動をしている。

日本庭園協会

東京都新宿区西早稲田 2-1-28 小林建設ビル 龍居庭園研究所内

電話 03-202-5233

大正 7年 日本庭園協会設立

昭和12年 社団法人 日本庭園協会設立

環境庁

466名

庭園_公園,園芸及び風致に関する研究並にこれに関する趣味の普

及及び発達を図る。

(1)機関雑誌その他図書の刊行 (2)研究会,講習会,見学会等の

開催 (3)前各号に掲げるもの 外ゝその目的を達成するために必要

な事業

大正 7年創立された団体で緑化造園関連団体の草分けともいうべき

古い歴史をもつ団体で造園界に数々の輝かしい業績を残 している。

昭和12年社団法人の認可を受け,活動 していたが第 2次大戦で止

むな く活動を中断,戦後再開,そ の後庭園協会と造園士会が合

流し,機構を一新 して,伝統的日本庭園の保全と作庭技術の継承,

向上に着実な活動を展開しているュニークな造園家集団である。機

関誌「庭園」は庭園に関する権威ある刊行物として斯界の高い評価

を受けている。

沿  革

主務官庁

会  員

目  的

事

概  要

業
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財団法人

所 在 地

沿  革

主務官庁

目  的

事  業

概  要

日本緑化センター

東京都港区赤坂 1-9-13 二会堂ビル

電話  03-585-3561

昭和48年 財団法人 日本緑化センター設立

農林水産省,建設省,通商産業省

緑化に関する綜合的な調査研究,技術開発,情報の収集 0提供 ,

緑化技術及び緑化思想等の普及指導等の業務を行うことにより,緑

化円滑な推進を図り,国民生活環境の向上に資する。

(1)緑化に関する綜合的な調査研究 (2)緑化に関する技術開発

(3)緑化に関する情報の収集,分析及び提供 (4)緑化に関する技

術の普及向上 (5)緑化に関する思想の普及啓蒙 (6)緑化用樹木

等の適正な流通システムの開発 (7)前各号に附帯する事業 (8)

その他本財団の目的を達成するために必要な事業

本財団は昭和30年乃主40年にかけた経済の高度成長期に派生した国

上の自然破壊にともなう生活環境の悪化,各種の公害問題の発生の中で ,

緑豊かな生活環境の回復を希求する社会的ニーズのたかまりを背景に経

済界,農林業界,造園建設業界,樹木生産業界,関連学界,民間各

界が中心となり,農水省,建設省.通産省等の行政機関の協力のもと

に設立された試験研究法人である。都市地域をはじめ農地,森林 ,

水域等広範囲な環境緑化の課題に取り組み,長期的展望のもとに関

連各界の英智を結集して,新たな観点から総合的な緑化の在り方や

基本方針の確立のための検討を重ね,行政機関に提言する一方,実

践的研究開発機関として,緑化樹木の流通,モ デル緑地の造成,緑

化パイロット事業,各種技術開発と調査研究,緑化コンサルタント

事業,国際交流,機関誌「グリーンエイジ」や関係図書の刊行等幅

広く積極的な活動を展開している。環境緑化の推進には適切な行政

にまつ処が多く,現状のタテ割り行政の中で綜合的計画と推進には
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財団法人

所 在 地

沿  革

主務官庁

会  員

少なからぬ障害の存することは否めないが,こ れを補完し,横断的

な機能を発揮し得る緑化センターの存在意義は貴重で,環境緑化の

シンクタンクとしての活躍に期待するところは大きい。

日本造園修景協会

東京都千代田区平河町 2-16-14都市計画会館

電話  03-262-5730

昭和51年  日本ガーデン協会設立

昭和52年 財団法人 日本造園修景協会設立

建設省

個人会員  1966名   賛助会員  30団体  9支 部

8委員会

造園修景及びレクリエーションに関する調査研究,技術の向上及び

啓蒙普及のための諸事業を行い,造園修景事業の健全な発達を推進

し,公共の福祉の増進に寄与する。

(1)自然及び生活環境の保全に関する調査,計画及び研究 (2)各

種の造園修景に関する計画,設計,施工,管理技術の研究及び開発

(3)関係官庁その他各種関係機関への建議等 (4)内 外の造園修景

に関する調査,計画,設計,研究等の受託 (5)造園修景に関係あ

る国内団体及び報道機関との連携強化及び一般国民の国土美化,修

景に関する意義の啓蒙 (6)研究会,講演会,講修会等の開催

(7)造園修景にたづさわる者の社会的地位及び技術の向上のための

事業の実施 (8)図書,印刷物及び機関誌の刊行 (9)造園修景作

品の登録 10 我が国の伝統的庭園技術の保存と普及 (11)造園修

景に関する功労者の表彰 (10 海外の造園修景にある団体及び個人

との交流親善

造園修景思想の啓発普及につとめ,時代に対応する関連諸施策を実

施し,自然環境の保全と居住環境の整備改善に資することを基本方

目  的

事  業

概  要
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財団法人

所 在 地

針として事業を展開している。造園修景の思想を啓発し,関係情報

の収集,提供を図るため機関誌「造園修景」を刊行する等活発な広

報活動を実施し,国際造園家会議への出席,海外緑化事情の視察等

の国際交流を促進する一方,高度な造園修景技術の開発向上のため

卓越した専門技術者に造園修景士の資格認定と登録,ま た優秀な作

品の登録と関係図書の保存,公共造園に使用する各種施設の品質向

上と発展を期し修景施設の認定を実施する等特異な事業を推進して

いる。造園緑化関様の団体は多いが業種別に独立したそれぞれの分

野で活動している中で,造園修景技術者の集団として,その専門的

研究の成果は環境緑化の推進に大きな役割を果 している。

東京都公園協会

東京都千代田区日比谷公園 1-6 市政会館

電話 03-504-1836

昭和23年 東京都公園協会設立

昭和29年 財団法人 東京都公園協会設立

東京都

東京都の公園緑地事業の発展振興を図り,併せて都民の慰楽,保健

及び教化の向上に寄与する。

(1)東京都公園緑地事業に対する協力 (2)都市公園,自然公園等

公共用施設の利用並びに宣揚 (3)景勝地の保護育成並びに文化財

の啓蒙保存 (4)環境緑化の推進並びに園芸等教育趣味の宣揚普及

(5)レ クリエーション事業の指導開発 (6)公園緑地等造園関係事

業の研究調査,企画指導並びに設計営理に関すること (7)公 園緑

地等に関する附帯事業の経営並びに受託 (8)講演会,展示会,研

究会等の催物の開催 (9)機関誌その他印刷の刊行 10 内外関係

団体との連絡協調 01)そ の他本会の目的達成上必要と認める事業

東京都の公園緑地事業に側面的に協力 し,公園内の諸サービス事業

沿  革

主務官庁

目  的

事  業

概  要
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を行なつている。主要財源は公園内の遊戯施設,便益施設等の経営

収益で,合理的良心的経営で利用者へより良いサービスを提供,都

民福祉のために環元している。一般会計事業としては公園諸行事の

開催ならびに協賛,美化清掃,公園資料館の運営,機関誌「都市公

園」その他公園関係論文,資料の刊行,植物愛好会の運営,都並び

に区の受託事業等である。また特別会計事業としては,売店の直営 ,

宿泊休養施設,駐車場の運営 ,「東京公園文庫」を始め諸刊行物の発

刊,便益施設の委託経営,そ の他造園調査,公園緑地附帯業務の受

託等を実施しといる

東京都造園建設業協同組合

所 在 地 東京都渋谷区神南 1-20-11 造園会館

電話 03-496-611

沿  革 昭和 年 東京造園建設工業組合設定

昭和39年 東京造園建設業協同組合設立

昭和50年 東京都造園建設業協同組合に改称 (神奈川地区組合員は

退会 )

主務官庁 東京都

組 合 員 62社

目  的 組合員の相互扶助の精神に基き,組合員のために必要な共同事業を

行い, もつて組合員の自主的な経済活動を促進し,且その経済的地

位の向上を図る。

事  業 (1)建設業法に基く造園工事の施工 (2)組合員のためにする造園

工事の共同受注及びその斡施 (3)組合員の取扱う造園用資機械の

共同購買 (4)組合員の従業員の最低賃金に関する協定その他組合

員の事業に関する協定 (5)組合員に対する事業資金の貸付及び組

合員のためにするその借入 (6)組合員の経済的地位の改善のため

にする団体協約の締結 (7)職員訓練法に基づく事業内職業訓練に
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関する事業 (8)組 合員の事業に関する経営及び技術の改善向上ま

たは組合事業に関する知識の普及をはかるための教育及び情報の提

供 (9)組合員の福利厚生に関する事業 10 前各号の事業に附帯

する事業

概  要 中小企業協同組合法に基づき東京都内の造園建設業の専業者により

組織され,業界団体として最も古い歴史をもち,東京都,区市町を

はじめ,建設省等の諸官公庁及び公団,事業団等の公共緑化工事 ,

民間造園工事等の施工により環境緑化の推進に協力すると共に,傘

下組合員の自主的な経済活動を助長するため経営及び技術の向上 ,

情報の提供,福利厚生,造園機材の共同購入等幅広い活動を実施し

ている。特に伝統ある造園技術の修得向上のため当組合が所管 して

いる (財)東京都造園高等職業訓練校は,単に組合加盟の企業従業

員のみならず業界全般に門戸を開放して実施している。この訓練校

の教育成果と毎年発行している「造園材料標準価格表」は共に斯界

各方面の高い評価を受けている。

日本造園コンサルタント協会

所 在 地 東京都渋谷区神宮前 1-16-4 明東ビル

電話  03-402-7387

沿  革 昭和42年 日本造園設計事務所連合設立

昭和55年  日本造園コンサルタント協会に改称

会  員 111社

目  的 造園設計技術の向上並びに庭園コンサルタント業務の健全な発展を

図り,豊かな生活環境の向上に資する。

事  業 (1)造園の設計管理業務の進歩改善についての調査,研究及び広報

(2)造園技術の向上についての調査及び研究 (3)造園技術者の資

質の向上 (4)造園設計事務所の共同の利益のために必要な事業

(5)造園界の発展に寄与する対外活動
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概  要 昭和40年代の当初,数名の熱心な造園設計者のコミユニケーション

の場としての集会が,次第に輪を広げ,42年に造園設計事務所連合

に発展 し,情報誌の発刊,国際交流,造園夏期大学,講習会等を通

じ,関連分野への協力をする一方,内部充実を図りつつその組織化

を進めて来た。40年代後半,所謂緑化ブーム到来と共に環境緑化関

連の設計業務が急増し,各事務所もスタッフをそろえ,従来の造園

家としての創作活動中心から,現実に対応するビジネスとしての設

計業務の充実を図る時期を迎えた。50年代に入り,連合は見学会 ,

講習会,作品展示会,討論会等を相次いで開催,ア メリカスタディ

ーツアーも実施し,その活動は内外から注目され,建設コンサルタ

ント関連団体として,その活動が期待されるようになった。組織も

逐次強化され,技術,業務,編集,総務,資格審査の 5委員会を設

け,設計管理業務の改善のため,報酬基準の改訂をはじめ,機関誌

「ラン ドスケープジヤーナル」の発刊,公園設計関係の研修会への

講師団派遣,都市緑化月間行事の動員参加 ,専門的調査研究等々関

連諸団体と連携を図りつつ活発な活動を展開している。

日本公園施設協会

所 在 地 東京都千代田区麹町 4-7-7 第一地曳ビル

電話  03-234-2310

沿  革 昭和55年  日本公園施設協会設立

会  員 68社

目  的 公園施設の質的向上を図るための技術水準の向上,経営合理化の推

進,安定供給体制の確立,業界のレベルアップを図る。

概  要 発足して日の浅い協会であるが,公園施設製造業界で唯一の全国組織

の協会で「休養施設」,「還境資材」,「遊器具」,「施設・設備」の

四部分を設け,都市公園整備事業の一翼を担う団体として,内部体

制の充実を図りつつ,関連諸団体と緊密な連携のもとに活発な活動

の展開を期している。
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Ⅳ 昭和57年度の緑化施策の動向

昭和57年度における公園緑地関係予算額は,表 -36の とおり 757億 2千万円

で,対前年度比22.4%の増加となっている。これを構築費についてみると,56

年度が55年度とほぼ同額であったのに対し,57年度は56年度に比
べ34.1%の増

加であり,ま た 維持費については,56年度が13.8%の増加であったのに対し,

57年度は20.1%の増加となっている。

道路関係予算額は,表 -37の とおり38億 3千万円で,対前年度比 2.3%の増

加にとどまっている。これを新設費についてみると,56年 度́ が55年度に比
べ

75.6%の増加であったのに対し,57年度は56年度に比べ,18。 1%の減少であり

また 維持費については,56年度とほぼ同じ位の伸びで16.1%の増加となってい

る。

1.昭和57年度予算の概要

(1)公園緑地関係 (表 -36)

イ 建設省・環境庁・ 宮内庁

国営昭和記念公園の早期開園をはかるため積極的にその整備を推進する
と

ともに,皇居外苑をはじめとする国民公園の施設整備をはかることとしてい

る。

構築費については,予算額23億 3千万円対前度比 7.6%の 増加,維持費に

ついては,予算額 2億 6千万円で, 3.2%の増加となっている。

口 都及び公社

都立公園・海上公園・住宅建設に伴う公園等の設置及び管理を積極的
に推

進するもので,構築費については,予算額89億 6千万円で対前年度比50.4%

の増加となっており,維持費については,予算額44億 4千万円で11.4%の増加
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となっている。

東京都における公園緑地事業の概要は次のとおりである。

● 都 市 公 園

昭和57年度における都市公園の整備については,約 109億 6千万円が用

地の確保に投入され,公園の造成構築には約30億 1千万円が予定されてい

る。さらに用地の確保には用地特別会計分が約90億円計上されている。都

市公園整備の重点目標は,防災機能を有する広域公園,総合公園の整備拡

充を行うこととしている。

猿江,十三号,木場,舎人,水元,光が丘及び野川の主要七公園の整備

とともに,城南地区においては夢の島,砧,戸山公園など,城北地区では

赤塚公園など,城西地区においては善福寺川,和田堀公園など,三多摩地

区では小金井,滝山,桜ケ丘公園など合せて24公園と玉川上水緑道の整備

を実施する。中でも光が丘公園は陸上競技場,野球場 4面 ,庭球場 8面 ,

などの運動施設を中心に園路広場,植栽などの整備を図るものである。す

でに関園している都立公園内施設の改修は,都民の要望が強い外灯,便所 ,

園路,休憩所等の改修を進めるとともに,特に池の浄化対策の推進を図るため

18公園の整備を図る予定である。

● 海 上 公 園

東京の地先の海と水際線は,都民の大切な資産である。都は「都民の海」

を復活させるために,東京港の水域と埋立地における自然を回復,保全し,

人と海のふれあいの場をつくりだす「東京都海上公園構想」を昭和45年 12

月に策定した。

この構想の背景には,東京の海を再び都民の手にもどそうとする多くの

都民の熱意と願いがある。このような都民の意見を取り入れながら,昭和

47年度から,自然の回復やレクリエーション施設の造成,港に親しむ公園
づくりなどの事業を開始した。そして整備されたところから逐次都民に開

放されている。現在,大井ふ頭中央海浜公園の運動施設,同公園及び13号
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地海浜公園の磯浜,大井第七ふ頭公園の野鳥観察施設,辰巳の森緑道公園

の水泳場などを含め,33の海上公園が開園されており,自然に親じむレク

リエーションやスポーツの場として,都民に利用されている。57年度には

葛西海浜公園をはじめとして海浜公園 3カ 所,13号地第 3ふ頭公園ほか 1

カ所のふ頭公園,有明緑道公園ほか 2カ 所の緑道公園の整備を予定してい

る。このうち,有明緑道公園については,民間から都に返還された「東雲

ゴルフ場」跡地の一部,当面 9.8～ヘクタールを海上公園とし,建設費約

15億円をもって,緑の還境の中に 4万面のテニス・ コートを建設しようと

するもので,通年利用可能な全天候型とし,こ のほか,ク ラブ・ハウス,

各種便益施設,植栽工事などが整備される予定である。

ハ 23区

各区が実施計画にもとづいて,区立公園 0児童遊園の設置及び管理を行な

うもので,構築費については,予算額68億 9千万円対前年度比27.4%の 増加

となっているが,9区では減少しており,と くに目黒・渋谷・豊島 。江戸川

区では40%以上の減少を示している。維持費については,予算額で29。 9%の

増加となっている。

近年各区とも緑化事業を重点施策として,緑に関する諸調査をはじめ,公

園造成を積極的に行なっているので, いくつかの区の新設公園の概要を以下に

説明することとする。

● 新 宿 区

新宿区では水害対策のために,都内でも初めての試みといわれる排水施

設を,東大久保公園,抜弁天北公園,天神山児童遊園に整備するが,そ の

ために,区内の公園82カ所を調査し,該当する公園 3カ 所を選んで公園に

降った雨水を一時貯留し,水害の被害を最少限にくいとめようとするもの

で,そ のため雨水が地中に浸透しやすくするダスト舗装ゃ,人家に流入し

ないための「ふち石」を高くすること,雨水を適当な量で流すための自動

開閉機のとりつけなどを整備する。
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区西歴 2000年の新宿区の緑環境の保全と回復をめざして,新宿区緑 の

マスタープラン策定を昭和58年 3月 未日完成を目途にプロジエクトテーム

を結成し作業を進めている。

また 新宿区身障者行動計画に基づき,公園内の便所及び水呑みの改修工事

を進めるとともに自然環境の保全と回復事業の促進のシンボルとして,ホ タ

ル育成事業を進めている。

新宿中央公園は利用実態調査に基づき年次計画をたて,改造しているも

ので,57年度はコミュニテーの特性に適応した公園としてチビッ子広場と,

父母が休憩できる体養施設と,遊具施設を配置,来年度は区民の森・芝生

広場としての植栽を計画している。

大久保公園は歌舞伎町に隣接しているので商業地域内の特殊性利用が充

分発揮出来るような公園に生れ変るよう検討している。

また 浮浪者対策にも気をくばり,地域住民,一般利用者がもっと利用しや

すい公園に改造するものである。

● 品 川 区

品川区は,東京都の南臨海部に位置しており,区内には工場や密集 (人

口密度も高く,緑やオープン・スペースが乏しく,大規模なレクリエーシ

ョンの出来る場所が少ないのが現状であるが,こ のような状況を少しでも

改善するために,昭和52年 1月 から5ケ年計画で,勝島運河の埋立事業を

進めてきたが,埋立完了に伴ない,引続き同地に区民憲章制度記念公園と

して大規模公園を設置することになっている。

公園面積は12.2ヘクタール,長さ 950メ ートル,幅80～ 210メ ートルで,

公園計画の桂として,一つは大規模なレクリエーションの確保,二つは緑

化を進め自然を回復する。二つは防災機能の強化をはかることとしている。

公園テーマとしては,「花とひろばと水と緑の公園」と設定し,現在の都市

に不足している花や広い空間,き れいな水辺や緑を創造し,自然の中で自

由に伸び伸びと活動出来る,潤いのある親しみやすい公園づくりをめざし
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ている。

● 大 田 区

大田区では平和島運河の埋立事業の完了により,同地に平和の森公園の

造成を昭和56年度から4ケ年計画で行なっている。

公園面積は10。 4ヘクタールで,そ の内容としてはフィール ド・ アスレチ

ック,四季の森,自 由広場,こ もれび広場,テニスコート等が計画されて

いる。昭和60年 3月 開園の予定である。

● 世田谷区

世田谷区ではおよそ 350年前,現在の世田谷区・大田区南部の新田開発

の使命を帯びて開削された,歴史的な遺産ともいえる次大夫堀 (旧六郷

用水)に親水公園としての新 しい使命を与えるため,昭和53年度から6ケ

年計画で着手し,こ の公園の柱ともいうべき土壌式接触曝気浄化装置及び

次大夫堀復元を目的とした上水路を新しい工法で完成した。完成後今日ま

でこの装置による水管等の観察を続けているが,こ の水によってサケの

化から放流まで飼育されたことでもわかる通り,良好な結果が得られてい

る。57年度は新規買収地を含む敷地造成・ 管理施設・修景施設等を施工す

る予定である。

また,こ の次大夫堀公園の下流 1.2キロメートルの位置にある丸子川 (旧

六郷用水)の起点から下流へ約 900メ ー トルの区間については,57年度

親水公園基本計画を策定する。

さらに,建設省で56年度から着手した河川内浄化機能の強化を目的とする

礫間接触酸化法による施設を利用して,二子玉川駅近くにある兵庫島周辺

の公園整備を行なう。このため57年度に基本計画を策定 しようとするもの

で,約 7万平方メートルの区城にわたり,自然とレクリエーションの場と

の調和をはかるため,親水ゾーン,ふれあいの広場,創造の広場,憩いの

広場,歴史の広場等を設置する考えである。
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● 渋 谷 区

渋谷区には代々木公園というめぐまれた緑があるが,道路は機能優先で ,

歩道も商店街を中心としたものであるところから散策を楽 しめる潤いのあ

る歩道に再生しようと昨年から検討を進めてきた。

代々木公園周辺は「美術館ルー ト」と呼ばれる全長約 2.6キ ロメートル。

渋谷駅,国立代々木競技場,代々木公園,区役所,公会堂,松濤公園を結

ぶ文化と緑と人の流れの輸を形成するもので,屋外ステージなどを設ける

ほかシンボルモニュメントを立てることも計画されている。

「旧玉川上水ルート」は全長約 2.9キ ロメートルで,新宿駅から世田谷

区境の大山町に至る区間は,新宿副都市や国立第二劇場予定地,総合体育

施設予定地などもあるところから,区民に密着した特色ある散歩道にする

計画で,57年度から7ケ年計画で完成させる予定である。

● 豊 島 区

区民 1人当りの公園面積が,23区内で最も狭い豊島区は,57年度の区政

の重点に緑化の推進を掲げることになった。即ち,神田川沿いに約 780メ

ー トルにわたり,区の本の桜を植え,岸の新宿区と同一歩調で桜並木づく

りを進めようとするものである。

● 板 橋 区

板橋区では「緑をふやそう板橋に」のキャッチフレーズのもとに緑化を

推進しているが,こ れと合せて公園・児童遊園の新設を計画している。

南常盤台二丁目公園は面積2,570平方メートルで,園路広場のほか ,ベ ンチ・パ

ーゴラ,植栽,遊具,時計,水飲,記念碑,管理棟を建設するもので,特

徴としては,既存樹木を公園の構成要素として取り入れた。

赤塚溜池公園は面積 2,加5平方メートルで,園路広場。四阿 ,野外卓 芝生広場

便所,植栽を行なうもので,特徴としては梅林 (80本 )の造成を行なう。

東坂橋公園淡水水族館の施設計画としては鉄筋コンクリート造平家延

300ポの建物とパノラマ,田園,湖沼,寒冷,多目的,置水槽の 6種類の
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水槽31。 6ピから成るもので,展示魚類としては,イ ワナ,ソ ウギョ,ナマ

ズ,ニ ジマス,ア ユ、サンショゥゥオ,ス ッポン他28種の計35種である。

特徴としては,水に棲む生物群を川,田園,湖沼等の自然環境に近い状態

を可能な範囲で再現し,展示するところにある。

● 足 立 区

足立区は昭和57年度を「調和のとれた心豊かな住みよ
い街づくり」の基

礎固めの年として,下水道枝線工事や公園造成に予算の増額をはかり,特

に特別区制50周年を記念して,花畑公園,江北公園の二つの公園を造成す

る。また見沼代用水のバイパス函梁の敷設と平行して親水緑道公園
の造成

も行なう。

(a)花畑公園

花畑土地区画整理地内に造成するもので,面積は 2.3ヘ クタール,

日本庭園・ 広場等を中心として昭和57年度から3ケ年計画で完成す
る。

(b)江北公園

江北西部土地区画整理地内に造成するもので,面積 4.1ヘ クタール,

区民農園,コ ミュニティ広場,水田農業資料館を設置する。またこの

ほか,ア メリカから里帰りした「江北五色桜」の植樹や日本庭園の造

成が行なわれ,昭和58年度から2ケ 年計画で造成する。

「北五色桜」の植樹や日本庭園の造成が行なわれ,昭和58年度から2ケ

年計画で造成する。

見沼親水緑道公園は昨年度から始まった見沼代用水の
バイバスの函 敷

設工事にともなって,用水を確保しながら,舎人 4.5丁 目から古千谷 4,5

丁目までの延長 1,700メ ートル の緑道公園を造成するもので, 水性植物

ゾーン,ま どろみゾーン,こ もれびゾーン,せせらぎゾーンの四つのゾー

ンにわけられ,観賞,散策,子どもの遊び場等を設け,失なわれた緑と清

流の自然を再現して,区民の憩いの場とレクリエーションの場を提供しよ

うというもので,昭和57年度から2ケ年計画で造成する。
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二 三多摩市・町

各市町が実施計画にもとづいて,市町立公園 0児童遊園の設置及び管理を

行なうもので,構築費については,予算額23億 6千万円で対前年度比 32/

%の増加となっているが,12市町では減少しており,と くに三鷹,福生,狛

江,清瀬,東久留米,稲城,秋川市では40%以上の減少となっている。維持

費については,予算額12億 3千万円で 24.8%の増加となっているが, 小平

市では 73%の減少となっている。

(2)道 路 関 係 (表 -37)

イ 都及び公社

都道並びに一般国道 (指定区間外で都知事の管理するもの)について設置

及び管理を行なうもので,新設費については,予算額 2億 4千万円で対前年

度比 3.2%の増加となっている。維持費については,予算額16億 3千万円で

12.0%の増加となっている。

口 23区

特別区道について設置及び管理を行なうもので,新設費については,予算

額 6億 2千万円で対前年度比 6.0%の増加となっているが, 8区では減_少 し

ており,と くに中央,日黒,大田,杉並,板橋区では40%以上の減少を示し

ている。維持費については,予算額 8億で 27.0%の増加となっている。
ハ 三多摩市・町

市町道について設置及び管理を行なうもので,新設費については,予算額

3億 8千万円で対前年度比 455%の減少となっている。維持費については,
予算額 1億 6千万円で 10.1%の増加となっている。

(3)学校等その他の公共施設 (表-38-2)

イ 23区

学校・庁舎・公民館・保育所等公共施設の緑化を行なうもので,新設費に

ついては,予算額 3億 6千万円で対前年度比 7.2%の減少 となっている。維

持費については,予算額 2億 3千万円で 5.8%の増加となって いる。
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口 三多摩市・1疇

新設費については,予算額 1億 9千万円で対前年度比 9。 7%の減少となっ

ている。維持費については,予算額 9千万円で 36.4%の 増加となっている。

(4)苗木配布等普及事業 (表 -39)

林野庁では前年度と同額であるが,23区では予算額 3億 7千万円で対前年

度比 7.0%の増加,三 多摩市町では予算額 9千万円で 5.1%の増加となって

いる。
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政

関

行

機

昭 和 56年 度 昭 和 57年 度 前年度対比 %

新 設 費 維 持 費 計 新 設 費 維 持 費 計 新設費 維持費

東京都健段局 170 000 1. 453.454 1 623.454 220.000 1,626.661 1.846.661 294 119

″ 港湾月

″ 住宅局
南割亀本部 6.559 6 559 8. 039 12,049 22 6

計 170.000 1.460.013 1.630.013 1. 634.700 1,858、 710 31.8 120

表 -37 道路関係 (街路樹等)
単位千円

:亀

″  1
市建設

`

都
・社

58.800 58,800 12.000 12.000 △ 79_6

都宮住¬
サービス ・社

計 58. 800 58.800 12,000 12. 000 △ 79_6

1213

千 代 田区 39, 288 39.288 3.335 43.009 46. 344 95

中 央 区 10. 350 54.275 64、 625 4. 180 43.446 47.626 △ 596 △ 200

△ 30港   区 8.807 24. 560 33.367 7, 147 23.814 30 961

新 宿 区 25, 553 30. 793 56.346 30.247 68,159 98,406 184

文 京 区 15, 716 21.690 37.406 14. 153 29, 782 43,935 △ 99 373

台 東 区 7,245 37. 917 45, 162 97.296 97.296 1566

墨 田 区 9,784 39,079 48.863

63. 454

35,673 44.627 80 300 264 6 142

江 東 区 23.010 40. 444 24. 233 43,294 67, 527 53 70

品 川1 区 23.000 11.773 34. 773 17,040 12,741 29, 781 △ 259 82

目 黒 区 15.627 6,084 21,711 2. 178 6,116 8.294 ∠ゝ 861 05

大 田 区 35,600 17.175 52.775 12. 000

39.660

18,880 30.880 △ 66 3 99

世 田 谷 区 31.000 23、  170 54. 170 30.527 70. 187 279 318

渋 谷 区 414 8.648 9.062 11.251 11. 251 30 1

中 野 区 28. 227 53.812 82.039 39,618 53.850 93. 468 404 01

杉 並 区 31, 129 20.001

12.605

51.130 4. 271 21.721 25,992 △ 863 86

豊 島 区 12.605 40.000 18,088 58.088 435

北    区 21.075 41.068 62. 143 46,747 46.747 138

荒 り|1 区 81,560 8.365 89,925 83.420 10.297 93,717 23 23 1

板 橋 区 58. 240 70、 144 128,384 17.185 81,957 99. 142 △ 705 168

練 馬 区 567 24.562 25, 129 1, 350 30. 719 32.069 1381 25 1

足 立 区 42.243 30 580 72.823 93.976 46.891 140.867 122 5 533

葛 飾 区 31.500 31, 500 152.300 152.3(Ю 3835

江 戸 川 区 86 310 11.268 97. 578 13.641 13 641 211

計 586.957 627,301 1.214.258 621,966 796 853 1.418,819 60 270
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政

関

行

機

昭 和 56年 度 昭  和   57  年  度

新 設 費 維 持 費 計 新 設 費 維 持 費 計 新 設 費

八 王 子 市 4 119 10 080 14, 199 8. 529 14.680 23. 209 1071 456

立 川1 市 5, 150 5,400 10.550 11.656 11.656 1159

武 蔵 野 市 16.900 7. 289 24. 189 21.560 5, 200 26.760 276 △ 287

鷹 市 1. 630 375 2 005 2. 740 2,049 4. 789 681 4464

青 梅 市 20. 123 6, 132 26.255 34.483 4, 983 39,466 71 4 △ 187

府 中 市 590.()00 45.327 635.327 290.479 47,817 338,296 △ 508 55

昭 島 市 2.229 2.229 2. 723 2. 723 222

14 1調 布 市 15. 600 11.094 26.694 4.000 9 533 13.533 △ 744

町 田 市 1.325 17.973 19.298 19, 129 19,129 64

小 金 井市

小 平 市

日 野 市 2.512 2.512 2.825 2.825 125

東 村 ll」 市 2.700 2,700 500 500 △ 815

国 分 寺 市 3, 088 3.088 2.000 2.938 4.938 △ 49

国 立 市 11,000 11.000 6.216 6.216 △ 435

田 無 市 1, 940 1.050 2,990 1.050 1. 050

保 谷 市 2 000 2.000

福 生 市 1. 165 1,165

狛 江 市 140 452 592 4. 240 700 4.940 2,928_6 549

東 大 和 市 5, 362 5, 362 5,717 5, 717 66

清 瀬 市

東久留米市 4. 000 4. 000 600 5,116 5,716 279

武蔵村山市 1.630 760 2.390 2. 294 1.576 3. 870 407 1074

多 摩 市 2.500 14.690 17. 190 15, 801 15.801 76

稲 城 市 1, 200 1.200 1. 730 1,730 442

秋 り|1市 6.823 6.823

羽 村 町 400 3, 650 4.050 4. 133 4. 133 13 2

瑞 穂 町 11.500 650 12. 150 1, 870 1.870 1877

計 693.480 146,478 839,958 377,641 161.226 538.867 △ 455 101

合    計 1.509.237 2.233.792 3,743,029 1.235,617 2.592.779 3, 828.396 △ 181 161

前 年度 対比 %

維持費

-146-



輔

辻

郡

禦

Ｑ
極
せ
８
口時
田

〇
　
「　
Φ

∞
０

０
め
Φ

ま
位
Ｏ
さ
郡
翼
コ
）緊

◎◎◎   ◎◎◎◎◎

N

凶

0断樹岨 =駆鵬倒最ミ

|■

駆]総」回 収騒屡製11]『用

コ
ヽ

轟

辻

郡

Ｑ
楓
せ
Ｒ
口終

〇
∞
〇

一
０
∞

製
ぷ
樫
せ
』
い

〇
崎
∞

』
Ｎ
Ｎ
ご

゛
』
゛

Ю
Ｏ
　
Ｈ

崎
∞
∞
∞^

Ｏ
　
Ю
゛

ま
値
Ｏ
志
郡
翼
ざ
軽

◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎

N

図

田《 胆1咲 1日ぐ田1日(=畔 田紳

田

■■ 業メ〈口醐囀日目回Kコ

ゼ  製

暉
馴
＝
祟
　
◎
＝
位
　
ホ
郡
翼
コ
）緊

¨
超

嘱
挙
稲
田
腟
網
駆
コ
｝雌

つ
ヽ
一代
二
凶
ヨ映
窯

　

゛
―
∞
∞
―
誦

-147-



勒

ヨ

鞍

圏
辟

樫

嗣
糞
響

卜
．卜
「
「

０
．∞
Ю
　
　
И
Ｎ

Ｏ
．崎
Ｎ

い
．〇

く

∞
．Ｎ
゛

「
．ヾ

０
．引

∽
．Ｏ
Φ

「

〇
一

０
．Ｏ
Ｎ
　
И
Ｎ

Ｎ
．［
゛

制
継
案

Ｏ
．Ю
　
　
И
Ｎ

∞
．Ｈ
Ｏ
　
　
ИＮ

マ
‘Ｎ
Ｎ

〇
．崎
　
　
　
ИＯ「

』
‘〇
ヽ

Ю
，Ｎ
Ｎ
　
И
Ｎ

Ｏ
Ｎ
ｏ
　
И
Ｎ

∞
．崎
　
　
　
И
Ｎ

〇
．〇
　
　
　
　
一　
¶
Ｎ
゛

Φ́

∝
．０
ヾ
　
И
Ｎ

∞
．∽
　
　
И
Ｎ

樫

廿

お

屋

聖

市

〇
〇
〇
．い

∞
Φ
卜
　
．∞
】

０
「
Φ
　
．』

ヾ
卜
一
．Ｎ
Ｎ

「
Ｎ
Φ

】́
゛

「
〇
∞
．Φ

゛
〇
∞

∞́
崎

一
∞
∞
．０
一

〇
∞
Φ
．で
い

゛
寸
０
．Ｎ
ト

Ｏ
∞
〇
．〇
ヽ

「
゛
゛
ぃ』
崎

楓

糞

響

〇
〇
０
．ゆ

∞
０
」
．Ｎ

Ｏ
「
∞
．崎

゛
Φ
Ｈ
．一

Ｈ
一
Ｈ　
．一
Ｈ

「
〇
∞
　
．０

Φ
∞
∞
　
．Ю
「

〇
∞
０

Ｏ^

０
∞
０
．∞
゛

寸
〇
「　
．崎
「

寸
一
い
。一

〇
崎
Ｑ
．』
「

い
「
Ｎ
．ト

駆

認

案

〇
〇
〇
．Φ
【

〇
〇
∞
．【

〇
〇
い
ぃ０

Φ
Ｏ
Ｏ
．卜
∞

Ю
Ｏ
卜
　
．〇
】

〇
〇
い
．Ｏ
Ｈ

〇
゛
∞
．』
崎

〇
〇
０
．一

０
∞
卜
．Ｎ

Ｏ
Ｎ
Ｎ
．〇
崎

赳

せ

Φ
崎

晨

雪

在

寸
【卜
．Ｎ

Ｈ
卜
〇
．∞
Ｎ

Φ
』
Ｎ
．０

∞
０
い
．卜
「

０
卜
】
．Ｎ
Ｎ

〇
〇
〇
．∞

∞
０
゛
．０
゛

∽
Φ
Ｏ
．∞
一

∞
∞
〇

Φ^
い

〇
゛
∞
．】
ト

∞
０
∞
．ト

０
０
゛
．卜
「

∞
「
゛

０́
崎

翻

北

響

や
「
卜
．Ｎ

「
卜
〇
．Φ

Ｈ
一
〇
．゙

崎
「
Φ

∞^

Ｏ
」
「　
Ｎ́
】

０
い
〇
．崎
「

』
゛
Ｎ
．０

〇
〇
゛
．』
Ｎ

゛
∞
卜
．Ｏ
Ｈ

∞
い
０
ぃ崎

Ｏ
Ｎ
Ｎ
．一
Ｈ

Ю
「
Ｎ
　
．』

嗣

認

窯

〇
〇
〇
　
．」
「

崎
い
０
　
．ヾ

∞
∞
０
．∞
「

〇
〇
〇
　
．〇
「

〇
〇
〇
．∞

゛
゛
゛
．】
∞

∞
「
∞
．∞
「

∞
∞
Φ

．∞
Ｎ

い
０
０
．【
Φ

〇
〇
〇
　
．】

〇
ヾ
Ｎ
．∽

〇
〇
Ｎ
．゙
崎

騒 区

tヒ 塁

凶

田

ゼ

キ

凶
　
ス
　
■

凶

　

　

　

契

図
　
煙
　
葬

凶

|(

メ

凶
　
Ｒ
　
佃

凶
　
Ⅸ
　
雇

凶
　
〓
　ヽ
唱

凶
　
畔
　
回

凶
　
田
　
Ｋ

凶

０

田

コ

凶
　
紳
　
迷

凶
　
断
　
〓

凶
　
樹
　
簗

圧
＋
週
掛

凶
　
田
　
昭

網
製
漱
ぐ
ｅ
翠
ｅ
ψ
輝
朴

　

Ｎ
Ｉ
∞
∞
―
蝋

-148-

〇
「
「

卜́
「



∞
．崎

〇
．〇
「

Ｎ
．対
゛

い
．０
「　
И
Ｎ

Ｎ
．Ю
　
　
И
Ｎ

〇
．〇

』
．守
　
　
ИＮ

Φ
．卜
一
　
´
Ｎ

Φ
．〇
崎
Ｎ

〇
〇
゛
　
．Ю
【

〇
〇
〇

崎́

〇
〇
』
．Ｎ

〇
∞
∞
．一

〇
〇
い
．Ｆ

崎
∞
Ю
．Ｎ
』

〇
〇
〇
．Ｏ
Ｎ

〇
〇
Ｎ

∞^

〇
〇
卜
　
．゙

〇
〇
Ю
．】

Ю
Ю
゛
．Ｎ
【

〇
〇
Ｎ
．』

〇
〇
〇
．崎

〇
∞
∞
．一

〇
∞
〇
．Ｏ
Φ

〇
〇
〇
．〇
゛

∞
゛
∞
．い
「

〇
〇
〇
．Ю

め
∞
Ｈ
．０

Ｏ
Ｎ
Ｏ
．】

い
』
い
．゙

卜
Φ
゛
．∞
０

〇
〇
卜
．崎

「
Ю
卜
ぃト

Ю
Ю
゛
．Ｎ

〇
゛
〇
．】

卜
Φ
い
．い
【

Ｎ
Φ
Ю

』ヽ

〇
〇
〇

め́

〇
∞
Ｏ
．∞

Ｏ
Ｎ
Ｏ
．ｒ

Ю
∞
い
．∞

〇
〇
〇
、∞
∞

〇
〇
』
．Ю

に

』

Ｈ

く

に
　
〓
　ヽ
樹

据

断

優

紙

[

霞

‖1

暑

尊
　
撫

据
　
■
　
ｔ

惜
　
硼
　
圏

〇
．Ю
「
．Φ
∞
．崎
Ｎ
И
Ｎ

∞
．〇

Ｏ
．〇
∞
И
Ｎ

〇
．ヾ
「　
И
Ｎ

∞
．い

〓

０
て

０
．寸
　
И
Ｎ

Ю
．Ю
Φ
И
Ｎ

卜
．〇
』

〇
．∞
〇
．い
一
И
Ｎ

Ｎ
．』
　
　
И
Ｎ

〇
゛
∞
．｝

Φ
∞
〇

Φ^

い
「
卜
．Ｏ
Ｈ

】
Ｏ
Ｎ

Ю^
∞

ヾ
卜
一
．〕
Ｎ

一
Ｈ
Φ
．】
』

〇
〇
゛
．Ｏ
Ｎ

Ｎ
Ｎ
∞
．∞
゛

い
Ｏ
Ю
．〇
〇
Ю

〇
ヽ
∞
　
．】

Ｏ
Ｎ
Ｏ
．Ю

Ｏ
Ю
い
　
．∞

Ｈ
Ｏ
Ｎ

め^
∞

一
０
崎
ぃ一
Ｈ

０
０
０

〇́

Ｏ
Ю
Ｏ
．ヾ

』
∞
゛
．Ｎ
∞
Ｎ

Ｏ
Φ
Ｈ

い
Φ
Ｈ
．∞

〇
゛
Ｏ
．崎

Ю
「
Ｏ
．】
』

〇
〇
い
　
．Φ
＝

゛
卜
【
．０
∞

∞
Φ
Ｏ

．∞
い
∞

∞
∞
一
．』

』
Ｈ
Φ

Ｏ́
】

Ｈ
一
゛
．』
ヽ

Ｏ
Ｏ
崎

Ｎ́
∞

Ｏ
Φ
Ｏ
．】
゛

Φ
∞
゛
．〇
∞

０
崎
Φ

』^
Ю

゛
∞
Ｎ
．崎
Ｏ
Φ

Ю
゛
Ｏ
．崎

Ю
Ю
Ｏ
．∞

「
゛
Ｎ
　
．卜
゛

Φ
∞
゛
．い
一

一
「
゛

．守
Ｈ

゛
〇
゛
．崎

い
０
い
．０
「
゛

∞
∞
卜
．】

Ｎ
Ｏ
め
．∞

Ｏ
Ю
「
．卜
Ｈ

０
０
０
．一
゛

』
Ｎ
Ｏ
　
．Φ
【

Ю
崎
゛
．一
い

卜
∞
Ｏ
．崎
∞
∞

凶
　
鵬
　
師

凶 凶
　
〓
　ヽ
撰

凶
　
駆
　
騒

凶
　
曜
　
軽

凶
　
樹
　
製

凶
　
最

抑

凶

|[L

雇

市

-149-



勒

翠

鞍

国
計

檀

楓
ｔ
響

卜
．Ｏ
Ｎ
И
Ｎ

０
．∞
「　
И
Ｎ

』
〓
ヾ
И
Ｎ

い
．〇
〇
Φ

０
．Ｎ
Ｎ
Ｎ

０
．∞
　
　
И
Ｎ

卜
．崎
　
　
И
Ｎ

〇
．Ｏ
Ｎ

「
．Ｏ
　
　
И
Ｎ

〇
．〇
〇
．〇
崎
．∞
　
　
И
Ｎ

い
．∞
〓

Ｎ
．ヾ
Ю
И
Ｎ

制
駆

案

〇
．い
一
　
И
Ｎ

Ｎ
．Φ
守
　
И
Ｎ

ヾ
．崎
「
「

∞
．∞
Ｏ
　
И
Ｎ

０
．「

樫

　
　
廿

　

　

卜
崎
　
　
口ｋ
　
　
雲

市

〇
〇
０

〇^

Ю
め
卜
．】
∞

∞
０
０
．】

∞
Ｏ
Ｏ
．Ｎ
゛

０
〇
一
．∞
Ｈ

∞
０
い
．】

Ｏ
Ｃ
Ｏ

〇
崎
０

゛
Ю
卜
　
．守

〇
〇
い
．】

Φ
卜
い
　
∞́

〇
〇
∝

０
「
゛
　
．∞

Ｏ
Φ
Φ
ゴ

嗣

也

響

〇
〇
Φ

０^

ヾ
０
０

∞^

∞
０
０
．】

崎
０
０
．Ｎ
∞

０
０
Ｎ
　
．０

∞
０
い
．ｒ

０
０
０

〇
〇
Φ

゛
Ю
卜
．ヾ

〇
〇
崎
．】

〇
∽
∞
　
】^

０
「
゛

∞́

０
０
Φ

側

認

紫

「
崎
∞
．』
Ｎ

∞
Φ
め
．〇
「

〇
〇
〇
．』

〇
い

Φ
Ｎ
Ｎ
．゙

〇
〇
〇
．｝

樫
　
　
せ
　

　

Φ
崎
　
　

口時
　

　

雲

市

〇
〇
Ю
．〇
一

Ｈ
』
Φ
．メ
゛

Ｎ
∞
∞
．一

０
０
０

∞́
Ｎ

〇
〇
Ｎ
．い

０
「
』
．】

ヾ
Ｎ
Ｏ
．】

Ｏ
Ｎ
゛

∞́

」
「
Ｎ

０
崎
卜
．守

〇
〇
Ю
．ｒ

Ｏ
Ю
∞
　
．】

一
い
い
．∞

ヽ
「
〇

∞́

一一
Ｎ
「
〇
．∞

〇
〇
Ю
　
．Ｎ

制

北

響

〇
〇
Ю
．Ｎ
「

Ｈ
Ｎ
Ю

マ́

Ｎ
∞
∞
．】

゛
Ю
Φ
．ヾ

Ｏ
Ю
Ｏ
．】

０
「
』
．〓

゛
Ｎ
Ｏ
．】

〇
〇
崎

０
い
い
．対

Ｏ
Ｏ
い
．】

〇
い
∞

】́

「
Ｈ
∞

崎
Ｎ
い
．【

制

認

薬

〇
〇
〇
、∞

〇
い
「　
．卜
∞

Ｎ
゛
Φ
　
０ヽ
【

〇
崎
Ｎ
．∞

Ｏ
Ｎ
Ｏ
．Ｎ

」
「
Ｎ

「
ヽ
Ｎ
　
．∞

゛
∞
０

騒 区

t纏

橿

俸
　
駆

撻
　
田
　
蟹

担

珠

ぐ

′で

任

丼

′で

橿

断
　
回

儡

∃

〓

Ｒ

儡
十

像

□

倍
　
側
　
回

に

豪
　
田

仁

紳
　
吐

に

測
　
熙

恒

用
　
画
馬

終

口ｋ
＜

掻

櫻
　
選
　
腱

橿
米
印
≪
熙

Ｌ
∃
〓
掻
幡

-150-

〇
〇
∞



〇
．〇
「

゛
．Ｈ

寸
．０
∞

Ｎ
．∞
】

「
ヽ
ト

∞
．∞
∞
Ｑ

卜
．Ｏ
　
　
И
Ｎ

Ｈ
．∞
　
　
И
Ｎ

〇
〇
〇
．』
゛

Φ
Ｎ
』

い
い
∞
．一

〇
〇
Ю

】́

゛
卜
〇
．∞
∞
゛

Φ
』
い
．∞
』
∞

Ｏ
Ｎ
』

Ю
Ю
∞

寸
卜
』
．゙
〇

Ｈ
「
Ｎ

』́
゛
∞

〇
〇
〇
．』
守

〇
〇
〇
．Ｎ

〇
〇
崎

ｒ^

〇
〇
∞
．∞
〇
〓

∞
Φ
∞
．一
Ю
蛉

〇
〇
〇
．』
゛

０
０
Φ

Ｏ
Ю
∞

０
０
い
．】

〇
一
゛

い
０
「

∞́
∞
゛

０
』
』
．∞
∞
∞

０
０
Φ

〇
吟
∞

０
〇
〇
．一

崎
Ｏ
Ю
．０
０

゛
Ｏ
Ｈ
０́
∞
Ｎ

〇
〇
〇
．卜
一

〇
〇
』

Ｏ
Ю
゛

〇
〇
〇

∞́
【
Ｎ

』
』
Φ

０́
０
い

に

掛
　
熙

Ｆ

筆
　
躍

擢

〓
　ヽ
き

ど
　
〓
　
屏

旨
　
鍵
　
讐

市

在

　

　

仰

-151-



∞
．ヾ
Ｎ

Ｏ
　
．〇
「

「　
，Ｎ
　
И
Ｎ

〇
．∽
И
Ｎ

∞
　
．Φ
「　
．ヽ
「

∞
　
．】

マ
．〇
゛

０
．∞
Ｎ

Ｎ
．Ｎ
崎

∞
．∞
「

寸
∞
∞
．Ｎ

い
０
い

い
０
「
．Ｏ
「

ヽ
い
〇
．Φ

Φ
∞
「　
．Ｏ
「

寸
０
∞

崎
Ｎ
「　
．い
「

Ｏ
Φ
Ｏ
．Φ

〇
「
〇
．ヾ

Ю
「
０
　
．Φ

゛
Φ
Φ
．Ｎ
∞

Ｏ
Ｎ
Ｎ

∞
Φ
』
．一

Ю
Ｏ
Ｎ

」
「
∞
　
．∞

∞
∞
０

∞
Φ
∞

〇
卜
い
．∞

ヽ
Φ
∞

∞
Ю
【　
．Ｎ

崎
Ｏ
Ю

〇
一
∞
　
．∞
「

一
い
〇

Φ́

「
０
∞
．崎
Ｈ

Ｏ
Φ
∞

∞
〇
∞
．】
】

∞
ヽ
卜
．∞

Ｎ
゛
Φ

∞^

Ю
一
∞
．Φ

〇
〇
∞
．∞
∞

〇
「
０
．】

∞
∞
い
Ｈ
Ｏ
Ю
．０
「

∞
０
∞

．Ｏ

∞
∞
゛
　
．い
「

０
「
∞
崎
Ｎ
Ｏ
．ヽ
「

Ｏ
Ｎ
Ｏ
．∞

Φ
∞
Ｎ
．∞

∞
「
い
．０

〇
〇
い
．卜
一

０
０
「

０
∞
∞

∞^

∞
∞
ヾ

Ｃ
∞
崎
　
．∞

〇
〇
∞

崎
゛
〇
「
゛

〇
崎
卜
．【

∞
∞
め

Ю
Φ
「　
．∞
「

∞
０
∞
．０

い
０
い
．）
「

０
「
∞

０
∞
∞
．】
【

Ｏ
Ｎ
Ｎ

』^

「
０
「　
．∞

∞
Ｏ
Ｈ　
Φ́

〇
〇
い
．卜
一

凶

田

ぎ

キ

凶
　
　
ス
　
　
〓

凶

鞭

凶
　
　
煙
　
　
蝶

凶
　
　
掻
　
　
Ⅸ

凶
　
　
沢
　
　
仙

凶
　
　
田
　
　
昭

凶
　
　
眠
　
　
目

凶
　
　
一ミ
　
　
唱

凶
　
　
畔
　
　
田

図
　
　
田
　
　
Ｋ

Ｅ
中
週
糾

（に
聞
Ｑ
諦
引

．輝
＝

．Ｋ
導
）

拙
椰
燃
細
＝
棒
固
終
担
　
０
∞
―
誦

選

鞍

樫
せ
橿

〇
．〇
〇
．〇

櫻
　
　
＃

　

　

卜
崎
　
　

口時
　
　
田

市

〇
〇
崎

∞́

〇
〇
崎
．∞

製

　

Ｑ

　
ψ

〇
〇
〇
．０

〇
〇
〇
．０

輝
掛

．終
導

〇
〇
い
．一

〇
〇
い
．Ｎ

赳

　
　
せ
　

　

Φ
崎
　
　

口ｋ
　

　

雲

儒

〇
〇
い

∞^

〇
〇
い
．∞

製

　

Ｏ

　

や

〇
〇
〇
．Φ

〇
〇
〇

Φ́

翼
叫

．終
薫

〇
〇
い
．Ｎ

〇
〇
Ю
．一

圏

纏

さ

に

世
　
　
断
　
　
堆

市

-152-



〇
．〇
〓　
．一
И
Ｎ

０
０
∞

Φ
゛
〇

〇
〇
∞

〇
゛
Ｏ

〇
〇
∞
〇
〇
〇
．】

〇
〇
∞

〇
〇
〇
　
ｒ́

擢

滞

Ｈ

＜

∞
．〇
「

Ｈ　
．Ｏ
И
Ｎ

Ｈ　
．】
∞

∞
．０
「

Φ
．い
一
゛

∞
　
．』

「　
．０

一
■
一
И
Ｎ

Ｏ
．∞

∞
．Φ
И
Ｎ

゛
．∞
「

Ｏ
尋
゛
И
Ｎ

〇
　
．』

∞
Ю
∞
．』
∞

〇
〇
〇
．Φ

守
∞
Ｏ
．メ
】

』
∞
い
．〕
Ｎ

∞
∞
０
．０

Ｎ
Ｎ
〓　
．い

ヾ
〇
∞

．”

卜
〇
ゆ
ぃ卜
∞

Ｈ
゛
〇
．〇
い

「
「
「

０́
「

０
「
゛
．Φ
゛

０
０
∞
．Ｎ

崎
一
０
．Ｏ
Ｏ
∞

〇
〇
Ｈ

０
０
０
．Φ

崎
０
ヽ

い
Φ
「　
．∞

∞
』
０
．】

Ｎ
Φ
卜
．Ｏ
Ｎ

゛
゛
い
．マ
Φ

∞
「
∞
崎
０
．対

Ｏ
Ю
Ｏ
．〇
一
Ｈ

∞
Ю
∞
．卜
∞

〇
゛
０
．崎

Ю
ベ
ト
．゙

Ｎ
゛
〇
．一
Ｎ

∞
Ｎ
∞
．】

゛
゛
「　
．∞

゛
〇
∞

Ю́

崎
∞
∞
　
．Φ
「

』
Φ
Ｏ
．）
「

∞
〇
〇
．一
Ｈ

「
Φ
卜
．一
Ｎ

Φ
Ｏ
∞
．Ｎ

い
０
い
．０
一
Ｎ

』
い
∞
．∞
∞

Φ
Ｏ
Ｏ
．０

Ｎ
』
∞

∞́

∞
卜
〇

』^
〓

〇
〇
∞
．゙

゛
』
卜
．守

い
０
∞
．゙

０
∞
０

』́
゛

Ｈ
Ｏ
Ｏ
．０
」

∞
∞
Ｈ
．Ю
Ｈ

寸
〇
∞
∞^
゛

０
い
〇
．∞

∞
Ｏ
い
．一
寸
∞

〕
Ｃ
一

゛
∞
Ｏ
．崎

Φ
∞
゛

や
「
ｏ

〓

Ｏ
Ｎ
卜
　
．【

０
∞
Φ
　
』́
Ｈ

Ｎ
∞
Ю

∞́
Φ

』
∞
Ｏ
．Ｐ

〇
〇
゛
．ヾ

∞
゛
Φ
．マ
Ｏ
Ｈ

』
Ю
∞
．∞
∞

Ю
∞
Ｏ
．崎

∞
∞
Ｎ
．∞

゛
０
゛
．』
Ｈ

∽
Φ
』
．】

゛
Ю
Ｏ
．∞

Ｎ
Ｏ
∞
．゙

Ｏ
Ю
Ｏ
．〇
∞

０
一
い
．一
Ｈ

「
Ｏ
Ю
．∞
「

゛
〇
〇

．∞
「

０
い
〇
．∞

〇
゛
Φ
．０
０
Ｎ

凶

０

田

刹

凶
　
　
紳
　
　
謎

凶
　
　
断
　
　
〓

凶
　
　
樹
　
　
絲

凶
　
　
鵬
　
　
硼

凶 凶
　
　
一一ヽ
　
　
堰

凶
　
　
埋
　
　
邸

凶
　
　
口
、
　

量

凶
　
　
樹
　
　
製

凶

　

最

　

岬

凶
　
一ミ
　
肛
　
用

在

-153-

撻
　
　
一一ヽ
　
　
倒



蟹
　
鞍

極
じ
粧

寸
．寸
Ｎ
／Ｎ

「　
．卜
崎

∽
．∞
Ｎ
И
Ｎ

Ｎ
　
．Ｏ
　
　
И
Ｎ

Ｎ
．∞
∞

〓
．〇
∞

マ
．卜
一

〇
．〇
Ｎ
．Ю
「　
И
Ｎ

∞
．対
日

∞
．Φ

「

〓

∞
　
．Ｎ
【　
Ｎ́

〇
　
．〇

卜
．∞

く

〇
　
．〇

駆
　
　
よ
　
　
」
０
　
　
口時
　
　
雲

縞

０
「
∞
．Ｎ

〇
〇
【　
．【

Ｎ
Ｏ
∞
．ヾ

Ｎ
い
０
．∞
ヾ

∞
Ｎ
Ｏ

〇
∞
ト

０
卜
〇
．Ｎ
【

〇
「
Φ
゛
Ю

∞
Φ
゛

∞^

一
Ｈ
Ｏ
．∞

「
い
崎

Ю
Ｏ
゛

〇
〇
〇
．∞

〇
〇
∞

∞
Ｈ
Φ
．ｒ

翌

　

Ｏ
　

Ｗ

ヾ
∞
０
．】

Ｎ
』
Ｎ
【
∞

』́
Ｈ

』
∞
Ｎ

Ｎ
一〇
　
．Ｎ

「
∞

「

輝
掛

．く
薫

Ю
∝
∞

〇
〇
Ｈ　
．】

Ｏ
Ｎ
∞
．ヾ

〇
一
Ｈ　
．Ｏ
Ｎ

∞
゛
〇

〇
∞
』

０
」
〇
．一
Ｈ

〇
月
Ｏ
ヾ
Ю

Φ
Ｎ
Ｎ

∞́

〇
〇
〇
．】

「
い
い

い
〇
゛
〇
〇
〇
．∞

Ｃ
Ｏ
∝

卜
∞
゛

．
】

樫
　
　
せ
　
　
０
い
　
　
口時
　
　
雲

市

Ｏ
Ｎ
卜

∞^

〇
〇
』

い
０
∞
．０

０
「
〇
．ヾ
゛

∞
Ｏ
Ｏ

「
Φ
Ю

〇
∞
゛

ぃ０

〇
「
゛
゛
Φ

〇
∞
〇

∞́

゛
０
０
　
．∞

Φ
Ｏ
゛

Ｎ
Ｏ
゛
〇
〇
〇
．∞

〇
〇
∞

〇
∞
Ｏ
．ｒ

型

　

Ｏ

　

ψ

∞
∞
Ю
．ｒ

Ｃ
Ｃ
い
Ｏ
Ｏ
．Φ
Ｈ

０
０
Ｎ

゛
０
卜
．デ

０
０
「

輝
叫

．Ｋ
韓

「
０
「
．Ｎ

〇
〇
』

崎
∞
∞

０^

Ｏ
Ｎ
∞
．卜
一

∞
Ｃ
Ｏ

Ｈ
Ｏ
崎

〇
∞
ヾ
．０

Ｏ
Ｈ
ヾ
゛
Ｃ

〇
卜
』
．一

〇
〇
〇
　
．】

Φ
Ｏ
ヾ

Ｎ
Ｏ
゛

〇
〇
〇

∞́

〇
〇
∞

「
∞
゛
〓

に

断

優

紙

肛

導

Ｓ

ｔ

据

　

興

　

田

怪

　

彗
　
　
肛

に
　
　
■
　
　
装

儡
　
　
岨
　
　
雪

任

　

棒
　
　
需

擢
　
　
田
　
　
旨

任

　

丼

　

′で

撻

朱

期

′で

慢

　

由
　
　
□

任

∃

〓

К

経

十

像

□

経
　
　
倒
　
　
固

儡

　

巌

　

田

撻

　

紳
　
　
駄

擢

　

測
　
　
鯉

匡
中
週
科

-154-



卜
　
．∞

〇
　
．〇
「

〇
．〇

い
．〇
」
「
．】

Ю
　
．Φ

「　
．崎

Φ
』
〇
．∞

〇
〇
∞

∞
Ｏ
Φ

Ｎ́

〇
〇
「　
．∞
∞

゛
Ｎ
Ｎ
．０
０
゛

∞
∞

∝
０
∞

〇
〇
Ю
．ｒ

Ｏ
Ｎ
Ｎ
．寸
Ｎ

０
卜
ヽ
　
．〇
い
召

∞
〇
∞

∞
」
０
．Ｎ

〇
〇
∞

∞
Φ
「
．】

〇
∞
∞

∞́
Φ

い
で
〇
　
．い
「
∞

』
０
』
．゙

〇
〇
゛

〇
「
Ｎ

い
０
∞
．』
∞
゛

Ю
∞

∝
〇
ヽ

０
い
０
．〇
゛

』
０
０

】^
∞
〓

卜
崎
∝

Φ
∞
∞
．Ｎ

〇
〇
゛

Ｏ
Ｈ
Ｎ

∞
Φ
∞
．Ｎ
Φ

∞
∞
０
　
ぃЮ
Ｏ
∞

撻

　

Ｈ
　
　
口
゛

撻
　
口ｋ
　
Ｋ
　
照

据
　
　
選
　
　
理

に

米

即

≪

К

慢

∃

〓

優

紙

任
　
　
避
　
　
臨

終
　
　
鉢
　
　
鰹

に
　
　
一一ヽ
　
　
さ

蟹
　
　
韓
　
　
棗

ど
　
　
標
　
　
善

結

蔽

く日

①
゛
゛

Ｎ
Ｏ
∞

-155-

卜
一
∞
．∞
∞





編資 料

-157-





I 東京都緑のマスタープランの考え方

1.計画策定の主旨

昭和30年代後半からの急速な経済の成長は,都市地域への人口・産業の集中

を招いたが,道路・公園等の都市基盤整備がこれにともなわず,都市環境を一

層悪化させることになった。なかでもオープン・スペースと自然の減少は著し

く,加えて所得水準の上昇,自 由時間の増大,価値観の多様化,都市災害の危

険性の増加等は, レクリェーション施設整備の立場のみならず,生活環境の保

全や防災施設としてのオープン・ スペースの必要性を高め,さ らには都市の基

盤となっている自然の重要性への関心を高めることとなった。

これまで東京都は,昭和45年の市街化区域,市街化調整区域の決定にさいし,

「整備・ 開発又は保全の方針」を定め,昭和49年には公園・緑地等の都市計画

の指針となる「緑のネットワーク構想」を策定して,緑に関する計画的推進を

図ってきた。また,今後の東京の緑地施策は.昭和55年 12月 の「マイタウン懇

談会報告」においても街づくりの重要な事項とされ,緑を都市構造の基盤の一

つに位置づけた「都市基本計画」の策定の必要を提唱している。

一方,国は昭和51年の都市計画中央審議会の答申を受けて,昭和52年 4月 に

都道府県に対 し。「都市の総合的な公園緑地政策を推進するための緑のマスタ

ープラン」の策定と,その基本的事項の都市計画の方針への位置づけを求めて

きた。

東京都の緑のマスタープランは,こ のような課題に積極的に応え,東京の街

づくりに当って緑地を都市の構造の基盤として位置付けし,自然の保護と回復

に関する多様な施策をより総合的・ 効果的に展開するための行政指針として策

定するものである。

2.計画策定の経緯

東京都の緑のマスタープランの策定に当っては,大都市としての東京のおか
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れた社会的 。自然的諸特性に応えたものでなければならない。このため都は昭

和53年度に緑地現況調査等を区市町及び民間に委託して実施するとともに,昭

和53年 11月 には都市計画・都市防災 0生態学・造園学等の学識経験者を中心と

する「東京都緑のマスタープラン策定方針検討委員会」 (以下「検討委員会」

という。)を設け,日標量等の検討を進め昭和54年 3月 に答申をみた。

昭和54年 4月 に設置された東京都都市計画地方審議会の市街化区域 0市街化

調整区域等のあり方について検討する「土地利用調査特別委員会」に検討委員

会の委員の参加を得るとともに,同年 6月 に「緑のマスタープラン策定方針」

として前記答申を特別委員会に報告し,その了承を得た。この答申は,東京の

自然的特性と社会的諸条件をふまえ,計画の実現性を重視し,緑地の体系化に

当っての基方的考え方と課題を明らかにするとともに, これを達成するための

計画目標年度と方策を示したものである。この答申の特徴は,計画目標年度を

計の目的 0国の長期計画の動向等を勘案し,昭和75年 (西歴 2000)と したこ

と,ま た緑地の配置計画・確保目標量等については,東京の自然他の偏在性 ,

市街地の連担性から東京全体を一体の都市と考え,各都市計画区域にとらわれ

ず緑地施策の総合的な在り方を求めたことにある。この結果,広義の緑地の確

保水準については,東京の都市計画区域全体 (島 しよを除く)で30%の緑地を

確保することとし,ま た都市施設である公園・緑地の計画水準については,需

要の多様化,大規模自然地・空地の確保の限界及び利用実態から広域公園を全

都民を利用対象として配置するとともに,都市スケール,地域スケールの公園

・緑地の目標水準を極力国の目標水準に近づけるよう努力することとしている。

この結果,区部では 1人当り11.5平方メー トル,市町部では緑地の確保量に

不確実な要素があったものの, 1人当り14.5平 方メー トルを一応の計 画目標

水準とした内容となっている。

都はこの答申をもとに,昭和54年 7月 「東京都緑のマスタープラン策定要綱」

を決定 し,「緑のマスタープラン策定のための計画標準」とあわせて市町に対

し原案の作成を指示した。一方,区部については,昭和53年 6月のマスタープ
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ランに関する助役会の意向をふまえ,都がこの要綱に基づき原案を作成する旨

を通知するとともに,「策定要綱」の内容を含め,マスタープランに関する2

度の意見聴取を行い,ま た地方自治法に基づく各区の基本構想等を尊重して策

定にあたってきた。この結果,区部については,昭和55年 12月 ,原案を区に協

議 ,その了承を得,ま た市部については,市町から選出のあった原案により作

成した計画書と別に多摩地域全体を総合した計画書とにより作成した。

3.計画の性格

この計画は,多様な手歩によって都市を構成するさまざまな緑の保全を図り,

良好な生活環境を形成 しようとするもので,こ のため公園・緑地の整備主体で

ある区市町等はもとより,都市整備に関する広範な事業者,土地の所有者並び

に住民の理解と協力が必要である。

またこの計画は,昭和75年 (西歴 2000年)を 目標とする超長期計画であるが,

計画の実効性を確保する必要から現行の行財政制度を前提とし,当然予想され

る行財政制度の革改も,計画の達成率を高めるものとして考慮した。なお,財

政規模の試算にあっては,都区町村のこれまでの実績を基礎とし,公園緑地事

業の現状を改善することをめざし,国の「経済社会 7ケ年計画」の経済の伸び

率を緑地施策の延びとして確保することにより達成可能な財政規模としている。

なおこの計画は,都市計画法第 7条 4項により知事が決定する「市街地区域

及び市街地調整区域の整備・開発・保全の方針」による「自然的環境の保全及

び公共空地系統の整備の方針」をうけ,それを具体化するものであって,今後

の緑に関する都市計画行政の指針となるものである。
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Ⅱ 東京都市計画緑のマスタープラン計画書 (抜粋 )

I 計画の性格と都市計画

1 計画の性格

緑のマスタープランは、昭和75年を目標とし、東京の全都市計画区域 (た

だし島しよを除く)を対象として策定する緑の整備 0保全に関する総合的な

計画であり、緑に関する諸施策を誘導する指針となる行政計画で都市計画区

域ごとに決定するものである。

2.都市計画との整合

緑のマスタープランの推進にあたっては、都市計画の基本方針に整合させ

るため、本計画の基本的事項を都市計画法第 7条第 4項中「自然的環境の保

全及び公共空地系統の整備方針」として位置づけるものである。

Ⅱ 計画の方針

1.自然特性と緑地の現況等

樹林等の植生に代表される自然は、自然の生態系に依拠 している。都市に

おける自然は、自然と人為的な都市活動とのかかりあいの上に成立 している

特殊な生態系といえる。

東京の発展の過程をみると、かっての農業社会を支えていた、自然のシス

テムヘの人為の介入、すなわち人間生活と共存じうるよう自然を整備し、管

理 してきた歴史がある。各種の用水 0人工河川・運河・上水等はその 1つで、

また、湧水池・崖線等を意図的に保全してきた跡も残されているが、これら

は、今日の東京の自然を構成する重要な基盤となっている。

自然のシステムを構成する要素は種々あるが、それらが総合されて地域の

特性がつくられる。東京の地域の特性は特徴ある地形や水系で、人々はそれ

を巧みに活かして生活を続け、街を形成してきた。

東京区部の地形は、大別 して西部の台地と東部の東京低地に分けられる。

これらの地域には、多摩川・隅田川・中川・江戸川の自然河川が流れ、さ
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らに、昭和期に入ってつくられた人工河川である荒川・ 中川放水路もあって

東京湾にそそいでいる。

これらの自然は、それぞれの地域のなかでさらに複雑で多様な変化をみせ

ている。

台地部には多摩地域から続くゆるやかな起伏の 2つの段丘 (武蔵野段丘 ,

立川段丘 )があり、細部の地形は複雑に変化するとともに、中小河川が網状

に流れる 7つの台地 (徳丸台地・本郷台・豊島台・淀橋台
◆目黒台・荏原台

・久ケ原台)をつくりあげ、その中で江戸期の遺構である玉川上水が台地部

の水源として重要な位置を保ってきた。

低地部には、人為的な治水・利水の歴史的遺構である見沼用水(系 )・ 葛西

用水(系 )・ 六郷用水(系 )。 大用水(系 )。 運河(系 )があり、複雑な水系網を形

成している。

これらは、緑で代表される区部の自然の秩序の母体ともいうべきものであ

るが、昭和30年代後半からの区部への人口・産業の急速な集積は、これらを

大幅に変貌させ、都市環境を一層悪化させることとなった。公園緑地等のオ

ープンスペースの不足と自然地の減少は、いまや深刻な問題であり、都市の

構造的な問題として生活環境に重大な影響を与えている。なかでも樹林地に

代表される自然地は極度に減少し、都市計画区域内の樹林地面積の比率は 3

%弱にすぎず、農耕地を含めても6%弱 という現況にある。

2.計画の方針

緑のマスタープランにおいては、緑地が都市の骨格の形成
。市街地の無秩

序な外延的拡大の防止・良好な都市環境の形成・ レクリェーション及び都市

防災等の多面的な機能を有 していることに鑑み、土地利用計画との整合、他

の都市施設計画等との有機的な連携のもとに、東京の各地域ごとの自然特性

。歴史的社会的特性等をふまえた緑地整備等を行 うため、その基本方針を次

のとおり定める。

(1)街づくりとしての緑の体系化
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Ⅲ

緑のネットワーク化

公共的緑地と日常生活との関わり合いの重視

② 自然の秩序の保全 0回復

残された自然地の保全

水の系を軸とする緑の回復

(3)緑地機能の多様化と需要拡大への対処

レクリェーション需要の増大と質的向土への対処

災害の防止及び災害時の避難等緑地による安全性の確保

(注 -1)こ こでいう「緑地」は、広義の緑地であり樹林地 0草地・

農耕地・裸地・水面で構成され、緑地保全地区等の地域制緑地・公

園緑地等の施設緑地を含むものである。

(注 -2)こ こでいう「水の系」とは、河川・湖沼 (用水等の人工的

水路を含む)・ 海浜等を中心とし、水源かん養地としての丘陵地・

崖線等の緑地を含むものである。「水の系」は、東京の自然特性の

1つであり、その周辺に人文的・歴史的 。文化的な遺産の蓄積も豊

かである。

計画の目標水準

1.計画のフレーム

緑のマスタープランの計画フレームは、下記のとおりである。

(1)計画対象区域

名  称  菌
画対
最

東京都市計画  区  部

(2)人口の見通 し

年   次

人   口

昭和75年 市 市 街 化
面  積  区域面積

59,572んα    56,552ん α

昭和 65年

822万人

昭和 54年

842万 人

市街化調整
区 域 面 積

3,020んα

昭和75年

814万人

-164-



(3)市街化区域の規模

年    次

市街化区域内人口

市街化区域の規模

昭和54年

842万人

56,531  んα

昭和 65年

822万人

56,552  んα

昭和75年

814万人

56,552  ,Lα

2.計画の目標水準

(1)基本的考え方

ア 緑地 (P-8に示す緑地 )の確保目標

東京の市街地は、西の多摩地域と連担 して都市を形成しているため、

都市の構造及び環境等にかかわる緑地を検討するにあたっては、全体の

市街化状況及び残存緑地の多摩地域への偏在を考慮する必要がある。

したがって、緑地の確保目標については、東京都全体の緑地の配置及

び確保目標を定め、それに基づき個々の都市計画区域における確保目標

を、当該都市計画区域の自然条件等を考慮して、その一部分を担うもの

として計画することとする。

東京都市計画区域内の緑地は、大公園等の公共空地を除き庭園・社寺

等で規模等も小さく、また、残存する緑地も少ない。このため、区部に

おける緑地の確保にあたっては、残された緑地の保全及び有効活用とと

もに、河川・用水等の水系を含め、緑地の積極的な回復を図ることとし

て、日標水準を定める。

イ 都市公園等の施設とする緑地の目標水準

緑のマスタープランにおける公園等の計画目標について、国は、住区

基幹公園を住民 1人当り4平方メートル以上、都市基幹公園を住民 1人

当り 2.5平方メートル以上、その他、風致・特殊公園及び緑地並びに都

・ 県又は国が設置する大規模公園等をあわせて住民 1人当りおおむね20

平方メー トルを示している。

現在の東京における都市計画公園・緑地の計画量は、住民 1人当り区
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部で 6.6平方メートル、市町部で 11.2平方メートルであり、都市公園

法の水準 6平方メー トルを上回るものである。しかしながら区部の 6.6

平方メートルのうち、都市公園として整備可能な部分を約 4.1平方メー

トルに過ぎず、他は公有水面等の存在緑地で、都市公園法の水準にも達

しない状況である。

このため、東京都市計画区域における目標の設定に当っては、日常生

活に最も深 くかかわる住区・都市基幹公園の目標値を国の基準 6.5ごに

極力近づけるようつとめるとともに、資源の偏在等の制約もあるが週末

・月末等のレクリェーションに対応する広域公園等を全都的に配置し、

その目標値を定める。

(2)緑地の確保目標

ア 緑地の構成

緑地の構成は、下記のとおりである。

① 制度上安定 した緑地で永続性のあるもの

都市計画公園 0緑地 。広場・墓園・運動場 。都市公園・児童公園 0

国営公園 0国民公園等の施設緑地。

緑地保全地区・緑地保全地域・生産緑地地区・ レクリェーション海

面等の緑地

② 社会通念上安定 した緑地で永続性のあるもの

社寺境内地 。大学・農事試験場・飛行場等で空地性・ 公開性の高い

施設、河川等水面で緑地としての存在効果の高いもの

イ 計画の目標水準

① 緑地の確保目標水準

目 標  水 準    都市計画区域面積に対する量

緑地の確保目標量     約 10,700んα    18%
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② 都市公園等の施設として計画すべき緑地の目標水準

年  次

目標水準

Ⅳ 緑地の配置の方針

1.緑のネットワーク化

点・線・面的緑地からなる緑地のネットワーク化により都市の骨格の形成

を図る。

2.広域公園の計画的配置

東京の自然特性を考慮し、「臨海部」「台地部」「丘陵部」に核となる大

規模な緑地を配置する。

3.機能系統別の緑地配置

緑地の主要な機能を「環境保全」、「防災」、「レクリェーション」の各

系統に分け、これが効果的に機能するための緑地配置を行う。

その細部は次のとおりである。

(1)環境保全系統

ア 区部の中心的な環境保全系統は、多摩川・荒川 0中川 0新中川 。江

戸川等の大河川の緑地化及び台地部と東京低地との境をなす各台地 (徳

丸台 。本郷台 0目黒台と荏原台の南端部・久ケ原台・立川段丘・武蔵野

段丘 )の崖線の緑の緑地化をもって構成する。

イ さらに細部の環境保全系統の緑地としては、生活空間のすみずみま

で入り込んでいる中小河川・ 用水・土水等の緑地化、緑道化、親水施設

化を図るとともに、各種公園緑地とのネットワーク化を計画する。

ウ 環境保全系統一環として都民の伝統的資産、文化的資産である緑地

を計画する。これらの対象としては、上野・本門寺等の社地境内地、六

義園 。後楽園・旧芝離宮庭園等、文化財、庭園等がある。

昭和54年度

7.3ぱ/人

昭和65年度

9.0ぽ/人

昭和75年度

11.9ピ /人
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工 台地端部の斜面と残存林は、都市景観を構成する要素であるので、

斜面地の緑化 。緑地化を図る。

(2)レ クリェーション系統

ア 児童公園、近隣公園、地区公園は、日常生活との関連が強い施設で

あるので、日標量の達成及び配置の公平性に留意しつつ、各種別ごとの

計画標準を充足するよう計画する。

また、災害時における避難等の防災面を考慮し、線的緑地と一体とし

て機能するよう効果的に配置するものとする。

イ 総合公園・運動公園については、規模が大であるため既定計画以外

の新たな立地には制約があるが、民間レクリェーション施設の活用や各

種跡地の有効な活用を図る。

特に、地域のレクリェーション需要に対応するため次項の広域公園を

含め、10んα以上の公園緑地を防災上の視点も合せて 3キ ロメートル誘致

圏で配置する。

ウ 全都民を利用対象とする広域的な公園については、区部・市部とも

に既定の大規模な都市計画公園等の活用を図るほか、新たな計画の追加

も考慮するものとする。

特に、臨海部、武蔵野台地部及び丘陵部には新たに大緑地群を配置し、

多様なレクリェーション需要にこれえるよう配置する。

工 線的緑地については、中小河川、用水、上水沿い等の線的施設の緑

地化・緑道化を図り、レクリェーションと日常的な通学、買物等の生活

活動を結びつける多様な役割をになう空間として配置する。

(3)防災系統

ア 河川・道路等と一体となって延焼遮断帯又は避難路として機能する

よう、大河川をはじめ石神井・神田川等の中小河川緑地を配置する。

イ 密集市街地など災害危険度の高い区域については、再開発事業等の

他の施策とも連携 しつつ、緑地を配置するよう努める。
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ウ 溢水 0内水氾濫等の恐れがある中小河川沿い、城東地区等の低地 。

遊水池、緑の多い崖線については、災害防止を兼ね、緑地を配置する。

工 広域避難場所となる緑地については、極力確保に努めるものとする。

オ 幹線道路沿い等の環境施設については、できるだけ緑地として確保

する。

4.地域区分別の緑地配置

地域特性をふまえた配置を図るため、東京都市計画区域を都心・城南・城

北・城東・城西 。臨海部の 6地域に区分し、地域別の緑地配置と施設を明確

化する。

(1)都心地区 (千代田、中央、港、新宿区 )

本地区では、都市景観を構成する緑地の保全、歴史的な蓄積の活用及び

公共施設の緑化・緑地化を柱とし、街区の再開発等による公開空地の確保、

歩道緑地帯 0シ ョッピングモール等の道路緑地化等を活用した緑のネット

ワーク化を図るとともに、施設緑地の整備に努める。

(2)城東地区 (足立・葛飾・江戸川・墨田・江東区 )

本地区では、運河・用水等の歴史的工作物を有効に活用し、これの緑地

化・親水化及び施設緑地の造成を柱として緑のネットワーク化を図るとと

もに、防災拠点の整備事業・再開発事業・土地区画整理事業等の施行によ

る施設緑地の整備のほか、緑化推進事業等を積極的に推進する。

(3)城西地区 (板橋・練馬・杉並 。中野 0豊島区 )

本地区では、徳丸台に残された崖線上の緑地を環境保全系統の中心をな

す緑地として保全するとともに、中小河川・上水路の緑地化・緑道化を柱

として緑のネットワーク化を進める。また各種跡地等の公園化と民間 レク

リェーション施設・企業厚生施設等で緑地機能の高い施設の有効活用及び

各種開発事業、土地区画整理事業等を積極的に推進し、施設緑地の整備に

努める。

④ 城南地区 (世田谷・ 目黒・大田・ 品川・渋谷区 )
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本地区では、環境保全系統の緑地の中心となる段丘沿いの崖線の保全と、

中小河川・用水・上水路の緑地化 。緑道化を柱として緑のネットワーク化

を図る。

また、各種跡地の確保、民間レクリェーション施設、企業厚生施設等で

緑地機能の高い施設の有効活用を図るとともに、各種開発事業、土地区画

整理事業等の施行による施設緑地の整備に努めるほか、緑化推進事業等を

積極的に推進する。

(5)城北地区 (北・荒川 0台東・文京区 )

本地区では小豆沢・飛鳥山から上野公園に続く本郷台の崖線に残された

緑地を、環境保全系統の中心となる緑地の 1つ として保全するとともに、

中小河川の緑化・緑地化を柱に緑のネットワーク化を進める。

また、台地部に数多く立地する公開性、空地性の高い大学のキャンパス

等の存在緑地としての有効活用、六義園等の歴史的資産の保全、工場等移

転跡地の緑地化のほか、街区の再開発による公開空地等の整備、歩道緑地

帯、ショッピング。モール等による歩行空間の緑地化等に努める。

(6)臨海地区

臨海地区は、港湾埋立地を中心とし、これをとりまく運河 。水辺及び水

域を合せて施設緑地として配置する。特に、羽田、中央防波堤、15号地、

葛西地区に臨海部の特性を活かした大規模緑地を計画するほか、緑道によ

るネットワーク化を図る。

V 計画推進のための方策

1.施設緑地の種別ごとの配置の方針

(1)住区基幹公園

地域的・ 日常的な利用を基本とする児童・近隣・地区公園等は、身近に

充足できるよう配置に努めるとともに、緑道等の線的緑地の住区基幹公園

的利用を図る。特に幼児・児童・老人等を主な利用対象とする今園は、当

面、誘致圏の適正化、面積の拡大、施設内容の向上の順に充足するよう配
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置に努める。

住区基幹公園の計画目標は、住民 1人当り 1.8平方メートル とする。

(参考 :国の標準確保目標量、住民 1人当り4平方メートル、昭和49年再

検討方針による目標量 1.5平方メー トル )

ア 児童公園

幼児・児童 (15歳以下)1人当り4平方メー トルを各区の目標とする。

なお、配置は、特に誘致圏に留意するとともに、 1カ所当りの標準規

模が 0.25ヘ クタール (最小規模は0.05ヘ クタール以上 )と なるようつ

とめる。(参考 :国の基準による確保目標量 住民 1人当り1平方メートル )

イ 近隣公園

近隣公園は、住民 1人当り0.6平方メートルを各区の目標とし、 1カ

所の標準規模が 2ヘ クタールとなるよう努める。

この配置は、大規模公園の近隣公園的利用を含め、誘致距離の公平性

が保てるよう計画し、小 。中学校、高等学校等の運動場の活用を、校庭

の開放の推進とあわせ検討する。 (参考 :国の基準による確保目標量、

住民 1人当り2平方メートル )

ウ 地区公園

地区公園は、標準規模が 4ヘクタールである。

都市基幹公園、広域公園等に地区公園的機能をもたせるとともに、こ

れらの公園と地区公園を誘致圏 2キ ロメー トルで配置するよう努める。

(参考 :国 の基準による確保目標量 住民 1人当り 1平方メー トル )

② 都市基幹公園

区部の住民を対象とする公園で総合公園と運動公園に分かれるが、標準

規模が 10ヘクタール以上となるよう努める。

この規模の公園は、災害時の避難場所、環境の改善、レクリェーション

の多様化等への対応にとって重要である。このため、次項の広域公園とあ

わせ、誘致圏 3キロメートルでの配置につとめ、避難場所等の機能の向上を期する。
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なお、江戸川、荒川、多摩川の高水敷を公園利用するにあたっては、運

動公園として位置づけるものとし、都市基幹公園全体で住民 1人当り 2.3

平方メートルを目標水準とする。 (参考 :国の基準による確保目標量 住

民 1人当り2.5平方メートル )

ア 総合公園

総合公園は、木場公園等の既定の都市計画公園を中心に、基地跡地、

江東防災拠点、筑波研究学園都市移転跡地等の活用を図ることとし、住

民 1人当り0.8平方メートルを目標とする。 (参考 :国の基準による確

保目標量、住民 1人当りlr)

イ 運動公園

運動公園は、夢の島公園等の既定の都市計画公園を中心に、都市計画

緑地として決定 している多摩川、荒川、江戸川の高水敷を自然の保全に

配置しつつ利用することとし、住民 1人当り 1.5平方メートルを目標と

する。(参考 :国の基準による確保目標量 住民 1人当り1.5平方メートル )

(3)特殊公園

特殊公園は、庭園、ふ頭公園等、その沿革、施設内容、立地の特殊性等

が重要な計画要素となる公園であるので、規模等にかかわりなく、必要な

ものについて配置する。

(4)広域公園

広域公園は、東京の全都市計画区域の住民を対象として配置する公園で

ある。

この柱となる公園は、臨海部の埋立地を中心とする海上公園、武蔵野、

立川の両段丘の中央部で野川を軸とした大緑地群及び、多摩の各丘陵部に

残された大規模自然地を保全する丘陵地公園である。

これらの中核的な広域公園のほか、区部では、砧、和田堀、光ケ丘、舎

人、水元、篠崎、代々木、上野、中央等の都市計画公園を、それぞれの立

地特性を生かした広域公園とし、都民 1人当り3.8平方メートルを目標とする。
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(5)緑 地

都市計画緑地は、多摩川、荒川、江戸川、新中川、中川、隅田川を基幹

的緑地とし、石神井川、神田川、日黒川、呑川、野川の各水系等の中小河

川及びその他用水、上水等を地域的な緑地として計画する。

これらの緑地は、緑のネットワークの軸として、自然の保全を図るとと

もに、周辺の点的、画的緑地と結び付けることによりその機能の向上をは

かり、あわせて、災害時の避難路、延焼の遅延又は遮断帯として効果的に

配置する。

なお、多摩川、荒川、江戸川の高水敷は、都市基幹公園 (運動公園 )と

して活用し、その他の線的緑地は、日常生活に密接に関連する緑地として、

緑道又は住区基幹公園として利用を図るものとする。

(6)施設緑地の計画目標及びおおむね位置

別表 1の とおりとする。

2.地域制緑地等の種別毎の配置の方針

(1)緑地保全地区

緑地保全地区は、概ね 1んα以土の規模を有する都市内樹林地、草地、水

辺地及びこれらと一体となった良好な自然地の保全を図るため、指定につ

とめる。

とくに、一団のまとまりを持って残されている緑地、景観の構成上効果

の高い崖線上の樹林地、伝統地、文化的意義のある社寺境内地等について、

積極的に指定する。

(2)生産緑地地区

都市内に存在する農地は、都市の環境保全機能及び将来の都市整備のた

めの多目的保留地機能を有 している。

このため、生産緑地地区を積極的に指定し、民有の緑地として有効活用

をはかる。

(3)風致地区
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風致地区は、良好な景観の保全に資するため、緑地保全地区、緑化協定

等の制度の活用とあわせ、その指定につとめる。

(0 その他の諸制度の活用

都市に存在する多種、多様な緑の保全は、様々な制度の運用と住民の積

極的な協力等とが相まって達成できるものである。

特に区部は、小規模な緑地の保全・回復等、きめ細かな施策が必要であ

る。このため、たんに都市計画的な手法だけでなく、緑に関連する各種の

条例、開発要綱等を総合的に運用することにより、緑の保全と確保につと

める。

(5)地域制緑地等の計画目標量及びおおむねの位置
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Ⅲ 八王子ほか19都市計画区域における緑のマスタープラン計画書(抜粋 )

別表 1 施設緑地の計画目標及びおおむねの位置
都市計 画公園 。緑地計画 目標量

都市計画

区  域
市 町 名

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

都市計画公園。緑地計画量 1人当り

公園面積ぜ

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ぽ箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子市 105 72.23 1.95 421 420 5.8

立  川

立  川

武蔵村山市

大 和 市

49 3680 1.40 333 161 41

26 15.49 1.09 178 86 41

10 11 70 2.05 56 36 39

13 961 1.50 99 39 42

武蔵野 武 蔵 野 市 187 32 23

鷹 鷹 市 13 332 0.20 113 43 24

府 中 府 中 市 47 17 66 0.94 166 117 5.9

調  布

調 布 il

`白

江 市

29 6.40 0.26 206 121 43

220 0.12 138 93 47

24 4 20 0.6 68 28

73

34

青 梅 青 梅 市 21 9.42 0.99 105 44

昭 島 昭 島 市 22 15.10 0.74 85 41 33

町  田

小金井

町 田 市
小 金 井市

10 882 0.32 262 162 36

29 15.79 1.53 84 55 51

日 野 日 野 市 25 18 94 1.34 144 94 4.5

小  平 小 17 市
国 分 寺 市

13 16 32 1.05 209 115 66

国分寺 17 18.87 2.07 51 44 4.4

東村山

東村 山 市

清 瀬 市
東久留米市

国  立 国 立 市

26 2492 0.87 311 188 52

13 11.97 1.01 141 64 43

10 7.36 1.19 83 46 65

52559 0.53 87 78

13 12.81 2.0 54 49 61

保  谷 保 谷 市 0.37 0.04 124 45 42

田  無 田 無 市 0.91 0.14 76 30 38

福  生

福 生 市

瑞 穂 町

羽 村 『 I

41 2881 26 193 81 4.5

6.74 1.4 72 28 44

18 10.37 47 66 29 62

3518 11.70 293 55 24

多 摩
多 摩 市

f盾 城 市

秋  多

秋 り|1 市
日 の 出 町

五 日市 町

18 49.01 366 235 211 63

16 47.00 5.4 138 139 72

201 043 97 72 51

1.69 0.23 93 58 38

039 009 57 34 4.0

16 10 3.5

1.30 0.65 20 14 40

合 言「 484 358 19 114 3,452 2,140 47

住 区 基 幹 公 園
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児 重 公 曰

昭 和 54年 度

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

箇 所 数 面 積 ha

昭 和 75年 度

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ぽ箇 所 数 面 積 ha

84 2083 0.56 335 91 1.3

35 10.70 041 290 59 1.5

21 5.29 0 37 145 27 13

2 80 049 46 13 14

261 0.41 89 19 20

182 19 1.4

12 1 72 0.10 103 18 10

41 7.98 0.43 135 26 13

27 430 0 17 174 32 11

110 0.06 120 24 12

23 3.20 0.46 54 10

19 5 34 0 56 87 20 1.2

21 11.30 1 30 75 18 1.5

3.30 0 12 243 75 17

23 7.49 0.73 63 15 1.4

19 5 43 0.38 120 27 1.3

2 26 0 15 174 32 1.8

10 245 0.27 39 10 10

20 927 0 33 254 47 13

10 4.52 0.38 117 17 1.1

416 0 67 67 10 1.4

059 0 06 68 20 1.3

1.76 0.28 41 1.0

037 0.04 113 23 2.1

091 0.14 68 13 1.7

33 10.78 0 37 167 33 1.8

171.96 0.4 61 11

15 5.12 2 33 59 13 28

15 3.70 0.93 47 13

071 0.05 187 55 16

109 37 19

0.71 0 15 78 18 13

0.39 0 05 73 15 10

039 0 09 46 1.0

12 0.8

15 1.0

371 107 29 0.34 2,923 636 1.4
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都市計画

区   域

市 町 名

近 隣 公 園

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ピ

都市計画公園・緑地計画量 1人 当り

公園面積ピ箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子市 21 51.40 1.39 64 149 2.1

立  川

立 川 市

武蔵村山市

東 大 和 市

14 26.10 0.99 38 77 1.9

10.20 0.72 19 37 1.7

890 1.56 10 24 2.6

700 1.09 16 1.7

武蔵野 武 蔵 野 市 04

鷹 鷹 市 1.60 0.10 0.3

府  中 府 中 市 9.68 052 25 47 2.4

調  布

調 布 市

`白

江 市

2.10 008 28 58 2.1

1.10 0.06 14 39 2.0

1.00 0.14 14 19 24

青  梅 青 梅 市 4.08 0.43 15 34

16

2.1

昭  島 昭 島 市 3.80 0.44 1.3

町  田 町 田 市 5.52 0 20 24 05

小金井 小 金 井 市 8 30 0.80 17 22 2.0

日 野 日 野 市 13 51 0.96 19 39 1.8

小  平 小 平 市 14 06 0.90 32 64 3.6

国分寺 国 分 寺 市 16.42 1 80 23 23

東村山

東 村 山市

清 瀬 市
東久留米市

15.65 0.55 43 70 1.9

7 45 0.63 17 25 1.7

3 20 0 52 11 14 19

0.47 15 31 2.1

国  立 国 立 市 11.05 1 75 16 2.0

保  谷 保 谷 市 13 1.2

田  無 田 無 市 11 1.4

福  生

福 生 市

穂

羽 村 町

18 03 1.62 23 34 19

4.78 0.98 10 13 2.0

5.25 237 11 23

8.00 2.0 10 1.5

多  摩
多 摩 市

城 市

17 48 30 3 60 41 101 3.0

16 47.00 54 24 64 33

1 30 0 28 17 37 26

秋  多
秋  川

日の 出町

五 日市 町

1.30 0 17 17 32 21

17 2.0

2.7

1 30 065 2.0

計 113 I zso. go 0.8 424 842 1.9
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地 区 公

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

都市計画公園・緑地計画量都市計画公園・緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

1人当り

公園面積ピ 箇 所 数

22 179

面 積 ha

2.5

1人当り

公園面積ピ

|

27 07

23 1.1

05

0.5

20 11

44 2.2

30 1.1

30 15

18 1.1

0.5

10 63 14

18 17

28 13

19 1.1

1212

14 72 20

1.522

23 32

1.827

25 3.1

0.8

07

0814

0.7

1.1

0.7

54 1.6

38 2.0

16 12

12 08

10

1.0

105 664 1.5

1

L
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都市計画

区  域
市 町 名

都 市 基 幹 公 園

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公ヨ1面積ご

都市計画公園・緑地計画露 1人 当り

公園面積ぽ箇 所 数 面 積 ha 筒 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子 市 93.30 2 52 80 11

立  川
立 り|1 市
武

東 大 和 市

53 90

3480
2.05 84 2.1

2 45 54 26

14.80 2 60 20 22

430 0.67 10 11
武蔵野 武 蔵 野 市 16.70 1.2 27 19
鷹 鷹  市 52 2.9

府  中 府 中 市 10 76 058 69 35

調  布
調 布 rl

`白

江 市

9.90 0.40 62 2.2

990 0.55 44 22

18 2.3

青  梅 青 梅 市 47.63 501 64 3.9

昭  島 昭 島 市 1460 1 68 64 51
町  田 町 田 市

小 金 井 市

56.90 2.03 115 26

小金井

日 野 日 野 市 17.10 1.21 51 2.4

小  平 小 平 市 1949 1 26

国分寺 国 分 寺 市

山

東 村 山 市

清 瀬 11

900 0 28

0.67

47 1.3

900 31 2.2

16 1.1

国  立 国 ウ |わ 13 56 2 15 04
保  谷 保 谷 市 14.50 1.54 10 0.9

田  無 田 無 市 31 4.0

福  生
福 生 市

瑞 穂 町

羽 町

4.73 0.43 46 2.5

12 1.9

0.4

4 73 118 32 46
多 摩

摩 市

城 け∫

39.10 2.92 10 03

27.40 3 15

11.70 249 10 0.7

秋  多

秋 川1 市
日 の 出 町

五 日市 町

112 38 25

840 20 2C

2.0

10 2.7

言十 42 420 57 1.4 58 853 1.9

25
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運 動 公 園

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ぽ

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ご箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

4360 1.18 44 06

30 0.8

20 10

10 1.1

10 0.7

23 1.3

10 76 0.58 33 1.7

38 1.4

34 1.7

4

24

0.5

40.33 4 25 1.5

14 60 1.68 29 2.3

1490 0.53 33 0.7

26 1.2

1324 0.85

4.10 0.14 02

4.10 0.34

0.5

6.60 1.05 0.4

473 0.43 0.2

4.73 118 0.4

10 0.3

10 0.7

17 1.1

13

1.1

14 152.86 25 330 07
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都市計画

区   域
市 町 名

総 公 国

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

1人当り

公園面積ご

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積轟箇 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子 市 49.70 1.34 37 0.5

立  川
立 り|1 市
武蔵村山市

大 和 市

53.90 2.05 54 1.4

3480 2.45 34 1.6

14.80 2.60 20 2.2

4.30 0.67

武蔵野 武 蔵 野 市 16.70 1.2 17 1.2

鷹 鷹  市 29 1.6

府  中 府 中 市 36 1.8

調  布

調 布 市
狛 江

9.90 040 24 0.9

9.90 0.55 10

14 18
青  梅 青 梅 市 7.30 0 76 40 2.4

昭  島 昭 島 市 35 2.8

町  田 町 田 市 42.00 1.50 82 1.8

小金井 小 金 井 市

日 野 日 野 市 17.10 1.21 25 12
小  平 小 平 市 6.25 0.40

国分寺 国 分 寺 市

東村山

東 村 山 市

清 瀬 市
東久留米市

3.90 0.14 40 1.1

3.90 0.33 31 2.1

0.6

国  立 国 立 市 6.96 1.10

保  谷 保 谷 市 14.50 1.54 10 0.9

田  無 田 無 市 31 4.0

福  生
ネ冨 生 市

瑞 穂 町

羽 村 町

43 24

12 19

0.4

29 41
多  摩

多 摩 市

稲 城 市

39.10 2 92

27.40 315
11.70 2.49

秋  多

秋 り|1 市
日の 出 町

五 日市 町

840 112 20 13

840 20 0.9

20

17
計 28 275.71 0.9 33 523 11
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昭 和 75年 度昭 和 54年 度

都市計画公園・緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

1人当り

公園面

6.9

1人当り

公園面積ピ

113 16553 4.5

都市計画公園・緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

425 500

3 45 338 245 6255 90.70

140 6.729 50.29 3.5 180

4.6 58 56 6.112 26.50

100 49 5314 13.91 22

12 190 59 4.216.70

115 95 5313 332 0.2

9.428.42 15 169 18649

0.65 210 183 6.530 16.30

6912.10 0.7 140 136

70 46 5.724 4 20 0.6

8.323 5705 6.0 107 137

3.4 89 105 8423 29 70

277 6214 65 72 2.4 269

15 84 55 5129 1579
145 6.936 04 26 14827

3581 2.3 209 115 6.616

51 44 4417 18.87 2.1

1.16 316 235 6.528 32 92

95 6515 19 97 17 144

1.2 83 46 6.510 7.36

89 95 6.35.59 0.53

6526.37 4.2 55 5215

1.6 125 55 5.11487
78091 0.14 77 60

137 7042 33 54 3 02

63674 1.4 74

127

40

47 67 31 6.618 10.37

56 8116 43 4.1 5719

236 221 6522

“

11 6 58

139 7.27440 85 13819

98 82 5.813.71 29

96 6.310 09 1.35 99

60 55 658.79 21

5517 16

07 22 24 671.30

78676 25 3,510 2,993526

(基 幹 公 園 計 )
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都市計画

区  域
市 町 名

特 殊 公 園

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園 緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

1人当り

公園面積ぱ

都市計画公園 。緑地計画量 1人当り

公園面積 m箇 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子 市 26.70 07 11 0.2

立  川

立 り|1 市
武蔵村山市

東 大 和 市

20

20 21
武蔵野 武 蔵 野 市

三  鷹 鷹 市
府  中 府 中 市 17.50 0.94

調  布
調 布 市

`自

江 市

050 0 02 (0.04)

0.50 0.03 0.1

青  梅 青 梅 市 04
昭  島 昭 島 市
町  田 町 田 市 20.0 0.7 0.2

小金井 小金井 市

日 野 日 野 市 0.1

小  平 小 平 市
国分寺 国 分 寺 市 7.56 0.8 21 2.1

東村山

東 村 山 市

清 瀬 市
東久留米市

0.44 002 0.1

0.44 0.44 02
国  立 国 立 市
保  谷 保 谷 市
田  無 田 無 市
福  生

福 生 市

瑞 穂 町

羽 村 町

0.3

0.8

多 摩

多 摩 市

稲 城 市

02

0.3

秋  多
秋 チ|1 市
日の 出 町

五 日市 町

29 1.9

0.7

16 5.5

20

72.70 0.23 22 114 02

05

合 計
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広 域 公

※延箇所数

園

昭 和 54年 度

都市計画公園・緑地計画量

面 積 ha

1人当り

公園面積ピ

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

箇 所 数 面 積 ha 公園面積ぜ

昭 和 75年 度

箇 所 数

261.30 23

378 70 23

3.8

3.8

2.3 113 38

954850 2.3 38

361 3.8330.20 2.3

23 31 38

35 3.831.30 2.3

31 91 2.3 63

177130.40 2.3

130.40 2.3 177 3.8

3.823

140 3.82.3

2.3 63 38

301 3.8269 20 23

23 104 3.8104.20

100 3.853.51 2.3

2.3 55 3855 40

3.82.3

2.3 57 3857.10

57 3.857 10 2.3

23 3.8

382.3

3.82.3

3.82.3

3.84.70 23

161 382.3

382.3

2.3 161 3.8

3.82.3

321 3.8123.50 2.3

3.8123.50 23 163

153 3.82.3

3.82.3 170

3.82.3

382.3 169

3.82.3

2.3 37※ 2,749 3.81,532.02
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都市計画

区  域

(   公   園 合   計   )

市 町 名
昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

都市計画公園・緑地計画量 1人当り 都市計画公園・緑地計画量 1人 当り

箇 所 数 面 積 ha 公園面積ご 箇 所 数 面 積 ha

八王子 八王 子 市 120 453.53 7.5 430 903 10.9

立  川

立 ′|1 市

東 大 和 市

57 469.40 5.8 342 834 10.5

29 50.29 58 181 253 10.5

13 75.00 6.9 59 151 9.9

15 344.11 4.5 102 430 11.2

武蔵野 武蔵 野 市 47.50 3.5 192 90 80

鷹 三 鷹 市 15 34.62 2.5 118 130 9.1

府  中 府 中 市 51 77.83 4.74 171 249 13.2

調  布
調

ろ白 江 市

33 147.20 3.0 214 361 10.3

143.00 3.0 144 315 10.7

24 4.20 2.9 70 46 9.5

青  梅 青 梅 市 23 57.05 8.3 110 283 12.5

昭  島 昭 島 市 23 29.70 57 91 173 122

町  田 町 田 市 18 354.92

119.99

5.4 275 585 10.2

小金井 小金 井 市 32 3.8 87 159 8.9

日 野 日 野 市 28 8955 4.9 153 248 10.8

小  平 小金 井 市 17 91.21 4.6 210 170 10.4

国分寺 国 分 寺 市 18 26.43 5.2 52 65 10.3

東村山

山

清 瀬 市
東久

31 90.46 3.5 322 295 10.4

17 77.07 4.0 146 152 10.3

10 7.36 3.5 85 46 103
6.03 2.9 91 97 103

国  立 国 立 市 15 2637 6.5 55 52 10.3

保  谷 保 谷 市 14.87 3.9 125 55 8.9

田  無 田 無 市 5.61 2.44 78 65 11.6

福  生
福 生 市

羽 村 町

42 33.54 53 201 294 11.1

6.74 37 74 40 10.1

18 10.37 7.0 68 192 10.4

19 1643 64 59 62 12.7

多 摩
多 摩 市

稲 城 市

23 211.61 8.9 240 548 10.5

20 197.90 10.8 141 308 11.3

13.71 5.2 99 240 96

秋  多
川

日の 出 町

五 日市 町

10.09 3.6 105 295 12.0

8.79 44 62 62 11.0

2.3 20 202 148
1.30 30 23 31 12.5

言十 559 2,391.48 5.0 3,545 5,856 107
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緑 地

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量

箇 所 数 面 積 ha

1人当り

公園面積ご

124.90 3.3

都市計画公園

1 000

箇 所 数

50

緑地計画量

面 積 ha

13.8

1人 当り

公園面積ご

59.15 2.2 20 137 3.5

25.20 74 3.5

15.75 2.8 43 4.7

1820 2.4 20 2.1

32 23

4.90 0.3 15 75 4.2

11 172.72 9.24 11 301 15.1

222.41 8.9 37 248 8.9

137.40 7.7 18 178 8.9

85.01 12.1 19 70 8.8

56.13 59 15 144 8.7

64.60 188 150
10 331 7.4

23 21 19

278 00 197 31 416 19.7

12 34 2.0

20.70 2.3 13 1.3

14.12 0.5 57 192 5.3

25 131 9.0

13.70 2.2 16 30 4.3

0.42 0.4 16 31 2.1

29 3.6

0.4

2.00 0.3 1.0

160.91 144 23 209 11.5

79 15 16.1 73 114
13.40 41 8.8

68 36 17.1 95 13.5

5.10 0.5 12 354 10.6

231 11.9

5.10 1.1 123 8.8

40 407 27.0

12 262 30.8

2.8

19 136 37.9

47 1,18564 3.8 386
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都市計画

区  域
市 町 名

(公 園 緑 地 合 計 )

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ぜ

都市計画公園。緑地計画量 1人 当り

公園面積ぱ箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 1 面 積 ha

八王子 八 王 子市 121 57843 10.9 480 1,903 24.7

立  川

立 力1 市
武蔵村山市

東 大 和 市

64 528.55 80 362 971 140

34 75.49 7.6 190 327 14.0

14 90 75 9.7 65 194 14.6

16 362.31 7.3 107 450 13.3

武蔵野 武 蔵 野 市 47.50 3.5 198 121 10.3

鷹 鷹 市 17 3952 2.8 133 205 13.3

府  中 府 中 市 62 250 55 14.0 182 550 28.3

調  布
調 布 市

ら自 江 市

37 369 61 11.9 251 609 19.2

10 280.40 10.7 162 493 19.6

27 89.21 15.0 89 116 18.3

青  梅 青 梅 市 25 113.18 142 125 427 21.2

昭  島 昭 島 市 25 94 30 13.1 96 361 27.2

町  田 町 田 市 18 354_92 54 285 916 17.6

小金井 小 金 井 市 32 119.99 38 110

184

180 10.8

日 野 日 野 市 32 367 55 24 6 664 30.5

小  平 小 平 市 17 91_21 4.6 222 204 124

国分寺 国 分 寺 19 47.13 7.5 57 78 116

東村山

東 村 山 市

清 瀬 市
東久留米市

33 104.58 40 377 487 15.7

17 77 07 40 171 283 193

11 21.06 5.7 99 76 14.6

6.45 2.9 107 128 12.4

国  立 国 立 市 15 26 37 65 63 80

59

139

保  谷 保 谷 市 14.87 39 129 93

田  無 出 無 市 7.61 24 80 73 126

福  生

瑞 穂 町
町

50 194 45 198 224 503 22 6

85 89 19.8 80 113 215

20 23.77 13.1 74 233 192

23 84.79 23.5 70 26 2

多 摩

稲 城 市

25 21671 9.3 252 902 21.1

20 197 90 10.8 145 539 23 2

1881 1  63 107 363 18.4

秋  多
秋  川

日 の 出 町

五 日市 町

1009 3.6 145 702 39.0

879 4.4 74

2.3 29

324 41.8

211 17.6

1.30 30 42 167 50.4

合 言十 606 3_577 12 88 3,935 9,999 19.8
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条 例 に よ る 園 地

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度
都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ピ

都市計画公園。緑地計画量 1人当り

公園面積ご箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

116 0.26 176 16 0.2

1.30 0.04 0.03

1.30 0.2 0.1

120 1030 0.6 29 0.1

34 11 0.6

980 1.0 10 16

28.37 1.0 36 29 0.6

0.57 0.04 0.57 073

722 2.25 0.08 33 0.1

22 2.25 0.2 33 05

30 1.80 0.3 60 04

1.17 0.1 0.1

10 0.20 0.03 10 0.2 0.03

3.63 0.3 11 0.3

3 32 0.4 11 0.6

031 0.1 0.31 0.02

10 4.94 0.7 0.7

0.4

1.1

0.51 0.1 0.03

4 43 2.2

324 73.83 0.23 437 100 0.2
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都市計画

区  域

市 町 名

総 合 言十

昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ピ

都市計画公園・緑地計画量 1人当り

公園面積ピ箇 所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

八王子 八 王 子 市 237 587 93 11.1 656 1,918 24.9

立  川

立  川

武蔵村山市

市

65 529.85 8.0 363 973 14.0

34 75.49 76 190 327 140

15 92.05 9.9 66 196 14.7

16 362.31 7.3 107 450 13.3

武蔵野 武 蔵 野 市 47.50 3.5 198 121 10.3

鷹 三 鷹 市 137 49.82 3.4 202 207 13.4

府  中 府 中 市 62 250.55 140 216 562 28.9

調  布
布 市

`白

江 市

37 369.61 119 251 608 19.2

10 280.40 10.7 162 492 19.6

27 89.21 15.0 89 116 18.3

青  梅 青 梅 市 27 122.98 15.2 127 437 218

昭  島 昭 島 市 25 94.30 13.1 96 360 27.2

町  田 町 田 市 26 383.29 64 321 945 18.2

小金井 小 金 井 市 32 119.99 38 110 181 10.8

日 野 日 野 市 32 367.55 24.6 184 664 30.5

小  平 小 平 市 18 91.78 4.6 223 206 12.4

国分寺 国 分 寺 市 19 47.13 7.5 57 78 11.6

東村山

東 村 山 市

清 瀬 市
留米市

55 106.83 41 410 495 15.8

17 77.07 40 171 284 19.3

11 21.06 5.7 99 76 146

27 8.70 3.1 140 135 129

国  立 国 立 市 45 28.17 6.8 123 84 143

保  谷 保 谷 市 16.04 40 130 60 9.4

田  無 田 無 市 15 781 2.8 90 73 12.6

福  生
福 生 市
穂 町

50 194 45 19.8 224 503

113

22.7

85.89 198 80 21.5

20 23.77 13.1 74 234 19.2

23 84.79 23.5 70 156 26.2

多  摩
多 摩 市
城

28 220.34 9.6 257 913 21.5

21 201.22 11.2 148 550 23.8

19 12 6.4 109 363 18.4

秋  多
川 市
日の 出 町

五 日 町

13 15 03 43 154 711 39.6

8.79 4.4 78 333 42.9

0.51 27 34 211 17.6

573 5.2 42 168 50.4

言十 930 3,650.95 9.0 4,372 10,099 20.0
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都 市 計 画 墓 園

備 考昭 和 54年 度 昭 和 75年 度

箇所 数 面 積 ha 箇 所 数 面 積 ha

67.0 76

1.昭和54年度の広域公

園の目標水準 2.3ご /

人は,既定の都市計画

公園・緑地のうち広域

公園相当のものについ

て全部的な配分を行っ

た数値である。

2.広域公園の住民 1人

当りの目標値は,区部

及び多摩地区全域の広

域公園を同区域内の総

人口で除したものであ

る。

3.昭和75年度の計及び

合計欄の面積は,種別

及び都市計画区域 (市・

町)ご とに4捨 5入に

よる数値を修正したも

のであり,各欄の和と

は必ずしも一致しない。

106.80 107

22.40 22

20 40 20

39.30 39

31 40 31

7 90

1.5

1.5

257.4 266
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あ  と が  き

本白書を作成するにあたって,社団法人東京都造園緑化業協会では,東

京都緑化白書作成特別委員会を設置 し,協会の事業として,「緑化を通 じ

都民への奉仕」と「都民の緑化意識の高揚」をはかるため,鋭意調査検討

を重ねてきました。今までにも,建設自書,環境白書等に一部緑化につい

ての年次報告は見られましたが,緑化だけをとらえたものは見当りません

でした。今回関係機関の緑化関係,資料を収集し,協会員についてアンケ

ート調査を実施する等専門的立場から緑化の現状をとらえ,その問題点を

明らかにすべく努力いたしました。今回は初めての試みであるため,総合

的かつ,一般的な編集に終りましたが,次回はテーマを絞って更に充実し

た自書にして行きたいと思います。

いうまでもなく,緑化についての重要性は,総論では誰一人反対を唱え

る人はおりません。しかし, 1,200万 人の人口を擁する首都東京において

は,一層その重要性を認識して,一刻も早く緑の施策を充実し,実施に移

す必要にせまられております。併せて緑化業に携わる方々は,緑地づくり

の推進を社会的使命と考え, これからも努力して行く必要があろうかと思

います。

終りに本白書作成にご協力いただいた方々に感謝いたしますと共に,関

係各方面の方々の卒直なご意見をお寄せいただければ幸いと思います。

昭和 57年 10月

東京都緑化白書作成特別委員会

委員長 黒  沼  茂  治
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